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１ 民生委員児童委員 
 

 

１ 民生委員の役割・職務 

  民生委員の職務については、民生委員法第１４条に規定されています。また、生

活保護法、老人福祉法など社会福祉関係各法にも規定されており、民生委員は主と

してこれらの規定に基づいてその職務を遂行します。  

（１）調査活動 

   福祉の援助を必要とする方などのために、適切な指導を行えるように、常日頃から担当地区

内の住民の方々の生活状態を必要に応じ適切に把握し、また、福祉を進めていくうえでの問題

点の把握に努めます。 

（２）助言援助活動 

   高齢者や障がいのある方、ひとり親世帯など、福祉の保護・援助を必要とする方に対し、その

方が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、生活に関する相談に応じ、

助言その他の援助を行います。 

（３）関係機関との連携等 

   地域の福祉を増進するためには、その地域において利用できる社会資源を有効かつ適切に活

用し、地域の方々の福祉問題の解決を図る必要があります。社会福祉協議会や地域包括支援セ

ンターなどの関係機関と連携し、その事業又は活動を支援します。 

（４）福祉事務所等関係行政機関の業務に対する協力 

   民生委員の協力活動は、関係行政機関（福祉事務所、児童相談所、障害者更生相談所、女性相

談所、保健福祉事務所、公共職業安定所、家庭裁判所、学校、社会保険事務所など）がその権限

に基づいて継続して行う事務について、民間奉仕者として外部からその業務に協力することで

す。また、業務とは関係行政機関が行う全ての業務のうち社会福祉に関するものです。 

（５）お問い合わせ 

   福祉総務課地域福祉担当 電話２１－９８４８（直通） 

 

２ 児童委員の役割・職務 

  児童福祉法が昭和２３年から施行されたことに伴い、児童福祉法第１６条第２項

の「民生委員法による民生委員は児童委員に充てられたものとする」という規定に

基づいて、民生委員が児童委員を兼務します。  

  児童委員の職務については､児童及び妊産婦の生活や環境の状態を把握し、その保

護や保健その他の福祉に関し援助及び指導するとともに、児童相談所や福祉事務所

の協力を行うものです。  

 

（１）児童委員の役割 

   児童委員の役割としては次の６項目があげられます。 

  ア 実情の把握と記録 

  イ 連絡通報 
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  ウ 相談・援護 

  エ 意見具申 

  オ 児童の健全育成のための地域活動 

  カ 児童委員協議会での活動 

（２）個別援助活動 

   個別援助活動の主な対象は、保護者がいなくなって困っているなどの要保護児童ですが、社

会変化から起こる新たな問題（たとえば不登校、家庭内暴力など）にも個別的な援助を行うこと

も求められています。 

   主な活動は次のものがあげられます。 

  ア 対象児童の実態把握と援助計画の作成 

  イ 援助活動の推進 

  ウ 関係機関、団体との連携活動の促進 

（３）児童健全育成活動の展開 

  ア 地域診断と活動計画の作成 

  イ 育成活動の推進 

  ウ 関係機関、団体との連携活動の促進 

（４）お問い合わせ 

   福祉総務課地域福祉担当 電話２１－９８４８（直通） 

 

３ 主任児童委員 

  近年の出生率の低下に伴い、「健やかに子どもを生み育てる環境づくり」が社会全体の課題とな

り、地域における児童委員への期待が高まっています。 

  そこで、児童福祉に関する事項を専門に担当する主任児童委員を平成６年（１９９４年）に設

置し、従来の区域を担当する児童委員と一体となった活動を展開することにより、児童委員活動

の一層の推進を図っています。 

  主任児童委員は、身分については児童委員（民生委員との兼務も含めて）と同様ですが、担当

の職務については、個別の区域を持たず地区全体における児童福祉の事項を専門的に担当します。 

（１）主な職務 

  ア 児童福祉関係機関と区域を担当する児童委員との連携を図ること。 

  イ 地域ぐるみで子育てを行うための啓発活動を企画し、実施にあたってその中心的役割を果

たすこと。 

  ウ 児童健全育成活動や母子保健活動の推進を図ること。 

  エ 児童の権利が著しく侵害される場合などにおいて、関係行政機関等への連絡・通報を行う

こと。 

  オ 区域を担当する児童委員が、児童などについての調査・指導などを行う場合、必要な援助を

行うこと。 

（２）お問い合わせ 

   福祉総務課地域福祉担当 電話２１－９８４８（直通） 
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２ 町 内 福 祉 村 
 
 

 町内福祉村とは、「話し相手がほしい」、「ゴミ出しや電球の交換を手伝ってほしい」、「子育てや介

護に手を貸してほしい」、「ボランティアをしたいがきっかけがつかめない」といった日々生活する

中で、ちょっとした手助けがほしいときに応えるための活動の場です。 

 安心して心豊かに自立した生活を送るためには、介護保険やその他の公的制度によ

るデイサービスやホームヘルプサービスだけでなく、生活支援やふれあい、交流とい

った面で身近な地域で共に支え合うことが重要です。町内福祉村はこうした視点から、

介護保険制度を活用しつつ、行政は拠点の確保や活動費の援助、情報提供など、住民

が活動しやすい環境整備を行い、実践活動については住民自身が共に支え合う仕組み

づくりを進めることで、地域のつながりや絆を深めることを目的としています。  

 おおむね公民館単位（市内２５地区）において事業展開を目指しています。 

 

 

１ 町内福祉村活動について 

  地域の拠点には、地域福祉コーディネーターを配置し、住民の方々からの相談について必要な

援助が行われるよう、福祉村ボランティアや行政､関係機関との連絡調整を行っています。 

  地域によって活動内容に違いがありますが、おおむね次のとおりです。 

（１）身近な生活支援活動 

  ア 対 象 

    ひとり暮し高齢者、高齢者のみの世帯、障がいのある方、家庭で介護している家族、認知症

高齢者を抱えた家族、子育て中の方、病中病後の方、ひとり親家庭などで、お困りごとのある

方 

  イ 内 容 

    車いすの貸出し、見守り､ゴミ出し、話し相手、草取り、庭木の剪定、軽微な

家屋補修、電球の交換、外出付き添い、買い物、留守番、掃除、洗濯、布団干

し､幼児見守りなど  
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（２）ふれあい交流活動 

  ア 対 象 

    地域にお住まいの方 

  イ 内 容 

    高齢者茶話会、子どもと高齢者の交流会、子育て支援活動など 

（３）お問い合わせ 下記の各町内福祉村 

福祉総務課地域福祉担当 電話２１－９８４８（直通） 

 

２ 町内福祉村事業実施地区 

 ※ 別紙の町内福祉村事業実施地区一覧を参照してください。 
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町内福祉村事業実施地区一覧（令和５年４月１日現在） 

 

 
 

 

  

５９－２０９０

５８－２０５５
hidamarinosato@mg.scn-net.ne.jp

月・火・水・土平塚市四之宮3-20-26
https://shinomiya-fukushimura.jimdofree.com/


平塚市高村２０３
平塚高村団地
　　１３号棟１０５号室

旭南地区

横内地区 平塚市横内３７９０－２
http://www.scn-net.ne.jp/~y-smile/

火　～　土

３３－７５３３
 （あさひの絆）

富士見地区

（ひだまりの里）

（第５土曜閉館）
10：00～15：00

10：00～15：00

５３－１８２２
matsuga-fkm@mc.scn-net.ne.jp

月・火・木・金

月　～　金

yorikinosato@mf.scn-net.ne.jp

http://www.scn-net.ne.jp/~a-kizuna/

第２・４土曜午前

３５－４６７０

（おかざき鈴の里）
３３－５００５

（みどりヶ丘バス停近く）

http://www.scn-net.ne.jp/~mtg-fkm/

（いちごの会） （金田公民館北隣り）

岡崎地区 平塚市岡崎５９２８

（港ベイサイドホール内） 12：30～16：30

月　～　金
http://www.scn-net.ne.jp/~oka-fkm/

12：30～16：30

月　～　金
http://www.scn-net.ne.jp/~kane-fkm/

fukusimurak16@gmail.com
５８－８７８９

mina-fkm@mb.scn-net.ne.jp

月・水・木・金

平塚市袖ヶ浜２０－１

http://www.scn-net.ne.jp/~matu-fkm/

２１－３４０１

hana-fkm@mb.scn-net.ne.jp

金田地区

10：00～15：00
２３－９８３６

月・火・木・金
http://hanamizu-fukushimura.jimdo.com

（みんなの広場） （市営東中原住宅敷地内）

地区名 所在地 電話・ＦＡＸ・ＵＲＬ・E-mail

matu-fkm@ma.scn-net.ne.jp

花水地区

２４－１２２３

（なぎさふれあいセンター内）

http://www.scn-net.ne.jp/~mina-fkm/

（城島ふれあいの里）

松が丘地区

平塚市入野１０４－２

10：00～15：00

oka-fkm@mg.scn-net.ne.jp

大神地区

10：00～15：00
月・火・水・金・土

kijima-fkm2@mg.scn-net.ne.jp

平塚市東中原２－５－１５

（西部福祉会館内）

八幡地区

窓口開設日時

松原地区
平塚市天沼７－８ 月・火・木・金

（市役所松原分庁舎内）

平塚市西八幡２－３－５０

（大神よりきの郷）
２３－２９８９

平塚市小鍋島６２１－１

https://www.scn-net.ne.jp/~yoriki/index.html

http://www.scn-net.ne.jp/~kiji-fkm/

５５－７１１４

（吉沢公民館内）

平塚市大神３３４４－４

（市役所城島分庁舎内）

（なでしこ公民館内）

（八幡バス停近く）

10：00～15：00

10：00～15：00

（ぬくもりの家）

10：00～16：00

城島地区

10：00～15：00

吉沢地区

３３－９７３３

平塚市上吉沢３９５－１

月・火・木・金
10：00～15：30

shino-fkm@md.scn-net.ne.jp 10：00～15：00

水　～　土

港地区
平塚市夕陽ヶ丘６６－１

（横内保育園向かい）

５３－８５０１

yokouchi-smile@md.scn-net.ne.jp
３５－１３２８

平塚市中里３５－１

（リフレッシュプラザ平塚内）

yawatafukushi2007@ma.scn-net.ne.jp

（春日野中学校北側）

田村地区 平塚市田村5-27-12 ５４－３１３１

（横内スマイル広場）

a-kizuna@me.scn-net.ne.jp

http://nukumori.boy.jp

火・水・木・金

（たむら福祉村） （田村自治会館内）

（四之宮公民館内）
四之宮地区

fukushimura2@outlook.jp
５５－０７５０

なでしこ地区
平塚市撫子原１２－５４

豊田地区
10：00～15：30toyoda-fkm@mc.scn-net.ne.jp（市役所豊田分庁舎内）

10：00～15：00

10：00～15：00
月・火・木・金

旭北地区
平塚市公所８６８ 月・火・木・金

火　～　金
10：00～15：00

tamura-fkm@mf.scn-net.ne.jp 10：00～15：00
南豊田381 ６７－１６１８ 月・火・木・金

火・木・金・土

nukumori-h@ma.scn-net.ne.jp

asahikita-fkm@me.scn-net.ne.jp

身近な生活支援 ふれあい交流
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３ 社 会 福 祉 法 人 
 
 

１ 社会福祉法人とは 

  社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法第２２条

の定めるところにより設立された法人をいいます。  

  社会福祉事業とは、社会福祉法第２条に定められている第一種社会福祉事業及び

第二種社会福祉事業です。  

  第一種社会福祉事業は、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホー

ム、障害者支援施設、母子生活支援施設、児童養護施設など、公共性の特に高い事

業であり、社会的支援が必要な者の人格の尊重に重大な関係をもつ事業です。  

  第二種社会福祉事業は、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、認知症対

応型老人共同生活援助事業、保育所、障害福祉サービス事業など、その事業が行わ

れることが社会福祉の増進に貢献するものであって、これに伴う弊害のおそれが比

較的少ないものとなっています。  

 

２ 設立認可について 

（１）設立認可  

社会福祉法人の設立認可は、社会福祉法人設立準備会が、法人の定款や社会福

祉事業の計画を策定し、その計画等が設立認可審査会に諮られ認可相当となった

場合、認可申請後、平塚市長（所轄庁）の認可となります。その後、法務局に設

立登記を行うことで法人設立となります。  

（２）社会福祉法人の組織、資産等  

ア  定  款 

定款は社会福祉法人の根本規範であり、「社会福祉法人定款例」に沿って作成し

ます。 

イ  評議員、評議員会  

社会福祉法人の評議員は、「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する

者」のうちから選任され、その数は、理事の員数を超える数としています。社会

福祉法で欠格事項を規定しているほか、親族その他特殊の関係がある者が含まれ

てはならず、さらに理事又は監事との兼任が禁止されています。  

評議員会は、全ての評議員で構成され、法人運営の基本ルール・体制を決定す

るとともに、役員の選任・解任等を通じ、法人運営を監督する機関であり、定款

変更など法人運営の基本ルールや決算の承認など法人運営の最終的な決定を行い

ます。 

ウ  役  員 

役員は、評議員会で選任され、理事は６名以上、監事は２名以上としていま

す。社会福祉法人は、適正な運営を確保する必要があることから、その役員につ

いても社会福祉法で欠格事項を規定しています。  

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%E4%BA%8B%E6%A5%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E7%9B%8A%E6%B3%95%E4%BA%BA
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理事長は、法人の内部的・外部的な業務執行権限を有し、業務執行理事が選定

された場合は、対内的な業務を執行します。理事長等以外の理事は法人の業務執

行の意思決定に参画するとともに理事長や他の理事の職務の執行を監督します。   

監事は、社会福祉事業に識見を有する者及び財務管理について識見を有する者

が含まれていなければならないとされており、法人の業務監督及び会計監査を行

います。また、理事会に出席し、必要があるときは意見を述べなければならない

とされています。  

なお、監事は当該社会福祉法人の理事又は職員を兼ねることはできません。  

エ  資  産 

   社会福祉法人の設立に当たっては、原則として次の資産が必要となります。  

  （ア）土地、建物等の基本財産  

  （イ）施設建設費、設備整備費  

  （ウ）運転資金  

  オ  その他 

   社会福祉法人の公共性から、法人及び施設の名称には、個人名、団体名から

引用したものは避け、また、県内で同一の名称を用いることは適当ではありま

せん。 

 

３ 平塚市が所轄する社会福祉法人 

平成２５年４月１日から社会福祉法人に関する許認可等の権限が国、都道府県、

政令指定都市及び中核市に加えて一般市にまで拡大されました。このことにより、

平塚市の区域内でのみ事業を行う社会福祉法人は平塚市が所轄庁となり、許認可等

の業務を行っています。  

 

平塚市が所轄庁となる社会福祉法人（その１）  

社会福祉法人名 住     所 主な施設 

旭福祉会 平塚市河内３１０ あさひ保育園、大町保育園 

大野福祉会 平塚市四之宮２丁目１０－１０ 八幡保育園、愛・八幡保育園 

岡崎福祉会 平塚市岡崎４４９ ゆうかり保育園、岡崎ケアセンター 

研水会 平塚市万田３丁目１８—１０ 高根台ホーム、万田デイサービスセンター 

湘南敬友会 平塚市岡崎４０１５－１ 陽だまりの丘 

湘南曽寿会 平塚市南豊田８５－１ 豊田敬愛ホーム 

湘南富士見会 平塚市桜ケ丘９－４１ 桜ケ丘ケアセンター 

真幸会 
平塚市紅谷町１２－２２ 
LB アヴェニュー４F 

真土すばる保育園、湘南みらい保育園、湘南き
らら保育園、花水さくら保育園、ケアハウス湘
南の里 

伸生会 平塚市御殿２丁目１７－４２ 平塚特別養護老人ホーム、平塚養護老人ホーム 

進和学園 平塚市万田２丁目１２－２２ 
進和やましろホーム、進和あさひホーム、しん
わルネッサンス、サンメッセしんわ、いずみ保
育園、富士見保育園、しらゆり保育園 

則信会 平塚市西真土４丁目２３－３５ ケアハウスういすたりあ 

つちや社会福祉会 平塚市土屋２１９６－１ つちやホーム、ローズヒル、ローズヒル東八幡 
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平塚市が所轄庁となる社会福祉法人（その２）  

社会福祉法人名 住     所 主な施設 

徳栄会 平塚市松風町２３－５４ 

もんもん保育園、花・もんもん保育園、苗・もんも

ん保育園、松風・もんもん保育園、麦・もんもん病

児保育室 

中原福祉会 平塚市南豊田３０１－１ 中原保育園 

花 平塚市南金目３４６－１ でい工房花はな、花の家花音 

浜岳福祉会 平塚市北金目２丁目９－２４ 金目保育園、金目おむすび保育園 

平塚あさひ会 平塚市公所７０５－1 れんげの郷、れんげの郷アネックス 

平塚市社会福祉協議会 平塚市追分１－４３  

平塚地域生活福祉会 平塚市平塚５丁目８－２６ スペースセル 

翠福祉会 平塚市四之宮１丁目８－９２ みどり保育所、分園ピッコロ 

和心知会 平塚市片岡８３３－１０ わしんち元気・平塚 

 

４ 定款変更の認可等 

法人の定款に記載された事項を変更するときは、所轄庁の認可を受けなければその

効力は生じません。基本財産の処分、担保提供等を行うときは、所轄庁の承認が必要

となります。  

 

５ 指導監査 

  社会福祉法人は、主に高齢者や障がい者、児童などを対象とした福祉サービスを行

っており、公的な優遇措置も受けていることから、適正な法人運営と安定的な社会

福祉事業の経営を確保するため、本市が所轄する社会福祉法人については、運営全

般に対して積極的に助言、指導を行っています。また、指導監査において重大な問

題が認められた法人又は不祥事の発生した法人に対しては、改善が図られるまで継

続的に指導監査を実施しています。  

  なお、法人が経営する社会福祉事業の施設については、神奈川県が監査を行ってい

ます。 

  市が実施する監査－法人運営（定款、評議員会、理事会、法人の事業や会計等）  

  県が実施する監査－施設運営（特別養護老人ホームや保育園等の運営、就業規則、

施設の会計）  

  監査結果については、ホームページ上で公開しています。  

（１）一般指導監査  

ア  定期指導監査  

    原則３年に１回、指導監査を行います。      

  イ  臨時指導監査  

    定期的な指導監査以外に、調査・確認などが必要と認められる場合には、臨

時に指導監査を実施します。  

（２）特別指導監査  

   定期指導監査において法人運営に法律・基準・定款に著しい違反が認められる

など運営に重大な問題を有する法人について、指導監査を実施します。  
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６ お問い合わせ 

  福祉総務課地域福祉担当  電話２１－９８４８（直通）  
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４ 成 年 後 見 制 度 
 

 

１ 成年後見制度について 

  認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分でない方は、財産の管理や「契約を結

ぶ」等の法律行為を行う際に、自分で判断することが難しい場合があります。また、判断能力が十

分でないために、悪質商法等の被害に遭うおそれもあります。 

  成年後見制度とは、こうした自分ひとりで判断することが難しい方について、家庭裁判所によっ

て選ばれた成年後見人等が身の回りに配慮しながら財産の管理や介護サービス等の契約を行い、本

人の権利を守り生活を支援する制度です。 

  成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の２つの制度があります。 

  また、法定後見には後見、保佐、補助の３つの類型があり、本人の判断能力に応じて家庭裁判所

が決定します。 

 

判断能力 援助者

欠けているの

が通常の状態

保　佐 著しく不十分 保佐人

補　助 不十分 補助人

任意後見制度

成
年
後
見
制
度

法定後見制度

後　見 成年後見人

本人の判断能力が不十分になったときに、　あらかじめ結んでおいた任意後
見契約にしたがって任意後見人が援助する制度です。

 
 

２ 法定後見制度について 

  すでに判断能力が十分でない方の財産管理や生活に関わる契約を行うために、家庭裁判所が選

任した成年後見人、保佐人、補助人が必要な支援を行う制度です。 

（１）成年後見人・保佐人・補助人とは 

   成年後見人・保佐人・補助人（以下「後見人等」）は、家庭裁判所が選任します。 

   後見人等の選任にあたっては、本人の心身の状態や生活・財産の状況、本人との利害関係等

を踏まえて、家庭裁判所が総合的に判断することになりますので、親族か否かにかかわらず、申

立人が推薦する後見人等の候補者がそのまま後見人等に選任されるとは限りません。 

   基本的には、家庭裁判所が事案に応じて適任と判断する弁護士、司法書士等の第三者の専門

家が後見人等に選任されます。 

   なお、本人の財産が少額であるといった事情がある場合に限り、親族のみが後見人等に選任

される（第三者の専門家が関与しない）こともあります。 

（２）後見人等の役割とは 

   本人の意思を尊重し、かつ心身の状態や生活状況に配慮しながら、福祉サービスを利用する
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際の契約や財産の管理等を行います 

   家庭裁判所は、後見人等が適切に職務を行っているか、将来にわたって監督を行います。 

（３）成年後見等の申立て 

   本人が住んでいる市町村を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。 

   申立てができる方は、本人、配偶者、４親等内の親族等です。 

（４）市長申立てについて 

   身寄りがない方や、親族がいても申立ての協力が得られない方等の権利を擁護するため、市

長が法定後見（後見・保佐・補助）開始の審判の申立てをします。 

（５）成年後見制度利用支援 

   成年後見制度を利用するにあたり、後見人等への報酬の負担ができない方に対して、その報

酬を助成します。 

 

３ 任意後見制度について 

  自分の判断能力が低下したときに備えて、「支援してもらいたいこと」と「支援をお願いする人」

をあらかじめ「契約」で決めておきます。自分はどんな所に住んで、どんな生活をしたいのか、自

分の将来を自分で決めておく制度です（自己決定の尊重）。 

（１）任意後見人と任意後見契約 

   支援をお願いする人（任意後見人）は本人と話し合って決めたこと（契約内容）に従って活動

します。将来に備えて、支援をお願いする人にどのような仕事をしてもらいたいか、十分に話し

合うことが、本人が充実した生活を送るために大切なことです。 

   任意後見人に支払う報酬についても、しっかりと話し合って決めることが大切です。 

   話し合って決めた仕事の内容について「任意後見契約書」という公正証書を作成します。 

（２）任意後見の契約手続とその後 

   任意後見契約書は、公証役場の公証人が作成します。契約の内容は、公証人によって法務局

に登記されます。 

   本人の判断能力が低下して、家庭裁判所によって任意後見監督人が選ばれると、任意後見人

による支援が始まります。 
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４ 平塚市成年後見利用支援センター（平塚後見センター よりそい） 

  地域に根差した権利擁護推進の中核機関として機能する平塚市成年後見利用支援センターを設

置しています。 

（１）所在地 

   平塚市立野町３１番２０号（平塚栗原ホーム３階） 

（２）開所日時 

   月曜日～金曜日（祝日及び年末年始は除く８時３０分から１７時まで） 

   ※土曜日は（偶数月の第１土曜日、奇数月の第３土曜日午前）。ただし、変更の場合あり。 

（３）事業内容 

相談機能 一般相談・専門相談 親族・本人申立て相談 

市長申立て・応急的事務管理事業相談 

任意後見契約相談 

親族後見人・市民後見人相談 

相談機能の向上 

支援機能 後見人支援 

（直接的支援） 

研修・交流会の開催 

定期的な面談の実施 

後見人支援 

（間接的支援） 

市民後見人養成・確保 

市民後見バンクの創設 

損害保険への加入 

地域ネットワークの構築 

普及・啓発 

後見機能 市民後見活動 

 

５ お問い合わせ 

  平塚市成年後見利用支援センター（平塚後見センター よりそい）  

  電話３５－６１７５ 
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５ 自 殺 対 策 
 

 

  平成１８年１０月に自殺対策を総合的に推進して自殺防止を図るとともに自殺者の親族等に対

する支援について定めた「自殺対策基本法」が施行され、平成１９年６月にこの基本法に基づき

政府が推進すべき自殺対策の指針として「自殺総合対策大綱」が策定されました。 

  平塚市においても、自殺対策のための条例である「平塚市民のこころと命を守る条例」が平成

１９年１２月議会において可決、制定されました。 

  この条例が施行された平成２０年度から、「こころと命のサポート事業」として条例の基本的施

策に基づく具体的な取組を実施しています。 

 

１ こころと命のサポート事業内容 

（１）普及啓発関連 

  ア リーフレット「気づいてくださいこころのサイン」の作成・配布 

    市民のみなさんが悩みを相談できる窓口案内のリーフレットを公共施設等に配架するほか

ホームページに掲載しています。ご希望に応じて配布しています。 

  イ メンタルヘルスチェックシステム「こころの体温計」サービス提供 

    幅広い年代の方に心の健康への関心を持ってもらうために、パソコンや携帯電話、スマー

トフォンを使って簡単にストレスや心の落ち込み度がチェックできるメンタルヘルスチェッ

クシステムのサービス提供をしています。本人モード、家族モードのほか、いじめやＤＶに関

する自己診断など全１０メニューを用意しています。平塚市のホームページからアクセス及

び、スマートフォン用のアプリからダウンロードできます。 

    ＵＲＬ https://fishbowlindex.jp/hiratsuka/ 

 

  ウ 自殺予防週間（９月１０日～１６日）・自殺対策強化月間（３月）関連事業 

    図書館に「こころと命のサポートのための本」コーナー設置、広報活動、市役所本館でパネ

ル展を実施予定です。 

  エ 命の大切さの普及啓発（協働事業で実施） 

    「いのちの尊さをつたえる本」のリスト作成、ホームページでの紹介、読み聞かせ等の活動
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を通じて「命の大切さ」の普及啓発を協働で取り組んでいます。そのほか、市内の中学校に

協力を依頼し、自殺対策普及啓発ポスター作製など、命の大切さを感じてもらうことを目

的とした事業を実施予定です。 

  オ 視聴覚教材を活用した普及啓発 

    学校での道徳教育や人権教育で活用してもらうため、いじめの問題や命の大切さをテーマ

としたＤＶＤを学校等へ貸出しています。 

  カ 神奈中バスで広告掲出 

    ７月４日から１月３日までの期間において、市内のバス３０台にこころと命のサポート事 

業に係るバス広告を掲出しています。 

  キ 市内ゴミ収集車にマグネットシートで周知 

    自殺予防週間と自殺対策月間の期間中、市内のゴミ収集車に普及啓発を図ったマグネット

シートを掲出します。 

（２）人材育成関連 

  ア 自殺対策研修会 

    自殺の問題への正しい理解を深めるとともに、専門知識向上のための研修会を実施してい

ます。 

  イ ゲートキーパー養成講座 

    悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聴き、必要な支援につなげるゲートキーパーの養

成講座を実施しています。ご希望に応じて出前講座を実施します。 

（３）自死遺族支援 

  ア 自死遺族の集い（わかちあいの会） 

    大切な人を自死（自殺）で亡くされた方を対象に、お互いのプライバシーを尊重しあいな

がら、気持ちを語り、わかちあうことを目的とした「自死遺族の集い（わかちあいの会）」を

実施しています。 

  （ア）日時 

    偶数月 第１火曜日 １４：００～１５：３０ ※４月のみ第３火曜日 

    ※令和５年度の予定 

     令和５年４月１８日、６月６日、８月１日、１０月３日、１２月５日、令和６年２月６日 

  （イ）会場 

    旧横浜ゴム平塚製造所記念館（八幡山の洋館） 平塚市浅間町１－１ 

  イ 相談窓口等の周知 

    自死遺族の方が利用できる専用の相談窓口等の周知をしています。 

 

２ お問い合わせ 

  福祉総務課保健福祉総合相談担当 電話２１－８７７９（直通） 
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６ 生活困窮者自立支援制度 
 

 

 平成２７年４月から「生活困窮者自立支援法」が施行され、しごとや生活に困っている生活困窮

者に対する自立支援の制度が始まりました。 

 この制度は、いわゆる第２のセーフティネットと呼ばれる、生活保護に至る前の段階の自立支援

策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給その他

の支援を行うための所要の措置を講ずるものです。 

 平塚市では「自立相談支援事業」、「住居確保給付金の支給」、「生活困窮世帯の子どもの学習支援」

「就労訓練事業」、「一時生活支援事業」を実施しているほか、令和３年３月より「就労準備支援事

業」、「家計改善支援事業」を実施し、委託先と連携して、生活困窮者に対して支援を行っています。 

 

※第２のセーフティネット拡充のイメージ（厚生労働省ホームページからの抜粋） 

１ 自立相談支援事業 

 生活困窮者の様々な課題に一元的に対応し、生活困窮者への評価・分析に基づいて支援プランを

策定し、関係機関との調整等を行います。 

 平塚市においては、市から委託された社会福祉協議会の「くらしサポート相談」が相談者と一緒

に考え、解決へのお手伝いをします。ご家族などまわりの方からの相談でも受付いたします。 

 「くらしサポート相談」では一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員が

生活困窮者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して、自立に向けた支援を行います。 

 
※相談支援のイメージ（厚生労働省ホームページからの抜粋） 

２ 住居確保給付金の支給 

（１）目 的 

   離職又は自営業の廃止又は個人の責めに帰すべき理由・都合によらない給与・就業機会の減
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少により、経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象とし

て、家賃相当分の給付金を支給するとともに、「くらしサポート相談」による就労支援等を実施

し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。 

（２）支給対象者 

   支給申請時に次の要件全てに該当する方が対象となります。 

  ア 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある。 

  イ 次の（ア）又は（イ）に該当する。 

（ア）申請日において、離職等の日から２年以内である。 

   （イ）就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべ

き理由又は当該個人の都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃

業と同等程度の状況にあること。 

ウ 離職前又はイ（イ）の状況前に、主たる生計維持者であった。（離職前又はイ（イ）の状況

前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持

者となっている場合も含む。） 

  エ 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表

の金額以下である。（収入には、公的給付を含む。給与等収入の場合、手取り額ではなく交通

費を除く支給総額。） 

世帯 

人数 

基準額（この

額を超えると

一部支給） 

家賃額 

収入基準額(この額以上は不支給) 

※家賃額が上限未満の場合は 

この基準額が下がります。 

1人  ８．４万円 上限 ４．１万円 上限１２．５万円 

2人 １３．０万円 上限 ４．９万円 上限１７．９万円 

3人 １７．２万円 上限 ５．３万円 上限２２．５万円 

4人 ２１．４万円 上限 ５．３万円 上限２６．７万円 

5人 ２５．５万円 上限 ５．３万円 上限３０．８万円 

6人 ２９．７万円 上限 ５．７万円 上限３５．４万円 

7人 ３３．４万円 上限 ６．４万円 上限３９．８万円 

  オ 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金及び現金の合計額が

次の表の金額以下である。 

世帯人数 金融資産 

１人 ５０．４  万円 

２人 ７８  万円 

３人以上 １００  万円 

  カ ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこ

と。ただし、自立に向けた活動を行うことが自立の促進に資すると市が認める場合は当該取

組を行うことをもって、求職活動に代えることができる。 

  キ 国の雇用施策による貸付（職業訓練受講給付金）及び地方自治体等が実施する類似の給付

等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。 
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  ク 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。 

 

（３）住居確保給付金の支給額及び支給期間 

   支給額：次の金額を上限として家賃の実費分について支給 

単身世帯 ２人世帯 ３～５人世帯 ６人世帯 ７人以上世帯 

４１，０００円 ４９，０００円 ５３，０００円 ５７，０００円 ６４，０００円 

   支給期間：３ヶ月 

※一定の要件を満たす場合には、申請により３か月間を限度に支給期間を２回 

（最長９か月）まで延長することができます。 

   支給方法：大家又は不動産会社の口座への直接振り込み 

（４）住宅の初期費用及び生活支援への対応 

   賃貸住宅の契約を行う際には敷金・礼金等のいわゆる「初期費用」が必要となります。「初期

費用」への対応が困難な方や住居確保給付金の受給前及び受給後の生活費が必要な方について

は、状況により社会福祉協議会の生活福祉資金（総合支援資金）や臨時特例つなぎ資金を活用す

ることができます。 

 ※ 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会のページを参照してください。 

 

３ 就労訓練事業 

 就労訓練事業は、「働きたいのに働く場となかなかつながることができない」「働きたいけど家庭

の事情があって短時間からしか働けない」「すぐには一般企業で働くのは難しい」など、さまざまな

事情から今すぐに一般企業等で働くことが難しい方に対して、訓練として就労体験や、支援付きの

雇用を提供する事業です。 

 神奈川県から認定を受けている市内の就労訓練事業を行う事業所は、次のとおりです。 

事業所名称 事業所所在地 訓練内容 

貴峯荘ワークピア 平塚市達上ケ丘 クリーニング訓練、介助・介護訓練 

平塚ふじみ園 平塚市四之宮 
主に清掃作業及び洗濯作業を就労訓練として

体験 

しんわルネッサンス 平塚市上吉沢 
自動車部品の組立作業、農産品加工製造作業、農

園芸作業等 

 就労訓練事業の利用を希望される方は、「くらしサポート相談」へご相談ください。 

 

４ 一時生活支援事業 

一定の住居を持たない生活困窮者や住居を退去しなければならないような生活困窮者に対して、

原則３か月間、最大で６か月間、宿泊場所と衣食を提供することで安定した生活が営めるよう、相

談支援を通じて自立をめざす事業です（収入、金融資産基準額は住居確保給付金と同様です）。この

事業は、NPO法人湘南ライフサポート・きずな（本部・藤沢市）に委託しています。なお、一時生活

支援事業は、自立相談支援事業と一体的に行うため、利用を希望される方は、「くらしサポート相談」

へご相談ください。 
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５ 就労準備支援事業 

様々な理由で就労経験が少ない、離職してから久しい、働いた経験が無い方などを対象に、支援

プログラムを通して、できる体験を増やし、就労への自信を高めることを目指す事業です。この事

業は、平塚市就労準備支援事業共同企業体に委託しています。なお、就労準備支援事業は、自立相談

支援事業と一体的に行うため、利用を希望される方は、「くらしサポート相談」へご相談ください。 

 

６ 家計改善支援事業 

経済的に困窮又は困窮するおそれがあり、家計に関して困りごとを抱えた方を対象に、家計改善

支援員とともに家計の状況を把握して、家計の状況を「見える化」し、家計管理の意欲や家計管理の

力を高め、早期に家計を再生し、生活困窮状態となることを予防することを目指す事業です。この

事業は、生活クラブ生活協同組合に委託しています。なお、家計改善支援事業は、自立相談支援事業

と一体的に行うため、利用を希望される方は、「くらしサポート相談」へご相談ください。 

 

７ お問い合わせ 

  平塚市くらしサポート相談 浅間町９番１号（市役所本館１階１２８番窓口） 

  電話２１－８８１３（直通） 

  月曜日～金曜日（年末年始、祝日を除く） ８時３０分から１７時まで 
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７ 災 害 救 助 事 業 
 
 
１ 災害弔慰金・見舞金について 

（１）目 的 

   災害により被害を受けた市民に対し弔慰金又は見舞金を支給し、被災見舞の意を表わし、物

的、精神的痛手を緩和するための一助をなすことを目的としています。 

（２）条件及び対象 

  ア 大規模災害…暴風・豪雨・豪雪・洪水・高潮・地震・津波などの異常な自然現象により平塚

市内で５世帯以上が滅失した災害をいいます。原則として、平塚市災害弔慰

金の支給等に関する条例を適用します。 

  イ 小災害…自然災害及び火災その他これに準ずる災害をいいます。平塚市災害見舞金等支給

要綱を適用します。 

  ウ 市民…災害により被害を受けた当時、平塚市の住民基本台帳に記録されている者かつ居住

している者をいいます。 

（３）災害弔慰金及び災害傷害・障害見舞金の額 

死亡者 
弔慰金額  

 
傷害見舞金 障害見舞金 

小災害 大規模災害  小災害 大規模災害 

生計 

中心者 
７５万円 ５００万円 

 
生計 

中心者 

５万円 

２５０万円 

その他 ５０万円 ２５０万円 

 

その他 １２５万円 

 ※災害弔慰金は亡くなった市民の遺族に支給します。 

※傷害見舞金は３週間以上の入院治療が行われた場合、障害見舞金は条例に定める障害が残った

場合に支給します。大規模災害時でも、３週間以上の入院治療が行われたが、条例に定める障害

が残らなかった場合は、小災害の傷害見舞金を支給します。 

（４）建物損害見舞金の額 

区   分 金   額 

全焼又は全壊 
住  家 

１人世帯   ５０，０００円 

２人以上世帯 ８０，０００円 

住家以外の建物 ３０，０００円 

半焼又は半壊 
住  家 

１人世帯   ３０，０００円 

２人以上世帯 ５０，０００円 

住家以外の建物 ２０，０００円 

消火損害､床上浸水又は

土砂等のたい積 

住  家 
１人世帯   ２０，０００円 

２人以上世帯 ３０，０００円 

住家以外の建物 ２０，０００円 
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 ※被災者生活再建支援制度による支給を受けた場合は、支給しません。 

 ※住家に対する被害では、居住していた世帯主（世帯主が亡くなっている場合は、同一世帯

の遺族）が対象となります。また、住家以外の建物に対する被害では、使用していた個人事

業主が対象となります。 

（５）申請方法 

  大規模災害時の条例による弔慰金や障害見舞金は、原則申請は不要です。被災者台帳から

対象者を抽出します。 

  小災害時の要綱による弔慰金、傷害見舞金や損害見舞金は、申請書に必要書類を添付し、

福祉総務課福祉総務担当への提出が必要です。提出期限は、災害の発生した日から原則とし

て３か月以内です。 

 

２ 災害援護資金の貸付けについて 

  災害救助法による救助が行われる災害により被害を受けた場合は、被害を受けた市民の生活の

安定のため及び生活の立て直しに資するために、平塚市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づ

き災害援護資金の貸付けが行われます。 

 

３ 被災者生活再建支援制度について 

  概ね１０戸以上が全壊した自然災害（地震、津波、液状化等の地盤被害等）により住宅が全壊、

半壊、住宅の敷地に被害が生じたことによる住宅の解体、長期避難又は大規模半壊した世帯に対

して支援金を、神奈川県が被災者生活再建支援法に基づき支給します。支給額は、下記の２つの

支援金の合計額になります。（世帯人数が１人の場合は、各該当欄の金額が３／４になります。） 

（１）住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

 
住宅の被害程度 

全壊等 大規模半壊 

支給額 １００万円 ５０万円 

（２）住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

 

住宅の再建方法 

建設・購入 補修 
賃借 

（公営住宅を除く） 

支給額 ２００万円 １００万円 ５０万円 

※一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入（又は補修）する場合は、合計で２０

０（又は１００）万円。 

 

４ 日本赤十字社災害被災者援護について 

  日赤平塚市地区から火災、風水害、地震等の災害被災者に対し、見舞金、弔慰金、援護物資（毛

布、タオル、日用品など）が支給されます。 

 

５ お問い合わせ 

  福祉総務課福祉総務担当 電話２１－９８６２（直通） 
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８ 戦没者の遺族・戦傷病者等の援護 
（恩給法、戦傷病者戦没者遺族等援護法） 

 

 

 国家補償の精神に基づき、公務に関連して負傷し、若しくは疾病にかかった旧軍人、旧軍属等で

あった方、又はこれらの方の遺族を援護します。 

 

１ 恩給法による援護について（旧軍人） 

（１）傷病恩給（増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給） 

   旧軍人で、公務傷病等により障害を有することとなった方へ傷病恩給が支給されます。 

（２）公務扶助料、増加非公死扶助料、特例扶助料 

   旧軍人・旧準軍人で傷病恩給受給者の遺族へ支給されます。 

（３）お問い合わせ 

   総務省 電話０３－３２０２－１１１１（代表） 

       恩給相談専用電話０３－５２７３－１４００ 

 

２ 戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護について 

（１）障害年金、障害一時金 

   旧軍属、旧準軍属で、公務傷病等により障害を有することとなった方へ障害年金・障害一時

金が支給されます。 

（２）遺族年金、遺族給与金 

   公務傷病により障害年金等を受けていた旧軍属・旧準軍属の遺族へ遺族年金、遺族給与金が

支給されます。 

（３）弔慰金 

   昭和１２年７月７日の日華事変以後に公務傷病等にかかり、昭和１６年１２月８日の太平洋

戦争開始以後に死亡した旧軍属及び旧準軍属の遺族に支給されます。 

（４）お問い合わせ 

   厚生労働省社会・援護局 電話０３－５２５３－１１１１（代表） 

 

３ 戦傷病者特別援護法による援護について 

   戦傷病者特別援護法による援護措置は、戦傷病者手帳が交付されている方に対して適用され

ます。 

（１）援護の種類と内容 

  ア 療養の給付 

  イ 療養手当の支給 

  ウ 葬祭費の支給 

  エ 補装具の支給及び修理 

  オ ＪＲ線の乗車（船）券引換証の交付 

（２）お問い合わせ 
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   厚生労働省社会・援護局 電話０３－５２５３－１１１１（代表） 

 

４ 戦傷病者等の妻に対する援護、戦没者等の遺族に対する援護（各種特別給付金支給法及び特

別弔慰金支給法に基づく援護）について 

（１）戦傷病者等の妻に対する特別給付金  

   公務傷病等により障害を有することとなった軍人軍属等の日常生活上の介護及

び看護、家庭の維持等のために払ってきた戦傷病者の妻の特別な精神痛苦に対し

て、国として特別な慰藉をするために特別給付金国庫債券が支給されます。  

（２）戦没者等の妻に対する特別給付金 

   満州事変（昭和６年９月１８日）以降の戦争において、軍人軍属等として公務上又は勤務に

関連した傷病により死亡した者の妻に、夫を失ったことによる精神的痛苦を緩和するため、残

された妻に対し記名国債で特別給付金国庫債券が支給されます。 

（３）戦没者の父母等に対する特別給付金 

   満州事変（昭和６年９月１８日）以降の戦争において、軍人軍属等としての公務等により最

後の子又は孫を亡くされた父母等の皆様に特別給付金国庫債券が支給されます。 

（４）戦没者等の遺族に対する特別弔慰金 

   満州事変（昭和６年９月１８日）以降、軍人軍属等としての公務等により死亡した戦没者等

の遺族の方で、公務扶助料、遺族年金等の受給権を有する方がいない場合に当該戦没者等の遺

族に対し、特別弔慰金国庫債券が支給されます。 

（５）お問い合わせ 

   福祉総務課福祉総務担当 電話２１－９８６２（直通） 

 

５ 国債の担保貸付及び特別買上償還について 

  戦没者等の妻及び父母等に対する特別給付金、戦没者の遺族に対する特別弔慰金等、国債の担

保貸付及び買上償還が行われています。条件については、次のとおりです。 

（１）担保貸付 

   国債記名者が事業資金を必要とすること。 

（２）特別買上償還 

   生活保護法に規定する保護を受けている者、又は生活保護を受けていないが著しく生活に困

窮している者で、福祉事務所長が保護を要する状態に陥るおそれがあると認めた者であること。 

（３）お問い合わせ 

   福祉総務課福祉総務担当 電話２１－９８６２（直通） 

 

６ 中国帰国者等の援護について 

（１）帰国者援護（永住・一時帰国者） 

   中国からの帰国者等に対し、空港等に出迎えをし、旅費等が支給されます。永住帰国者に対

しては、さらに自立支度金等が支給されます。 

（２）帰国者生活支援等 

   生活習慣・社会制度の異なる中国から引き揚げた帰国者が、日本での円滑な社

会生活を営むことができるよう諸問題の相談に応じ、必要な助言・指導を行って
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います。 

（３）お問い合わせ 

   生活福祉課 電話２３－１１１１（代表） 

   内線２２２５、２１５２、２２０９、２２１０ 

 

７ 平塚市戦争犠牲者を追悼し平和を祈念する集いについて 

（１）内 容 

   戦没者と空襲による戦災殉難者の慰霊及び恒久平和を祈念することを目的として、毎年１０

月に戦争犠牲者を追悼し、平和を祈念する集いを実施しています。 

（２）お問い合わせ 

   福祉総務課福祉総務担当 電話２１－９８６２（直通） 
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９ 原子爆弾被爆者慰問金 
 

 

１ 目的 

  原子爆弾の投下により被爆した方に対し原子爆弾被爆者慰問金を支給し、その方の健康の保持

及び増進並びに福祉の向上に資することを目的として実施するものです。 

 

２ 支給対象者 

  基準日（毎年６月１日）において平塚市に居住し住民票のある方で、原子爆弾被爆者に対する

援護に関する法律（平成６年法律第１１７号）第２条に規定する被爆者健康手帳の交付を受けて

いる方。 

 

３ 給付額 

  １人につき 年額５，０００円 

 

４ お問い合わせ 

  福祉総務課福祉総務担当 電話 ２１－９８６２（直通） 

              ＦＡＸ２１－９７４２ 

 

 

  



26 

１０ 高 齢 者 福 祉 
 

 

１ 日常生活の援助のために 

１ 平塚市高齢者よろず相談センター（地域包括支援センター） 

（１）対 象 

   高齢者及びそのご家族等 

（２）内 容 

   高齢者が住み慣れたまちで、地域にあるさまざまな社会資源を使って元気でより快適に生活

ができるよう、保健・福祉・介護に関する相談を総合的に受け、必要に応じてサービスの調整等

を支援します。 

（３）お問い合わせ 下記の各平塚市高齢者よろず相談センター（地域包括支援センター）へまず

はお電話にてご連絡ください。 

平塚市高齢者よろず相談センター 

（地域包括支援センター） [担当地区] 
電  話 

あさひきた    [旭北] ３０－３６１１ 

あさひみなみ   [旭南]  ３１－４９３２ 

おおすみ     [城島・岡崎]  ５１－６４３３ 

倉田会      [四之宮・八幡・真土]  ５３－１９３０ 

ごてん      [中原・南原] ３１－６９５７ 

サンレジデンス湘南[田村・横内・大神] ５４－７００９ 

とよだ      [金田・豊田] ３６－２５０１ 

ひらつかにし   [金目・土沢] 金目窓口 ５９－５５４４ 

土沢窓口 ７３－５８４８ 

富士白苑     [なでしこ・花水] ６１－５０５０ 

ふじみ      [富士見] ３０－５０１０ 

まつがおか    [松が丘] ３５－４４６５ 

みなと      [港] ７３－５４２２ 

ゆりのき     [崇善・松原] ３３－２３３４ 

（４）相談・支援内容 

  ア 介護サービスに関する相談・苦情 

  イ 介護保険や平塚市保健福祉サービスの申請手続 

  ウ 介護に関する悩みの相談 

  エ 認知症に関する相談 

  オ 高齢者の生活に関する相談 

  カ 健康に関する悩みの相談 

  キ 元気で暮らすための方法について 

  ク 健康長寿チャレンジひらつか（介護予防）教室の紹介 

  ケ 悪質な訪問販売や消費者被害についての相談 

  コ 成年後見制度の相談 

  サ 高齢者虐待の相談・対応  等 
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２ 平塚市在宅医療・介護連携支援センター 

  超高齢社会に対応するため、在宅医療と介護の連携を推進し、高齢者が安心して暮らせるまち

づくりを進めます。 

  主な事業は、医療機関及び介護事業所の従事者を対象とした多職種連携を図るための研修会の

企画や開催、在宅医療と介護の連携に関する相談業務等です。 

（１）所在地  

   平塚市立野町３１番２０号（平塚栗原ホーム内） 

（２）受付時間 

   月曜日～金曜日（年末年始、祝日を除く）、９時～１７時 

（３）事業内容 

   厚生労働省が平成２７年３月に示した在宅医療・介護連携推進事業の手引きの８つの事業の

うち、次の４つの事業を実施します。 

  ア 地域の医療・介護の資源の把握 

  イ 在宅医療・介護連携に関する相談支援 

  ウ 医療・介護関係者の研修 

  エ 地域住民への普及啓発 

（４）お問い合わせ 平塚市在宅医療・介護連携支援センター（平塚栗原ホーム内） 

          電話７５－９４４４ 

 

３ 地域包括ケアシステム 

  「地域包括ケアシステム」とは、高齢者が住み慣れた地域でなるべく自立した日常生活を営む

ことができるよう、ニーズに応じて住まい、医療、介護、介護予防、生活支援を一体的に提供する

仕組みです。 

  その実現のためには、地域の中で在宅高齢者を見守れる体制が必要になります。地域住民、民

生委員・児童委員、自治会、町内福祉村、地区社会福祉協議会、ゆめクラブなどの地域団体等や福

祉事業者、医療機関、郵便局、新聞販売業者、金融機関、ＮＰＯなどの法人と市、高齢者よろず相

談センター、警察等の公的機関が連携し、地域

で包括的に高齢者を見守る体制を築いていき

ます。 

 

地域包括ケアシステムイメージ  

 

 

 

 

 

 

 

出典：三菱 UFJ リサーチ &コンサルティング

「＜地域包括ケア研究会＞地域包括ケアシス

テムと地域マネジメント」  

（地域包括ケアシステム構築に向けた制度及

びサービスのあり方に関する研究事業）  

平成２７年度厚生労働省老人保健健康増進等

事業、 2016 年  
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２ 健康長寿チャレンジひらつか 

１ 健康教室 

（１）対 象 

   おおむね６５歳以上で平塚市に在住の方 

   （ア、イはおおむね６５歳以上で介護認定を受けていない方） 

（２）内 容 

   医師などの専門家が、講話や運動・実習等を行います。日程については、広報ひらつかをご覧

ください。予約制です。 

  ア 口腔機能の低下とその予防 

  イ 認知症とその予防 

（３）お問い合わせ ア 保険年金課 電話７２－７２６６（直通） 

          イ 高齢福祉課 電話２１－９６２１（直通） 

 

２ 健康相談･訪問事業 

（１）対 象 

   ６５歳以上の方 

（２）内 容 

   保健師・管理栄養士・歯科衛生士・理学療法士などが、フレイル（高齢になって心身の活力が

低下した状態）などについて、個別に相談（予約制）あるいは、電話や訪問により支援します。 

（３）お問い合わせ 保険年金課 電話７２－７２６６（直通） 

 

３ ゴム体操ＤＶＤ、ゴムひも・ラダーの貸出し 

（１）対 象 

   市内にお住まいの６５歳以上の方 

（２）内 容 

   ゴム体操は、ゴムの伸縮性を活かした簡単にできる約３０分間のストレッチと筋力増強を目

的とした体操です。ゴム体操に使う赤いゴム、コグニサイズのラダーもお貸し出ししています。 

   なお、ゴム体操は、YouTubeに開設した「平塚市介護予防チャンネル」でも見ることができま

す。 

（３）お問い合わせ 保険年金課 電話７２－７２６６（直通） 

          各平塚市高齢者よろず相談センター(地域包括支援センター) 

 

４ 短期集中健康チャレンジ教室（介護予防・生活支援サービス事業） 

（１）対 象 

   ６５歳以上で要介護認定を受けていない方のうち、基本チェックリストの該当者及び要支援

１、２で指定のサービスを受けてない方 

（２）内 容 

運動機能、口腔機能など生活機能を向上させ、社会参加に向けて取り組む教室を実施します。 

（３）お問い合わせ 地域包括ケア推進課 電話２０－８２１７（直通） 
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各平塚市高齢者よろず相談センター(地域包括支援センター) 

 

５ 認知機能チェック 

（１）対 象 

   ６５歳以上の方 

（２）内 容 

   認知機能低下のある方を早期に発見するための認知症スクリーニング機器「物忘れ相談プロ

グラム」を利用して認知機能検査を実施します。 

（３）お問い合わせ  

各平塚市高齢者よろず相談センター(地域包括支援センター) 

 

６ 脳いきいき講座 

（１）対 象 

   ６５歳以上で認知機能チェックを受けた結果の該当者 

（２）内 容 

   認知機能を向上させ、社会参加に向けて取り組む講座を実施します。 

（３）お問い合わせ 高齢福祉課 電話２１－９６２１（直通） 

各平塚市高齢者よろず相談センター(地域包括支援センター) 

 

７ フレイル対策推進事業 

（１）内 容 

   「フレイル」とは加齢とともに、心身の活力（筋力、認知機能、社会とのつながりなど）が低

下した状態をいい、健康な状態からフレイルの段階を経て要介護状態になると考えられていま

す。多くの高齢者はフレイル状態にあっても、その変調に気づくことなく見過ごしてしまい、そ

の結果、介護予防の支援を受けるべきタイミングを逃してしまっているという現状があります。 

   そこで、フレイル予防を推進するため、栄養、運動、社会参加の３つの観点から高齢者自身の

状態像を見える化し、「フレイルを知る」、「フレイルに気づく」、「フレイルを予防・改善する」

を促すため各種事業を実施します。 

自分の状態を知るためのフレイルチェック測定会や、予防や改善をするためのフレイル改善

教室等の介護予防活動を繰り返し行うことで、健康寿命の実現を目指します。 

（２）お問い合わせ 保険年金課 電話７２－７２６６（直通） 

 

３ 生きがいづくり 

１ ゆめクラブ活動への参加 

（１）対 象 

   平塚市在住のおおむね６０歳以上の方 

（２）内 容 

   ゆめクラブは、その地域の高齢者が集まり協力し合い、自らの手で生きがいを高めるととも

に、地域福祉の推進に寄与することを目的としています。 
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   現在、市内には約１００の単位クラブがあり、多くの方が加入しています。ゆめクラブの活

動として以下のものがあります。 

  ア 社会奉仕活動 

  イ レクリエーション活動 

  ウ 友愛訪問 

    ゆめクラブ友愛チームが寝たきりの高齢者やひとり暮らし高齢者の方を訪問しています。 

（３）お問い合わせ ゆめクラブ湘南平塚（平塚市老人クラブ連合会） 電話３６－７２２７ 

 

２ ゆめクラブ湘南平塚（平塚市老人クラブ連合会） 

（１）内 容 

   ゆめクラブの活動をより広くより積極的に行うため、ゆめクラブ湘南平塚（平塚市老人クラ

ブ連合会）が設置されています。この連合会は、市内を２２地区に分けた地区連合会から役員が

選出され、運営されています。 

  ア 大学講座 

  イ 福祉大会 

  ウ 生きがい教室 

  エ 趣味の作品展 

  オ スポーツ大会 

  カ グラウンドゴルフ大会 

（２）お問い合わせ ゆめクラブ湘南平塚（平塚市老人クラブ連合会）電話３６－７２２７ 

 

３ 高齢者学級 

（１）対 象 

   ６０歳以上の方 

（２）内 容 

   新しい時代に即応した生き方や、家庭、社会における高齢者の役割などを学習し、さらには

趣味、創作、社会活動を通して積極的な姿勢で社会変動に対処する活力を養い、健康で明るい老

後の生活設計に資するため開催されているものです。 

（３）お問い合わせ 各地区公民館 

 

４ ひらつか元気応援ポイント事業 

（１）対 象 

   平塚市在住の６５歳以上の方 

（２）内 容 

   事業への参加希望のある方に手帳を交付し、介護保険施設や子どもの施設等で活動を行って

いただき、活動実績を手帳に押し、そのスタンプ数に応じて交付金又は元気応援セットを交付

する事業です。介護保険施設や子どもの施設等で活動をすると、おおむね１時間の活動でスタ

ンプ数は１個、１日あたり２個が上限で付与されます。活動を続け、換金を希望する方は、手帳

と本人確認証を添えて申請すると、１ポイント１００円とし、年間５，０００円を限度に換金で



31 

きます。活動者自身の介護予防を目的としています。 

（３）お問い合わせ 

   説明会については平塚市社会福祉協議会地域福祉推進課 

   電話３３－３１００（直通） 

   事業については地域包括ケア推進課 電話２０－８２１７（直通） 

 

５ 長寿のお祝い 

（１）対 象 

   ８月１日現在市内にお住まいの方で、９月１５日に８８歳（米寿）、９９歳（白寿）及び１０

０歳以上の方（年齢計算ニ関スル法律による） 

（２）内 容 

   敬老の日を中心に、長寿をお祝いして、敬老祝品の贈呈を行っています。 

  ア 敬老祝品の贈呈 

    長寿をお祝いし、対象者の方へ敬老祝品を贈呈しています。 

  イ 高齢者市長訪問 

    男女の最高齢及び９９歳の希望者の方には長寿をお祝いし、祝い品を贈呈する市長訪問を

行っています。 

（３）お問い合わせ 高齢福祉課 電話２１－９６２２（直通） 

 

６ 平塚市生きがい事業団の活動 

  ※公益財団法人平塚市生きがい事業団の項を参照してください。 

 

４ 安心確保と生活支援 

１ お話し見守り歩数計（ひらつかミルック） 

（１）対 象 

   おおむね６５歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及び日中独居高齢者世帯の方 

（２）内 容 

   対象の高齢者に多機能付き歩数計を貸し出します。 

   ・安否確認アラーム  ・緊急通報ブザー  ・健康相談 

   ・家族等からの受話 ・ＧＰＳ検索  ・歩数計と歩数管理 ・メール機能 

   これ一つで高齢者の家族への位置情報等の発信や、相談員による日常の見守り、歩行データ

の分析による健康増進を図ります。 

（３）利用者負担 

   市県民税課税世帯・・月額４００円 

   市県民税非課税世帯・月額２００円 

   生活保護世帯・・・・利用料免除 

   ※その他、警備員の駆付け時に自己負担が発生します。 

   市県民税課税世帯・・出動１回につき２，０００円 

   市県民税非課税世帯・出動１回につき１，０００円 
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   生活保護世帯・・・・利用料免除 

（４）お問い合わせ 各平塚市高齢者よろず相談センター(地域包括支援センター) 

又は介護サービス計画を依頼している居宅介護支援事業者 

 

２ 在宅時緊急通報システム 

（１）対 象 

   おおむね６５歳以上の単身世帯、又は高齢者のみの世帯で、緊急対応が必要な発作を頻発す

る可能性があり、日常注意を要する状態にある方 

（２）内 容 

   緊急対応が必要な発作を頻発する可能性があり、日常注意を要する方に緊急通報システム用

機器を貸し出します。機器やペンダントなどの非常ボタンを押すだけで受信センターの看護師

や相談員につながります。また、センサーにより、在宅時の安否確認が可能です。あわせて、鍵

預かりサービスを行います。 

（３）利用者負担 

   月額４００円 

（４）お問い合わせ 各平塚市高齢者よろず相談センター(地域包括支援センター) 

又は介護サービス計画を依頼している居宅介護支援事業者 

 

３ 認知症等行方不明ＳＯＳ平塚 

（１）対 象 

  ア 認知症等行方不明ＳＯＳ平塚の登録 

    認知症によりひとり歩きのおそれがある高齢者又はひとり歩き等をしたことがある高齢者 

  イ 日常生活賠償補償付帯見守りＧＰＳ貸与 

    「認知症等行方不明ＳＯＳ平塚」の登録者であり、市内に住所を有する高齢者を介護する

家族等の中で見守りＧＰＳの貸与を希望する方 

（２）内 容 

   認知症等行方不明ＳＯＳ平塚は、認知症高齢者の方の行方が分からなくなった場合に、協力

機関（タクシー会社、郵便局、FM ラジオ局、薬局等）へ情報の提供を呼び掛け、高齢者をいち

早く保護するシステムです。このシステムを利用するには、事前にお顔のはっきり分かる写真

を提出し、高齢者の名前や連絡先、体の特徴などを登録しておく必要があります。 

   また、ＧＰＳ機能付機器（見守りＧＰＳ）を貸与します。これにより、行方不明時に御家族等

がインターネットで位置検索をしたり、事業者（２４時間待機）に位置探索を依頼したりするこ

とで早期発見を促します。見守りＧＰＳを利用される方には、認知症高齢者が交通事故や不慮

の事故によって加害者となり損害賠償請求をされた際に金銭の補償をする「日常生活賠償補償」

が付帯されます。 

（３）利用者負担 

  ア 認知症等行方不明ＳＯＳ平塚の登録は無料です。 

  イ 日常生活賠償補償付帯見守りＧＰＳ貸与については、次のとおりです。 

   申込みをする御家族等の課税状況が、 
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市県民税課税世帯・・・月額１，０００円 

    市県民税非課税世帯・・・・月額８００円 

    生活保護世帯・・・・・・・月額６００円 

（４）お問い合わせ 高齢福祉課 電話２１－９６２２（直通） 

各平塚市高齢者よろず相談センター(地域包括支援センター) 

又は介護サービス計画を依頼している居宅介護支援事業者 

 

４ 生活管理指導短期宿泊事業 

（１）対 象 

   介護保険の認定で非該当となった６５歳以上の方 

（２）内 容 

   在宅生活において、支障がある場合、養護老人ホーム等に一時的に宿泊し、日常生活に関す

る指導・支援をします。 

（３）お問い合わせ 各平塚市高齢者よろず相談センター(地域包括支援センター) 

 

５ あんしんカードの配布 

（１）対 象 

   ６５歳以上で次のいずれかに当てはまり、カードの利用を希望する方 

  ア ひとり暮らしの方 

  イ 日中独居の方 

  ウ 高齢者のみの世帯の方 

  エ 健康に不安のある方 

  オ 介護保険の要支援又は要介護の認定を受けている方（４０～６４歳の第２号被保険者を含む。） 

（２）内 容 

   お住まいの地域の民生委員が、あんしんカードをお配りします。カードにお名前や緊急連絡

先等を御記入いただき身に付けていただくことで、緊急時の適切な処置や、親族・関係機関等へ

の連絡を円滑に行えるよう備えます。 

（３）利用方法 

  ア あんしんカード２枚と、ソフトカードケース１枚を配付します。 

  イ 氏名、緊急連絡先等の記入事項を書き入れていただきます。 

  ウ 小さなカードは半分に折り、財布等に入れて外出の際に持ち歩きます。 

    大きなカードは保険証の写しと一緒にソフトケースに入れて自宅の冷蔵庫等に貼付します。 

（４）お問い合わせ 

   カードは民生委員がお配りします。御希望の方は、地域の民生委員又は高齢福祉課に御連絡

ください。 

 

６ 軽作業代行事業 

（１）対 象 

   ６５歳以上の単身世帯、又は高齢者のみの世帯で市県民税非課税世帯の方、かつ日常生活に
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おける軽作業について、親族等の協力を得ることができない方 

（２）内 容 

   高齢者世帯に対し、日常生活における軽作業について援助を行うことにより、在宅生活を支

援します。サービス内容は次のとおりです。 

  ア 非日常的な掃除 

  イ 機械を使わない草むしり、枝払い 

   ※当事業は年度で４回利用することができ、１回における作業時間は２時間とし、作業員（生

きがい事業団の会員）を２名派遣します。 

（３）利用者負担 

  ア 非日常的な掃除、イ 機械を使わない草むしり、枝払い 

１回あたり 市県民税非課税世帯・・ア ３，５００円、イ ４，４６０円 

          生活保護世帯・・・・・ア ２，５００円、イ ３，４６０円 

   ※課税世帯の方は本事業の対象外となります 

（４）お問い合わせ 各平塚市高齢者よろず相談センター(地域包括支援センター) 

または、介護サービス計画を依頼している居宅介護支援事業者 

 

７ 通院介助事業 

（１）対 象 

   ６５歳以上の単身世帯、又は高齢者のみの世帯で、別に住む親族等の協力を得ることができ

ない方 

（２）内 容 

   医療機関への通院に介助が必要な高齢者に対して、高齢者の通院の機会を確保し、在宅生活

の維持向上を図ります。介助員（生きがい事業団の会員）を１名派遣します。 

   ※身体介護はできません、また、移動手段は原則タクシーとなり、介助員の交通費（往復分）

は利用者負担とは別に、実費を負担していただきます。 

（３）利用者負担 

    １回あたり 市県民税課税世帯・・・１，７００円 

          市県民税非課税世帯・・１，２００円 

          生活保護世帯・・・・・・・７００円 

（４）お問い合わせ 各平塚市高齢者よろず相談センター(地域包括支援センター) 

または、介護サービス計画を依頼している居宅介護支援事業者 

 

５ 家族介護支援 

１ ふとん乾燥・丸洗い事業 

（１）対 象 

   ６５歳以上の単身世帯又は高齢者のみ世帯で、疾病等により布団で過ごす時間が長く、かつ

本人及び同居の家族が布団を乾燥又は洗浄することができず清潔に保つことが困難な方 

（２）内 容 

   事業所が利用者のご自宅に訪問して布団をお預かりし、乾燥又は丸洗いを実施後お届けしま
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す。希望される方には、布団をお預かりしている間無料で布団を貸し出します。利用できる品目

は敷き布団、掛布団（対象者利用分のみ）です。 

  ・乾燥消毒 月に１回程度（年１０回） 

  ・丸洗い 年に２回（春・秋予定） 

（３）利用者負担 

  ア 布団乾燥（１枚当たり） 

    市県民税課税世帯・・・・５００円 

    市県民税非課税世帯・・・２５０円 

    生活保護世帯・・・・・・１００円 

  イ 布団丸洗い（１枚当たり） 

    市県民税課税世帯・・・・１，０００円 

    市県民税非課税世帯・・・５００円 

    生活保護世帯・・・・・・２００円 

（４）お問い合わせ 各平塚市高齢者よろず相談センター(地域包括支援センター) 

または、介護サービス計画を依頼している居宅介護支援事業者 

 

２ 訪問理容・美容サービス 

（１）対 象 

  ア 要介護認定で要介護３～５に認定された６５歳以上の在宅ねたきり高齢者 

  イ 身体障害者手帳の等級が１～２級である６５歳以上の外出困難な方 

（２）内 容 

   在宅において、ねたきりや重度障害の高齢者が、自宅で理容・美容サービスを受けることが

できます。１回２，０００円（ただし、理容サービスで顔そりを実施した場合は３，０００円） 

（３）お問い合わせ 高齢福祉課 電話２１－９６２２（直通） 

 

３ 家族介護用品支給事業 

（１）対 象 

   要介護認定において要介護５と認定されている方と同居し、在宅で常時介護している市民税

非課税の方であって、その属する世帯全員が市民税非課税の場合 

（２）内 容 

   紙おむつ等を必要としている方を在宅で介護している介護者の経済的負担を軽減するため、

毎月介護用品を自宅に配達いたします。 

   支給する介護用品は、紙おむつ、尿取りパッド及び使い捨て手袋とし、市で設定した組み合

わせの中から選択していただきます。 

（３）お問い合わせ 高齢福祉課 電話２１－９６２２（直通） 

 

４ 家族介護教室事業 

（１）対 象 

   高齢者を在宅で介護する家族や介護に関心のある方 
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（２）内 容 

   介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての知識・技術を習得していただくため

に、家族介護教室を開催します。 

（３）お問い合わせ 高齢福祉課 電話２１－９６２２（直通） 

 

５ 家族介護リフレッシュ事業 

（１）対 象 

平塚市在住、在勤で市内在住の要介護高齢者を介護している方 

（２）内 容 

要介護高齢者を介護している方に対して、心身のリフレッシュを目的として、腰痛及び肩こ

り予防プログラムを行います。また、介護者同士の交流や情報交換、介護に関する相談もできま

す。 

（３）お問い合わせ 

高齢福祉課 電話２１－９６２２（直通）  

 

６ 家族介護者支援短期入所事業 

（１）対 象 

   要支援又は要介護と認定されている６５歳以上の方で、身体上又は精神上著しい障がいがあ

るため常時介護を必要とし、介護者の病気、事故等により、その家庭において介護を受けること

が困難なため、介護保険サービスの支給限度額以上に短期入所が必要な方 

（２）内 容 

   介護者の疾病等でやむを得ず短期入所を利用しなければならず、介護保険サービスの支給限

度額を超えてしまうが、全額の自費負担が経済的に困難な場合に、介護保険を利用した時と同

じ程度の負担額で短期入所できるよう、負担軽減を図ります。利用期間は、介護保険利用期間を

含め原則６０日です。 

（３）お問い合わせ 各平塚市高齢者よろず相談センター(地域包括支援センター) 

または、介護サービス計画を依頼している居宅介護支援事業者 

 

７ ひらつか安心ファイル 

（１）対 象 

   通院困難で、在宅で医療や看護、介護を受けている方 

（２）内 容 

   在宅療養中の利用者とかかりつけ医療機関、介護サービス事業者等の関係する支援機関が情

報共有することで多職種連携を図り、よりよい支援を行うことができるように作成したノート

とファイルを配布します。 

（３）お問い合わせ 地域包括ケア推進課 電話２０－８２１０（直通） 
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６ 高齢者の権利擁護 

１ 認知症サポーター養成講座 

（１）対 象 

   認知症サポーターになりたい平塚市民の方、平塚市内の企業の方 

（２）内 容 

   認知症についての基本的な知識や対応を学び、認知症について正しい理解をしていただくた

めの講座です。認知症サポーターとは特別なことをする人ではなく、偏見を持たず、認知症の

人や家族を温かく見守る応援者です。 

（１講座９０分程度・参加者１０名未満の場合、要相談） 

（３）お問い合わせ 高齢福祉課 電話２１－９６２１（直通） 

          各平塚市高齢者よろず相談センター(地域包括支援センター) 

 

２ よりそいノート 

（１）対 象 

   認知症の方及びご家族の方 

（２）内 容 

   認知症の症状やその経過、検査結果、服薬状況、日常生活状況などの情報を記録して、かかり

つけ医や専門医療機関、地域包括支援センターやケアマネジャー等で、情報を共有して連携し、

適切な医療や介護を行うために利用します。 

（３）お問い合わせ 高齢福祉課 電話２１－９６２１（直通） 

          各平塚市高齢者よろず相談センター(地域包括支援センター) 

          医療機関（認知症の診療を行う医療機関）、平塚市医師会 

 

３ 成年後見制度に関する相談等 

（１）対 象 

   ６５歳以上の高齢者で、認知症などにより判断能力が十分でない為、財産の管理や福祉サー

ビスの契約が一人ではできない方 

（２）内 容 

   制度の概要は、１０ページを参照してください。 

  ア 相 談 

    制度に関する相談をお受けします。 

  イ 市長申立て 

    ４親等以内の親族がいない方や、親族がいても申立ての協力が得られない方などの保護を

図るため、市長が法定後見（後見・保佐・補助）開始の審判の申立てをします。 

  ウ 成年後見制度利用支援 

    成年後見制度を利用するにあたり、後見人等（第三者に限る。）への報酬負担ができない方

について、その後見人等に対して報酬を助成します。 

（３）お問い合わせ ＜上記アについて＞ 

          各平塚市高齢者よろず相談センター（地域包括支援センター） 
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          ＜上記イ、ウについて＞ 

          高齢福祉課 電話２１－９６２１（直通） 

 

７ 高齢者のための施設と住まい 

１ 養護老人ホーム 

（１）対 象 

   市町村民税の所得割が課せられない等の低所得世帯の高齢者で、次のいずれかに該当する原

則６５歳以上の方 

  ア 日常生活の一部に不自由があり、その世話をする方がいないか、いても適切な世話が受け

られない方 

  イ 現在同居している方と、これからも同居することが高齢者を著しく害するような場合 

  ウ 住宅がないか、あっても環境が非常に悪く、高齢者の健康を著しく害するような場合 

（２）内 容 

   高齢者が、本人の健康状態や家族の養護状況、経済状態や住宅事情などの理由により、自宅

で生活することができなくなった場合に入所し生活をしていただきます。 

   入所にあたっては申請が必要で、入所条件に合っているかどうかの審査を経て入所が決まり

ます。また、費用負担として前年の収入により定める基準の費用を御本人と御家族に各々負担

していただきます。 

   なお、老人ホームは共同生活となります。 

（３）お問い合わせ 高齢福祉課 電話２１－９６２１（直通） 

 

２ 特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設） 

（１）対 象 

   介護保険で要介護３～５と認定された方 

（２）内 容 

   常に介護の必要な寝たきりや認知症の高齢者の方が、介護保険サービスを受ける施設です。

費用負担は、要介護度や施設によって異なります。お申込みは直接施設へお願いします。 

（３）お問い合わせ 各特別養護老人ホーム 

         ※巻末の社会福祉施設等一覧を参照してください。 

 

３ 軽費老人ホーム（Ａ型） 

（１）対 象 

    家庭環境・住宅環境上の理由から居宅生活が困難な６０歳以上の高齢者が対象で、無料又は

低額な料金で入所できます。この施設は食事の提供等、日常生活上必要な便宜を供与すること

を目的としています。 

（２）内 容 

   家庭環境や住宅事情などで、自宅での生活ができなくなった高齢者が入所し、自立生活を営

んでいただきます。費用負担は、本人の所得に応じて負担していただきます。お申込みは直接施

設へお願いします。 
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（３）お問い合わせ 軽費老人ホーム（Ａ型） 

         ※巻末の社会福祉施設等一覧を参照してください。 

 

４ 軽費老人ホーム（ケアハウス） 

（１）対 象 

   自炊ができない程度に身体機能が低下し、又は独立して生活を営むには不安があり、家族に

よる援助を受けることが困難な６０歳以上の方 

（２）内 容 

   家族による援助を受けることが困難な高齢者が利用できるよう、ケアに配慮しつつ、高齢者

が車いす生活となっても自立した生活を確保できるように工夫された新しいタイプの軽費老人

ホームです。費用負担は、本人の所得に応じて負担していただきます。お申込みは直接施設へお

願いします。 

（３）お問い合わせ 軽費老人ホーム（ケアハウス） 

         ※巻末の社会福祉施設等一覧を参照してください。 

 

５ 有料老人ホーム 

  高齢の方のための住まいで、(1)食事の提供、(2)入浴、排せつ又は食事の介護、(3)洗濯、掃除

等の家事、(4)健康管理のいずれか又は複数のサービスを受けられる施設です。入居の条件やサー

ビス内容は、施設により異なります。お申込みは直接有料老人ホームへお願いします。 

 

６ サービス付き高齢者向け住宅 

  高齢者向け施設で、バリアフリー構造等を有し、高齢者の生活を支援するなど、一定の基準を

満たして県に登録されたものです。この場合の「サービス」とは、毎日の安否確認と生活相談をい

います。施設によっては、(1)食事の提供、(2)入浴、排せつ又は食事の介護、(3)洗濯、掃除等の

家事、(4)健康管理などの介護サービスを受けられるものもあります。入居の条件やサービス内容

は、施設により異なります。お申込みは直接サービス付き高齢者向け住宅へお願いします。 

 

７ 高齢者の住まい探し相談会 

（１）内 容 

   高齢者に向けた住まい探しの相談会を年４回開催しています。安心して入居することのでき

る賃貸住宅をお探しの方に、相談員がアドバイスします。（事前予約制） 

（２）お問い合わせ 高齢福祉課 電話２１－９６２１（直通） 

または、かながわ住まい・まちづくり協会  

電話０４５－６６４－６８９６（直通） 
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１１ 障 が い 者 福 祉 
 

 

１ 手帳の交付 

 心身に障がいのある方（児）へ、各種の福祉サービスの提供を行うため県知事が交付します。 

 

１ 身体障害者手帳 

（１）対 象 

   身体に障がいのある方 

（２）内 容 

   身体障害者福祉法及びその他の法令等で定める援護の根拠となります。障がいの程度によっ

て１～６級に区分されます。 

（３）お問い合わせ 障がい福祉課 電話２１－８７７４（直通） 

 

２ 療育手帳 

（１）対 象 

   知的に障がいのある方 

（２）内 容 

   児童相談所又は総合療育相談センターで知的障がいと判定された方へ交付されます。 

   知的障害者福祉法、障害者総合支援法及びその他の法令等で定める各種の援護の根拠となり

ます。神奈川県では障がいの程度によってＡ１・Ａ２・Ｂ１・Ｂ２に区分されます。 

（３）お問い合わせ 障がい福祉課 電話２１－８７７４（直通） 

 

３ 精神障害者保健福祉手帳 

（１）対 象 

   精神に障がいのある方 

（２）内 容 

   各種福祉サービス利用の根拠となります。障がいの程度によって１～３級に区分されます。 

（３）お問い合わせ 障がい福祉課 電話２１－８７７４（直通） 

 

２ 相談 

１ 相談支援事業 

  平塚市の委託を受けて、市民の皆様の福祉制度の利用や生活全般についての相談

に応じる窓口として開設しています。お気軽にご相談ください。  
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◇ 各相談支援事業所の所在地等は次のとおりです。 

名  称 所 在 地 ・ 連 絡 先 開設日・時間 
主な対象 

障がい 

しせん相談室 

ひらつか 

平塚市中原 2-11-35 

平山ビル 1階 

月～金曜日 

9時 30分～18時 30

分 

(土曜は要予約) 

身体 

障がい TEL 0463-37-1776 

FAX 0463-36-1414 

サンシティ 

ひらつか 

平塚市浅間町 2-20 

藤和平塚コープ 1階 

月～金曜日 

9時～18時 

祝日 

9時～17時 

(土・日は要予約) 

知的 

障がい 

(発達 

障がい) 

TEL 0463-37-1622 

FAX 0463-37-1633 

ほっと 

ステーション 

平 塚 

平塚市老松町 2-19 

読売高野ビル 501/502号室 

月～金曜日 

第 2・4土曜 

9時 30分～18時 30

分 

精神 

障がい TEL 0463-25-2728 

FAX 0463-25-2758 

 

２ 障がい者就業・生活支援センター（サンシティ） 

  障がいのある方の就労の場を確保し、職場定着のため関係各機関と協力しながら、一人一人の

支援をいたします。その方の適性や希望に沿った仕事を見つけるための相談や、面接・実習の同

行や就労を続けるための支援を行います。 

 

３ 身体障がい者の補装具相談会 

（１）対 象 

   身体障害者手帳を持っている方で１８歳以上の方 

（２）内 容 

   巡回により社会生活に必要な補装具（再作成・修理）に関する相談を受け付けます。事前に予

約が必要です。装具の種類や医療・保険の状況によっては対応できない場合がありますので、予

約時にご確認ください。 

相談内容 相談日 受 付 

補装具・車いす相談 原則、毎月第４木曜日 １３時から 

（３）お問い合わせ 障がい福祉課 電話２１－８７７４（直通） 

 

３ 医療費 

１ 自立支援医療（育成医療・更生医療） 

（１）対 象 

   育成医療：そのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童 

   更生医療：身体障害者手帳を持っている方で１８歳以上の方 
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（２）内 容 

指定の医療機関に入院（通院）し、障がいを軽減するために必要な医療（手術等）の給付が受

けられます（心臓バイパス手術・人工関節置換術・人工透析等）。 

（３）お問い合わせ 障がい福祉課 電話２１－８７７４（直通） 

 

２ 自立支援医療（精神通院医療） 

（１）対 象 

   精神科の疾患で通院治療を受けている方 

（２）内 容 

   精神科の疾患で病院や診療所へ通院する際にかかった医療費を公費で負担する制度です。原

則、かかった医療費の１割が自己負担となります。 

（３）お問い合わせ 障がい福祉課 電話２１－８７７４（直通） 

 

３ 精神障害者入院医療援護金制度 

（１）対 象 

精神科病棟に１ヶ月以上入院している方で、世帯の前年分の所得税が８７，０００円以下で

月々の医療費の自己負担額が１万円以上の方 

（２）内 容 

   月額１０，０００円が支給されます。 

（３）申請方法 

保健福祉事務所、病院にある申請用紙に、世帯全員の住民票と所得税の証明書を添えて神奈

川県がん・疾病対策課に提出してください。 

（４）お問い合わせ 入院している病院 

神奈川県がん・疾病対策課 電話０４５－２１０－４７２７ 

 

４ 重度障害者医療費助成 

（１）対 象 

  ア 身体障害者手帳１～３級の方 

  イ 知的障がい者で知能指数が４０以下の方 

  ウ 身体障害者手帳４級でかつ知能指数５０以下の方 

  エ 精神障害者保健福祉手帳１級の方 

（２）内 容 

   手帳の交付年月日の翌月分から対象です。保険診療の自己負担分（ただし、高額療養費限度

額の範囲に限る。）を助成します。医療費のうちでも食事療養標準負担額、生活療養標準負担

額、保険適用外の医療費はこの制度の対象外です。また、介護保険適用のサービス利用自己負

担・療養型病床・訪問看護等は対象外となります。 

（３）お問い合わせ 障がい福祉課 電話２１－８７７４（直通） 
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４ サービスの給付 

  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づいて行われるサービスで、

障がいの種別にかかわらず、障がいのある方がその能力と適性に応じて自立した日常生活や社会

生活ができるように、サービスの給付などの支援を行うものです。サービスを利用される方は、

障がい福祉課での申請が必要です。 

 

１ 介護給付 

  介護給付には主に次のサービスがあります。（※）があるサービスは、原則として障害支援区分

が必要なサービスです。 

・障害支援区分について 

  障害支援区分が必要なサービスを申請された方には、認定調査員が調査を行います。障害支援

区分は区分１から区分６までと非該当の７段階で認定されます。この結果を受けて支給決定を行

います。この手続は、申請から決定までに３０日～６０日程度かかります。 

（１）居宅介護（※） 

   入浴、排泄、食事の介護等、居宅での生活全般を支援するサービスです。 

（２）重度訪問介護（※） 

   居宅における介護から外出時の移動支援までを行う総合的なサービスです。重度の肢体不自

由者等を対象とします。 

（３）同行援護（※） 

   外出時の移動の支援、代読・代筆を行うサービスです。視覚に障がいのある方が対象です。 

（４）行動援護（※） 

   行動の際に生じる危険回避のための援護や、外出時の移動の支援を行うサービスです。行動

上著しい困難がある知的障がい児者、精神障がい児者が対象です。 

（５）療養介護（療養介護医療を除く。）（※） 

   医療を受けながら、介護の提供を受けることができるサービスです。主に日中、病院などの

医療機関で行われる機能訓練や医学的管理下における介護等のサービスを受けることができま

す。 

（６）生活介護（※） 

   主に日中の時間帯に行われる入浴、排泄、食事の介護や、創作活動及び生産活動の提供等の

サービスです。常に介護が必要な方が対象です。 

（７）短期入所（※） 

   短期的に施設へ入所するサービスです。ご家族が病気の場合やレスパイト等にご利用いただ

けます。 

（８）施設入所支援（※） 

   主に夜間に提供されるもので、施設に入所する際に提供される介護サービスです。 

 

２ 訓練等給付等 

  訓練等給付は次の６つのサービスがあります。これらのサービスは障害支援区分の認定調査は

必要ありません。 
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（１）自立訓練 

   自立した日常生活や社会生活を営むために必要な訓練です。一定期間のプログラムによる身

体機能や生活能力向上のための訓練を提供します。 

（２）自立生活援助 

   居宅において自立した日常生活を送るために、定期的な巡回訪問等により必要な支援を提供

します。 

（３）就労移行支援 

   就労に必要な知識・能力の向上をはかるための訓練です。一定期間のプログラムにより、職

場実習等の訓練を提供します。 

（４）就労継続支援 

   通常の事業者に雇用されることが困難な方を対象として継続的な就労の支援を行います。 

（５）就労定着支援 

   一般企業等へ就労した方が長く働き続けられるよう支援を行います。 

（６）共同生活援助（グループホーム） 

   主に夜間の時間帯に、共同生活を営む住居における相談その他日常生活上の援助等のサービ

スを提供します。 

 

３ 地域生活支援事業 

（１）移動支援事業 

   外出に著しい困難が伴う方に対して外出の支援を提供するサービスです。 

（２）地域活動支援センター 

   創造的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を行うサービスです。 

（３）日中一時支援事業 

   知的障がい者や障がい児の方が対象です。介護を行う方の都合等によって日中の時間帯に一

時的な支援が必要な場合に、施設において介護を提供するサービスです。 

（４）訪問入浴 

   家庭、通所先等において入浴することが困難な方に対して、身体の清潔の保持、心身機能の

維持等のために、自宅で入浴サービスを提供します。 

 

５ 補装具 

（１）対 象 

   身体障害者手帳又は難病の医療受給者証をお持ちの方で下記の障がい及び程度に該当する方。

ただし、障がい者本人又は世帯員のうち市民税所得割の最多納税者の納税額が４６万円以上の

場合は制度非該当となります。※世帯の範囲は、原則対象者が１８歳以上の場合は本人及び配

偶者。１８歳未満（施設入所中の場合は１８歳、１９歳を含む）の場合は原則保護者の属する住

民票上の世帯。 

（２）内 容 

   補装具の種目（種目によっては、障がい等級を要件とするものがあります。） 

   視覚…視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡等 
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   聴覚…補聴器 

   肢体…義肢、装具、歩行補助つえ、車いす（車いすは原則として下肢の１、２級で歩行困難な

方が対象）等（歩行補助つえのうちＴ字型・棒型は日常生活用具になります）。 

   上記の補装具の作製、修理又は借受けにかかる政令で定める費用の額（基準額）から利用者

負担額を除した額を補装具費として支給します。原則、基準額の定率１割負担です。ただし、非

課税世帯の方は、利用者負担はありません。また、基準額を超えた金額は自己負担となります。 

   ※基準額は、作製、修理又は借受けする補装具の内容によって異なります。 

（３）条件等 

  ア 障がい認定を受けている部位の機能を補う補装具が助成の対象となります。 

   作製、修理又は借受け後の助成はできませんので事前にご相談ください。 

  イ 介護保険等の被保険者の方については、介護保険等のサービスが優先される品目がありま

す。 

（４）お問い合わせ 障がい福祉課 電話２１－８７７４（直通） 

 

６ 日常生活用具給付事業 

（１）対 象 

   障がいがある方のうち、一定の障がい及び程度に該当する方 

   ただし、市民税所得割額が４６万円以上の方と同世帯の場合には対象外となります。 

   ※世帯の範囲は、対象者が１８歳以上の場合は本人及び配偶者。１８歳未満（施設入所中は

１８、１９歳を含む。）の場合は保護者の属する住民票上の世帯です。 

（２）内 容 

   次の品目の購入費用を給付します。種目ごとに給付の上限額があります。 

   特殊寝台、視覚障がい者用時計・体温計、拡大読書器、点字図書、聴覚障がい者屋内信号装

置、ＦＡＸ、電気式たん吸引器、ストマ用装具等 

（３）条件等 

  ア 障がい部位と等級によって対象品目が異なります。また、購入後の給付はできませんので、

事前にご相談ください。 

  イ 介護保険の被保険者の方については、介護保険のサービスが優先される品目があります。 

（４）費用負担 

   給付物品の金額（上限額内）の１割を自己負担していただきます。ただし、市民税非課税世帯

の方は、自己負担はありません。また、上限額を超えた金額は、全額自己負担となります。 

（５）お問い合わせ 障がい福祉課 電話２１－８７７４（直通） 

 

７ 意思疎通支援事業 

１ 手話通訳者・要約筆記者の派遣 

（１）対 象 

   聴覚障がいで身体障害者手帳の交付を受けており、コミュニケーションにおいて手話又は筆

記通訳者を必要とする方 

（２）内 容 
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   聴覚障がい者、音声機能障がい者又は言語機能障がい者の社会生活上のコミュニケーション

を円滑にするため手話通訳者又は筆記通訳者を派遣します。 

（３）申込方法 

   利用希望日の７日前までに、障がい福祉課の直通 FAX（0463-21-1213）へお申し込みくださ

い。申請書は障がい福祉課のホームページからもダウンロードできます。決定は FAXと郵送で

お知らせいたします。また、神奈川県電子申請・届出システムでインターネットからもお申込

みができます。 

  ※申請内容、日時によっては、ご希望どおりの派遣ができない場合があります。 

  ※緊急の場合は障がい福祉課へご相談ください。 

※実施主体があるもの（例 市役所内の障がい福祉課以外の課が行う講演会や説明会等）は、

実施主体にお問い合わせください。 

 

２ 手話通訳者の設置 

  平日 午前９時００分から午後５時まで 

  聴覚障がい者、音声機能障がい者、言語機能障がい者等の市役所での手続を円滑に行うため、

手話通訳者を障がい福祉課に設置していますのでご利用ください。 

 

８ 各種の手当 

１ 平塚市心身障害者福祉手当 

（１）対 象 

  ア 身体障害者手帳１～３級までの方 

  イ 知能指数５０以下の方 

  ウ 精神障害者保健福祉手帳１～２級の方 

   上記のいずれかの障がいのある方。ただし、資格該当時の年齢が６５歳以上の方、施設に入

所している方は除きます。 

（２）手当の額 

   月額３，０００円 

（３）支払方法 

   支給を決定した日の属する月分から支給され、４月・８月・１２月に申請された口座へ振り

込みます。 

（４）届 出 下記の場合は、届出が必要です。 

  ア 転居、転出、死亡※ 

イ 施設入所※ 

ウ 氏名の変更 

エ 振込口座の変更 

   ※お届けなく資格喪失していた場合は手当をご返還いただく場合があります。 

（５）お問い合わせ 障がい福祉課 電話２１－８７７４（直通） 
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２ 神奈川県在宅重度障害者等手当 

（１）対 象 

  ア 次のうち、２つ以上に該当する方 

  （ア）身体障害者手帳１級又は２級を交付された方 

  （イ）療育手帳Ａ１又はＡ２相当を交付された方 

  （ウ）精神障害者保健福祉手帳１級を交付された方 

  イ 療育手帳Ｂ１相当を交付され、次に該当する方 

（ア）身体障害者手帳１級又は２級を交付された方 

  （イ）精神障害者保健福祉手帳１級及び身体障害者手帳３級を交付された方 

  ウ 特別障害者手当又は障害児福祉手当を受給されている方（申請年度の８月分を受給してい

る方） 

（２）支給要件（下記の全ての要件を満たす方） 

在住要件 支給年度の８月１日時点で、６ヶ月以上神奈川県に継続してお住まいの方 

在宅要件 
申請前年度の８月１日から申請年度の７月３１日までの間に、継続して３ヶ月

を超えて、医療機関や施設に入院（所）していない方 

年齢要件 

次のうち、１つでもあてはまる方 

① ６５歳よりも前に身体障害者手帳の交付を受けたことがある方 

② ６５歳よりも前に精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたことがある方 

③ ６５歳よりも前に療育手帳の交付を受けるなど、児童相談所や更生相談

所などにおいて知的障害者と判定された方 

④ ６５歳よりも前に特別障害者手当又は障害児福祉手当を受けたことがあ

る方 

所得要件 
毎年の所得が基準額を超えない方（所得状況は申請時及び毎年７月以降に「所

得状況届」を提出していただきます。） 

（３）届 出 下記の場合は、届出が必要です。 

  ア 転居、転出、死亡※ 

イ 施設入所※ 

ウ 氏名の変更 

エ 振込口座の変更 

   ※お届けなく資格喪失していた場合は手当をご返還いただく場合があります。 

（４）手当の額 

   年額６０，０００円（手当額は改正される場合があります。） 

（５）支給月 

   １月末に指定の口座に振り込みます。 

 

３ 障害児福祉手当 

（１）対 象 

   日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にあり、別表（１）の障がいがある２０
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歳未満の方 

   なお、所定の診断書による医師の証明が必要な場合があります。 

   ※障がいの程度等について、審査があります。 

別表（１） 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

 

 

⑨ 

⑩ 

 

両眼の視力がそれぞれ０．０２以下のもの※１ 

両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの 

両上肢の機能に著しい障がいを有するもの 

両上肢のすべての指を欠くもの 

両下肢の用を全く廃したもの 

両大腿を２分の１以上失ったもの 

体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの 

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病

状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能

ならしめる程度のもの 

精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの※２ 

身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態

が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

※１ 視力の測定は万国式試視力表又はそれと同一の原理に基づく試視力表によるものと 

し、屈折異常があるものについては矯正視力によって判定します。 

    ※２ 知的障害のある児童（おおむね知能指数２０以下）も含まれます。 

（２）支給要件 

  ア ２０歳未満で施設に入所していないこと。 

  イ 障がいを支給事由とする他の公的年金を受けていないこと。 

  ウ 毎年の所得が基準以下であること。 

   ※所得状況は、申請時及び毎年７月以降に「所得状況届」を提出していただきます。 

（３）手当の額 

   月額１５，２２０円（手当額は改正される場合があります。） 

（４）支払方法 

   ２月・５月・８月・１１月の４期にそれぞれ前月までの分を本人の口座へ振り込みます。（申

請をした日の属する月の翌月分から支給されます。） 

（５）届 出 下記の場合は、届出が必要です。 

  ア 転居、転出、死亡※ 

イ 施設入所※ 

ウ 氏名の変更 

エ 振込口座の変更 

   ※お届けなく資格喪失していた場合は手当をご返還いただく場合があります。 

（６）お問い合わせ 障がい福祉課 電話２１－８７７４（直通） 
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４ 特別障害者手当 

（１）対 象 

  ア 日常生活において、常時特別の介護を必要とする状態にあり、別表（２）の障がいが２つ以

上ある方 

  イ 肢体、内部機能又は知的・精神のうち、いずれか一つの障がいがある方でアと同程度以上

の状態の方 

    なお、所定の診断書による医師の証明が必要な場合があります。 

    ※障がいの程度等について、審査があります。 

別表（２） 

①   

 

 

 

 

 

 

②   

③   

 

④ 

⑤   

 

⑥   

 

 

⑦   

次に掲げる視覚障がい 

イ 両眼の視力がそれぞれ０.０３以下のもの※１ 

ロ 1眼の視力が０.０４、他眼の視力が手動弁以下のもの 

ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のＩ／４指標による周辺視野角度の 

和がそれぞれ８０度以下かつＩ／２指標による両眼中心視野角度が２８度以下のもの 

二 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が７０点以下かつ両眼中心視野視 

認点数が２０点以下のもの 

両耳の聴力レベルが１００デシベル以上のもの 

両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは

両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの 

両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの※２ 

体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障が

いを有するもの※２ 

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病

状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能

ならしめる程度のもの 

精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められた程度のもの 

※１ 視力の測定は万国式試視力表又はそれと同一の原理に基づく試視力表によるものと 

し、屈折異常があるものについては矯正視力によって判定します。 

※２ 歩行することができない等の障害の場合は、④⑤は一つの障害と判断されます。 

（２）支給要件 

  ア ２０歳以上で施設に入所していないこと。 

  イ ３か月以上入院していないこと。 

  ウ 毎年の所得が基準以下であること。 

   ※所得状況は、申請時及び毎年７月以降に「所得状況届」を提出していただきます。 

（３）手当の額 

   月額２７，９８０円（手当額は改正される場合があります。） 

（４）支払方法 

   ２月・５月・８月・１１月の４期にそれぞれ前月までの分を本人の口座へ振り込みます。（申

請をした日の属する月の翌月分から支給されます。） 
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（５）届 出 下記の場合は、届出が必要です。 

  ア 転居、転出、死亡※ 

イ ３か月以上の入院、施設入所※ 

ウ 氏名の変更 

エ 振込口座の変更 

   ※お届けなく資格喪失していた場合は手当をご返還いただく場合があります。 

（６）お問い合わせ 障がい福祉課 電話２１－８７７４（直通） 

 

９ 減免と割引 

※ここでは、手帳で利用できる主な制度のご案内をしています。掲載している以外にも事業者が

割引制度等を実施している場合があります。不明な場合は直接事業者にお問い合わせください。 

 

１ ＪＲ鉄道運賃の割引     窓口 各駅の乗車券発券窓口 

（１）対象と内容 

 割引乗車券類 適用範囲 割 引 

第１種 

身体・知的

障がい者 

普通乗車券 

単独乗車のとき… 

片道１００ｋｍを超える区間 

介護者とともに乗車するとき… 

距離は問わない 

本人・介護者 

ともに半額 

定期乗車券 介護者とともに乗車するとき 同 上 

回数乗車券 同 上 同 上 

急行券 

(特急券を除く) 
同 上 同 上 

第２種 

身体・知的

障がい者 

普通乗車券 
本人のみ対象… 

片道１００ｋｍを超える区間 
半 額 

定期乗車券 
１２歳未満の身体障がい児が介護

者とともに乗車するとき 

介護者のみ 

半額 

 

２ 航空運賃の割引        窓口 各航空会社受付 

（１）内 容 

手帳の種類 適用範囲 割 引 

身体障害者手帳 本人及び介護者 1名 正規料金の約 37％割引 

療育手帳 本人及び介護者 1名 同  上 

精神保健福祉手帳 本人及び介護者 1名 同  上 

ア 割引の対象区間は国内航空会社（一部）の定期航空路線の国内線全区間です。 

イ 利用区間によって割引率は変動する場合があります。 
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３ バス運賃の割引         窓口 障がい福祉課 

（１）内 容 

身体障がい者・知的障がい者 本 人 介護者 

第１種障がい者 手帳を提示して小児料金 
運賃割引証を提示し

て小児料金 

第２種障がい者 同 上 割引なし 

１２歳未満の児童 半 額 
運賃割引証を提示し

て小児料金 

  ※運賃割引証の交付は障がい福祉課で行っています。  

  

４ タクシー運賃の割引 

（１）対 象 

   身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の所持者 

（２）内 容 

   タクシー会社によっては、タクシー運賃が１割引になりますので手帳を提示してください。

（迎車料金は割引されません。） 

 

５ タクシー利用料金の助成 

（１）対 象 

  ア 身体障害者手帳を所持する方で、下肢、体幹、視覚、及び内部障がい者で１・２級の方 

  イ 療育手帳Ａ１・Ａ２を所持している方 

  ウ 精神障害者保健福祉手帳１級を所持している方 

（２）内 容 

   １か月あたり３枚の利用助成券を交付します。 

   利用助成券１枚につき６００円を助成します。 

   運賃を支払うときに手帳を提示し、利用助成券を渡してください。１回の乗車で１～３枚使

うことができます。また、翌年度分は前年度末頃より受付開始します。 

   なお、利用助成券の再発行はできませんので、取扱いには十分御注意ください。平塚市と契

約を結んでいるタクシー会社のみでお使いいただけます。 

（３）条件等 

   施設に入所されている方及び自動車税（種別割）・軽自動車税（種別割）の減免を受けている

方は利用できません。 

（４）お問い合わせ 障がい福祉課 電話２１－８７７４（直通） 

 

６ 税金の控除 

（１）対 象 

  ア 特別障害者（身体障害者手帳１・２級の方、知的障がい者で知能指数３５以下の方、精神障
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害者保健福祉手帳１級の方） 

  イ 普通障害者（特別障害者以外の障がい者） 

  ウ 障がい者を扶養している方 

（２）内 容 

   下記の各種税金の控除が受けられます。詳細については各機関へお問い合わせください。 

（３）お問い合わせ 

  ＜所得税・相続税・贈与税について＞ 平塚税務署 電話２２－１４００ 

  ＜個人事業税について＞ 平塚県税事務所 電話２２－２７１１ 

  ＜市県民税について＞ 市民税課 電話２１－８７６６（直通） 

 

７ 自動車税・軽自動車税（種別割・環境性能割）の減免 

（１） 対 象 

障がいの種類 等級 

視覚障がい 

身

体

障

害

者

手

帳 

１級～３級までの各級及び４級の一部 

聴覚障がい ２級及び３級 

平衡機能障がい ３級及び５級 

音声・言語機能障がい ３級 

上肢機能障がい 
１級及び２級(乳幼児期以前の非進行性脳病変による一

上肢のみに運動機能障害がある場合は除きます。) 

下肢・移動機能障がい １～７級までの各級 

体幹機能障がい １～３級までの各級及び５級 

内部機能障がい １～４級までの各級 

知的障がい 療育手帳Ａ１、Ａ２ 

精神障がい 精神障害者保健福祉手帳１級 

 

（２）内 容 

   障がい者が所有する自動車、又はその方と生計を同一にする方が障がい者のために所有する

自動車で、障がい者本人が運転するもの、又はその方と生計を同一にする方が、障がい者のた

めに専ら運転するものの税を免除します。 

   ※免除上限額について 

    ・自動車税（種別割）は、年税額で４万５，４００円 

    ・環境性能割（旧：自動車取得税）は、課税標準額（自動車の取得価額）で３００万円を

限度とし、普通自動車が９万円（税率が３％の場合）、軽自動車が６万円（税率２％の

場合） 

    ・軽自動車税は、１００％減免 

   ※営業用、リース車以外の車両で、１人１台のみ手続できます。 
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（３）条件等 

  ア タクシー券の交付を受けている方は、減免の申請はできません。 

  イ 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けていないと、減免の申請はできません。 

  ウ 普通自動車に限り、減免申請の翌月から月割減免が受けられます。（軽自動車税は年度ご

との減免です。） 

  エ 障害福祉施設入所者の一時帰宅に利用する（年２４日以上）場合は、半額の減免が受けら

れます。（手続は下記と異なりますのでお問い合わせください。） 

（４）お問い合わせ 

  ＜自動車税（種別割・環境性能割）について＞ 平塚県税事務所 電話２２－２７１１ 

  ＜軽自動車税について＞ 納税課税制担当 電話２１－８７６９（直通） 

 

８ ＮＨＫ放送受信料の減免 

（１）内 容 

減 免 額 条   件 対 象 

全額 
世帯構成員全員が市民税非課税の

とき 

・知的障がい者 

・身体障がい者 

・精神障がい者 

半額 本人が契約者で世帯主のとき 

・視覚又は聴覚障がい者 

・１、２級の身体障がい者 

・重度（Ａ１又はＡ２）の 

知的障がい者 

・１級の精神障がい者 

※申請用紙は市役所障がい福祉課にあります。手帳と印鑑をお持ちください。 

（２）手 続 

   障がい福祉課の窓口でお渡しする所定の申請書をＮＨＫかながわ西営業センター（海老名市

中央２－９－５０ 海老名プライムタワー１２Ｆ 問い合わせ先 ０４６－２３５－７０００）

に直接郵送してください。 

（３）ご注意 

   放送受信料の減免対象者については、毎年資格の調査を行います。対象外になった場合には

必ずＮＨＫに届け出てください。詳細については、お客様の控えをお読みください。 

 

９ 水道料金の減免 

（１）対 象 

  ア １、２級の身体障害者手帳所持者 

  イ 重度の知的障がい者（療育手帳Ａ１・Ａ２） 

  ウ １級の精神障害者保健福祉手帳所持者 

  エ 次の手帳のうち２つ以上所持している方 

  （ア）身体障害者手帳３級 

  （イ）中軽度の知的障がい者（療育手帳Ｂ１・Ｂ２） 
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  （ウ）精神障害者保健福祉手帳２級 

   上記ア～エの対象者が在宅している世帯（入院不可） 

   ※既に他の事由で減免を受けている場合、重複申請はできませんのでご注意ください。 

（２）内 容 

   基本料金相当額が減免になります。 

（３）お問い合わせ 県合同庁舎平塚水道営業所 電話２２－２７１１ 

   ※上水道、下水道料金の減免は、どちらの窓口でも手続できます。 

 

１０ 下水道料金の減免 

（１）対 象 

  ア １級・２級の身体障害者手帳所持者 

  イ 重度の知的障がい者（療育手帳Ａ１・Ａ２） 

  ウ ３級の身体障害者手帳所持者でかつ中軽度の知的障がい者（療育手帳Ｂ１・Ｂ２） 

  エ １級・２級の精神障害者保健福祉手帳所持者 

   上記ア～エの対象者が在宅している世帯（入院不可） 

   ※既に他の事由で減免を受けている場合、重複申請はできませんのでご注意 

ください。 

   ※農業集落排水使用料は、土屋、上吉沢又は下吉沢地区にお住まいで、農業集落排水を利用

の方が対象です。 

（２）内 容 

   基本料金相当額が減免になります。 

（３）お問い合わせ 下水道経営課 電話２１－８７８６（直通） 

   ※上水道、下水道料金の減免は、どちらの窓口でも手続できます。 

 

１１ 有料道路の割引 

（１）対 象 

  ア 身体障がい者自らが運転する乗用自動車、ライトバン等 

（本人又は本人と生計を同一にする方が所有するもの） 

  イ 第１種の身体障害者手帳又は療育手帳所持者が乗車し、その移動のために介護者が運転す

る乗用自動車、ライトバン等 

（本人又は本人と生計を同一にする方、又は日常的に介護している方が所有するもの） 

   なお、営業用の車両は除きます。 

（２）内 容 

   全国の有料道路事業者が統一的に実施している有料道路の通行料金の割引が受けられる証明

をいたします。また、ＥＴＣをご利用の方は、あわせて登録手続をすることにより、割引が適用

されます。 

※これまでは 1 人につき、事前登録された自動車 1 台のみが対象でしたが、令

和 5 年 3 月 27 日から事前登録されていない自動車でも割引の対象となります。  
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（例：自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、 第

１種の身体障害者手帳又は療育手帳所持者の方がタクシーを利用する場合等）  

※新たに割引を受けようとする方は、事前に本割引の申請手続きが必要となり

ます。   

※すでに本割引を利用中の方は、新たな手続きは必要ありません。  

（３）お問い合わせ 障がい福祉課 電話２１－８７７４（直通） 

 

１２ 携帯電話料金の割引 

（１）対象者 

   身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

（２）内 容 

   各携帯電話会社によって取り扱いが異なります。詳細については、各社の営業窓口にお問い

合わせください。 

 

１０ 扶養共済制度 

（１）内 容 

   障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることによ

り、保護者に万一（死亡・重度障がい）のことがあったとき、残された障がいのある方に終身一

定額の年金を支給する制度です。 

  ア 一人の心身障がい者につき２口まで加入できます。 

  イ 掛金は加入者の年齢によって１口月額９，３００円～２３,３００円となります。 

  ウ 年金額は１口につき月額２０,０００円です。 

（２）障がいのある方の範囲 

   次のいずれかに該当する障がいのある方で、将来独立自活することが困難であると認められ

る方です。 

  ア 知的障がい 

  イ 身体障がい 

    身体障害者手帳を所持し、その障がいが１級から３級までに該当する障がい 

  ウ ア又はイと同程度の障がいと認められるもの 

    例えば精神疾患、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病等です。 

（３）加入できる保護者の要件 

  ア 居住地が県内（横浜市内、川崎市内及び相模原市内を除く。）であること。 

  イ 年齢が６５歳未満であること。（年齢は毎年の４月１日における年齢です。） 

  ウ 特別の疾病や障がいがなく、生命保険に加入できる健康状態であること。 

  エ 障がいのある方１人に対して、加入できる保護者は１人であること。 

（４）お問い合わせ 障がい福祉課 電話２１－８７７４（直通）  
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１１ その他 

１ 重度障害者住宅設備改良費助成 

  障がい者が現在住んでいる住宅設備をその方に適したものに改良するために、工事費等につい

ての助成を行います。原則として対象の住宅は既存住宅で、新築住宅は対象とはなりません。 

対象工事等 対象者 助成限度額 

・浴室、便所、玄関、廊下の改良工

事 

・上記の他住宅設備を障がい者に適

するように改良する工事 

・身体障害者手帳１、２級の方 

・知能指数３５以下の方 

・身体障害者手帳３級で知能指数

５０以下の方 

最高 

８０万円 

・天井走行式移動リフトの設置 下肢又は体幹機能障がい２級以上

でかつ移動することが困難である

方。ただし児童は除き、６５歳未

満の方に限る。 

最高 

１００万円 

・環境制御装置の設置 四肢機能障がい２級以上の方。た

だし児童は除く。 

最高 

６０万円 

（１）注意点 

  ア 改良後の助成はできません。あらかじめ相談の上、決定を受けてください。 

  イ 介護保険の被保険者については、介護保険の住宅改良のサービスが優先されます。ただし、

上記の障がい福祉サービスを重複して利用できる場合があります。 

  ウ 市町村民税課税世帯の方は、自己負担があります。（市町村民税所得割額が１６万円以上の

世帯の方は、制度対象外となります。）生活保護受給世帯及び市町村民税非課税世帯の方は、

自己負担はありません。ただし、助成額を超えた金額分及び１，０００円未満の端数は、負担

していただきます。 

  エ 改造の際には、工事が無駄にならないよう、障がいに応じた専門的な助言を受けることを

お勧めします。障がい福祉課へご相談ください。 

  オ この制度は、世帯に対して１回限りの助成を行います。 

  カ 申請は、年度内に工事が完了するものについて受け付けます。 

  キ 予算等の都合により、年度内の申請受付を早めに締め切る場合があります。 

（２）お問い合わせ 障がい福祉課 電話２１－８７７４（直通） 

 

２ 自動車改造費の助成 

（１）対 象 

   身体障害者手帳の交付を受けている方で、就労等に伴い、自らが所有又は生計を同一にする

者が所有し、対象者が運転する自動車の一部を改造する必要がある方。 

（２）内 容 

   身体障がい者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的として、身体障

がい者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その車の操向装置及び駆動装置等の改造に要す

る経費を助成します。助成限度額は９万円です。（改造費がローンに含まれる場合は助成対象と

なりません。）ただし、所得による制限があります。 
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   ※改良後の助成はできません。あらかじめ相談の上、申請してください。 

（３）お問い合わせ 障がい福祉課 電話２１－８７７４（直通） 

 

３ 自動車運転訓練費の助成 

（１）対 象 

  ア 下肢、体幹、内部機能障がい１～４級の方 

  イ 上肢障がい１級の方 

（２）内 容 

   歩行困難な障がい者等の日常生活の利便及び生活圏の拡大を図り、就労等社会活動への参加

を促進するため、普通自動車運転免許取得に要した費用を助成します。助成額は、技能教習に係

る費用の３分の２以内（限度額９万円）です。 

   ※自動車教習所で技能教習を開始する前までに申請してください。 

（３）お問い合わせ 障がい福祉課 電話２１－８７７４（直通） 

 

４ 自動車運転免許の無料教習 

（１）対 象 

   次のア、イ、ウを全て満たす方 

  ア 公共職業安定所に求職登録をしてある方 

  イ 県の運転免許試験場での運転適性検査に合格した方 

  ウ 身体障害者運転能力開発訓練センターが入所を認めた方 

（２）内 容 

   対象の条件を満たす１８歳以上の身体障害者の方が自動車運転免許を取得して就職をしよう

とする場合、厚生労働省から委託された「身体障害者運転能力開発訓練センター」で所定の教習

料金が無料となります。 

   なお、入所日は１・４・７・１０月の月初めで、訓練期間は３か月です。宿泊施設もあります。 

   ※検定料は有料。宿泊施設利用料は無料（食費は有料）。 

（３）お問い合わせ 身体障害者運転能力開発訓練センター(通称： 東
あずま

園
えん

)月曜定休 

   埼玉県新座市堀ノ内２－１－４６ 

   電話  ０４８－４８１－２７１１ 

   ＦＡＸ ０４８－４８１－６５７８ 

 

５ ＮＥＴ１１９－緊急通報システム 

（１）対 象 

   平塚市に在住又は在勤・在学の方で聴覚障がいや音声・言語障がい等により、音声による１

１９番通報が困難な方 

（２）内 容 

   携帯電話やスマートフォンを使い、簡単な画面操作で１１９番に通報することができます。

利用をするには登録が必要です。申請書を消防総務課にご提出ください。 

   申請書等は平塚市消防本部のホームページからもダウンロードできます。 
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   ※ＦＡＸで１１９番を押し、発信するだけで消防署につながる「緊急用ＦＡＸ１１９番通報」

もあります。 

（３）お問い合わせ 消防本部 消防総務課（ＦＡＸ ２１－９６０７） 

 

６ 文字対話方式メール１１０番／ＦＡＸ１１０番 

（１）対 象 

   言語や聴覚に障害のある方 

（２）内 容 

   事件や事故に遭った時に警察に通報できるよう、神奈川県警察では次のようなシステムを運

用しています。 

  ア 「文字対話方式メール１１０番」 

    専用の web サイト上で、通報者と１１０番センターとの文字による対話を行うシステムで

す。リアルタイムの文字対話（チャット）ですので、１１０番センターから質問や指示を受け

ることができます。対応する機種は、インターネットに接続できるスマートフォン、携帯電

話、ＰＨＳ及びパソコンです。 

  イ 「ＦＡＸ１１０番」 

    事件・事故等の必要事項を紙面にし、ＦＡＸ送信して警察（１１０番センター）に通報する

ことができます。 

   県警本部１１０番センター ＦＡＸフリーダイヤル ０１２０－１１０－２２１ 

   ※フリーダイヤルが利用できない場合は、０４５－２１１－０１１０（有料）をご利用くだ

さい。 

   ※ＦＡＸ１１０番通報用紙は、神奈川県警察の webサイトよりダウンロードができます。 

 

７ 成年後見制度に関する相談等 

（１）対 象 

   知的障がいや精神障がいなどにより判断能力が十分でない為、財産の管理や福祉サービスの

契約が一人ではできない方 

（２）内 容 

   制度の概要は、１０ページを参照してください。 

  ア 相 談 

    制度に関する相談をお受けします。 

  イ 市長申立て 

    ４親等以内の親族がない方や、親族がいても申立ての協力が得られない方などの保護を図

るため、市長が法定後見（後見・保佐・補助）開始の審判の申立てをします。 

  ウ 成年後見制度利用支援 

    成年後見制度を利用するにあたり、後見人等（第三者に限る。）への報酬負担ができない方

について、その後見人等に対して報酬を助成します。 

（３）お問い合わせ 障がい福祉課 電話２１－８７７４（直通） 
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１２ 生 活 保 護 
 

 

 生活保護制度は、生活に困窮している国民に対して、最低限度の生活を保障すると

いうことだけではなく、さらに積極的にそれらの方々の自立の助長を図ることを目的

としています。そして、この自立の助長は、最低限度の生活の保障とともに、この制

度をつらぬく大原則となっています。  

 

１ 保護の判定 

  保護を受けるときには、その要件として、資産、能力を活用し、さらに私的扶養、他の法律によ

る給付を優先して活用し、それでもなおかつ生活に困窮する場合にはじめて保護が行われます。 

  要否の判定は、厚生労働大臣が決めた保護基準と保護を受けようとする家庭の得ている収入と

の対比によって決められます。 

 

２ 生活保護の種類 

  生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の８種類

があります。 

（１）生活扶助 

   日常生活の需要を満たすために必要なもので、衣食費、移送費などが支給されます。 

 D 冬季加算  

世帯人員 冬季加算   

１人 2,580円  

２人 3,660 

３人 4,160 

４人 4,490 

５人 4,620 

６人 4,910 

７人 5,120 

８人 5,280 

９人 5,450 

10人～ 
＋170円ず

つ 

D 冬季加算  

世帯人員 冬季加算   

１人 2,580円  

２人 3,660 

３人 4,160 

４人 4,490 
５人 4,620 
６人 4,910 
７人 5,120 
８人 5,280 
９人 5,450 

10人～ 
＋170 円ず

つ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いずれか高い方を選定する（ａ） 

 

 

 

※基準額①の「０．８５５」は、平成２５年見直し時の緩和措置に加え、平成３０年基準見直し時に設け

る減額幅を５％以内に留める緩和措置を加味した割合。 

（０．９×０．９５＝０．８５５） 

基準額② 

（平成３０年１０月

基準額） 

基準額① 

（平成２４年度基準

額） 

×０．８５５ 

比較 
生活扶助本

体に係る経

過的加算 

「ａ」に対して、該当世帯員１人当たり世帯員の年齢別の経過的加算額を加算する。 
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生活扶助基準額（月額）【１級地―②平塚市用】 

※ア（Ａ×０．８５５）とＢを比較して高い方を選択し、これにイ「生活扶助本体に係る経過的加

算」を加える。 

 ア＋イの計算後、１円未満の端数を切捨てた後に１０円未満の端数切上げ。 

 その後、各種加算（日割計算するもの）を加え、日割計算合算後に日割計算しない扶助費を加え、

最後に１円未満の端数を切捨て。 

※１１月から３月まで冬季加算が支給されます。 

※入院患者日用品費 入院患者は月額２３，１１０円、冬期加算として月額１，０００円支給され

ます。 

※一時扶助（被保護者に特別に支給されるもの） 

  ア 被服費 

  （ア）布団…保護開始時及び長期入院・入所後退院・退所したとき。 

        布団類が全くない場合又は使用に堪えなくなり、代替のものがない場合 

新規購入 ２０，８００円以内 

  （イ）被服…保護開始時及び長期入院・入所後退院・退所したとき。 

被服を持っていない場合 

１人 １４，６００円以内 

  （ウ）新生児被服等…出産を控えて産着等を必要とする場合 

            ５３，５００円以内 

  （エ）寝巻等…入院を必要とする方が入院に際し、寝巻又はこれに相当する被服が全くないか

又は使用に堪えない場合（病衣貸与加算の承認されている医療機関へ入院する

場合を除く） 

         ４，５００円以内 

  （オ）おむつ…常時失禁状態にある方でおむつを必要とする場合 

         ２１，７００円以内 

  イ 入学準備金 

    小学校、中学校又は高等学校へ入学する際の入学準備を必要とする場合 

  （ア）小学校  ６４，３００円以内 

A 基準額①（平成２４年度基準）  Ｂ 基準額②（平成３０年１０月基準） 

年齢別 第 1 類 

(円) 

× 

世帯

人員 

逓 減

率 

＋ 

第 ２ 類

(円) 

 年齢別 第 １ 類

(円) 

× 

世帯

人員 

逓減率 

＋ 

第 ２ 類

(円) 

０～２ 20,830 １ 

1.0 

43,280 ０～５ 43,330 １ 1.0 27,690 

３～５ 26,260 ２ 47,910 ６～11 44,320 ２ 0.8548 40,660 

６～11 33,950 ３ 53,110 12～17 46,350 ３ 0.7151 45,110 

12～19 41,940 ４ 0.95 54,970 18～64 46,030 ４ 0.6010 47,040 

20～40 40,140 ５ 

0.9 

55,430 65～74 44,000 ５ 0.5683 47,070 

41～59 38,050 ６ 55,890 

75～ 39,730 

６ 0.5383 53,880 

60～69 35,980 ７ 56,350 ７ 0.5087 56,730 

70～ 32,470 

８ 56,810 ８ 0.4844 59,320 

９ 57,260 ９ 

0.4639 

61,710 

10～ ＋ 460

円ずつ 

10～ +2,390 

円ずつ 
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  （イ）中学校  ８１，０００円以内 

  （ウ）高等学校 ８７，９００円以内 

  ウ 家具什器 

    長期入院後退院する単身者、災害被災者、転居の場合 

    ３２，３００円以内 

  エ 配電設備 

    はじめて配電設備を新設する場合 

  オ 水道等設備 

    井戸水が飲用に適しない等水道がどうしても必要な場合 

  カ 期末一時扶助 

    越年するための一時金（１級地－２） 

    毎年１２月に１人世帯１３，５２０円、２人世帯２２，０３０円 

（２）住宅扶助 

   生活に困窮している方が家賃、間代、地代等を支払う必要があるとき、及び補修その他住宅

を維持する必要があるときに行われる扶助です。 

 

基準額 家賃・間代・地代等（月額限度額） 

１人 ２人 ３～５人 ６人 ７人以上 

４１，０００円 ４９，０００円 ５３，０００円 ５７，０００円 ６４，０００円 

   補修費等住宅維持費、年額１２８，０００円以内。 

（３）教育扶助 

   生活に困窮する家庭の児童が義務教育を受けるのに必要な扶助です。 

教育扶助基準額 

区  分 小 学 校 中 学 校 

基準額（月額） ２，６００円以内 ５，１００円以内 

教材費（楽器購入費を含

む） 

正規の教材として学校長又は教育委員会が指定するものの購

入又は利用に必要な額 

学校給食費 保護者が負担すべき給食費の額 

通学のための交通費 通学に必要な最小限度の額 

学習支援費（年額） 実費１６，０００円以内 実費５９，８００円以内 

（４）医療扶助 

   生活に困窮している方が、けがや病気で医療を必要とするときに行われる扶助です。 

  ア 医療扶助基準 

    国民健康保険の診療方針及び診療報酬に基づき診療に必要な最小限度の額 

  イ 医療扶助の申請 

    保護変更申請書（傷病届）に必要事項を記載のうえ、福祉事務所へ提出します。福祉事務所

は医療機関あての医療券又は医療要否意見書を発行します。 
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（５）介護扶助 

   困窮のため最低限度の生活を維持できない要介護者及び要支援者に対して行われる扶助です。 

（６）出産扶助 

   生活に困窮している方が出産をするときに行われる扶助です。 

  ア 基準額 

区  分 基 準 額 

出産に要する費用 ３１１，０００円以内 

  イ 病院、助産所等施設において分べんする場合は、入院（８日以内の実入院日数）に要する必

要最小限度額を基準額に加算します。 

  ウ 衛生材料費を必要とする場合は、６，０００円の範囲内の額を基準額に加算します。 

（７）生業扶助 

  ア 生業に必要な資金、器具や資料を購入する費用又は技能を習得するための費用若しくは就

労のための費用等を必要とするときに行われる扶助です（原則として金銭をもって支給され

ます）。 

基準額 

区  分 基 準 額 

生 業 費 ４７，０００円以内 

技能修得費 ８７，０００円以内 

就職支度費 ３３，０００円以内 

    技能修得費は、その期間が１年以内の場合において、１年を限度として算定します。ただ

し、世帯の自立更生上特に効果があると認められる技能修得については、その期間は２年以

内とし、１年につき８７，０００円以内の額で算定します。 

  イ 高等学校等に就学し卒業することが当該世帯の自立助長に効果的であると認められる場合

について、高等学校等就学費が支給され正規の就学年限に限り認定します。 

基準額 

区  分 基 準 額 

基本額（月額） ５，３００円 

教材代 教科書等の購入に必要な額 

授業料、入学料等 県立高等学校における額以内の額 

通学のための交通費 通学に必要な最小限度の額 

学習支援費（年額） 実費８４，６００円以内 

（原則として金銭をもって支給されます。） 

（８）葬祭扶助 

   生活に困窮している方が葬祭を行う必要があるとき行われる扶助です。 

  基準額 

  ア 大人 ２１２，０００円 

  イ 小人 １６９，６００円 
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３ 最低生活費 

  平塚市（１級地－２）の標準３人世帯の保護基準による最低生活費は次のとおりです。 

ただし、世帯構成が３３歳の男、２９歳の女、４歳の子の一般居宅世帯の例です。 

（１）生活扶助費…１４１，９３０円 

（２）住宅扶助費…５３，０００円以内（３～５人） 

   （ただし、特別の場合一定額の範囲内で実費を支給） 

   このほか保護を受ける世帯の状況に応じて、一定の扶助費が加算される場合があります。また、

医療、出産に必要な費用、教育、生業等を行うのに必要な経費について扶助費が支給されます。 

 

４ 保護の申請 

  保護は原則としてこれを受けようとする方の申請によって開始されますが、特に急迫した状態

にある方に対しては、職権で保護を開始することができます。 

 

５ 保護の決定 

  福祉事務所は、生活に困窮している方から申請を受け、その家庭を社会福祉主事が訪問して実

状を調査したうえ、その家庭の収入を認定し、保護の基準額に対して不足する分について保護を

行います。 

  なお、実状調査に際しては必要に応じ民生委員の協力を得る場合があります。 

 

６ 加 算 

  生活保護基準には、保護を受ける世帯の状況に応じて、各種の加算をつけることが認められま

す。 

※加算額（１級地） 

（１）妊産婦加算 

  ア 妊娠６か月未満  ９，１３０円 

  イ ６か月以上   １３，７９０円 

  ウ 産 婦      ８，４８０円 

（２）障害者加算（居宅の場合） 

  ア 障害等級表の１級若しくは２級又は国民年金法施行令別表に定める１級のいずれかに該当

する障がいのある方 月額２６，８１０円 

  イ 障害等級表の３級又は国民年金法施行令別表に定める２級のいずれかに該当する障がいの

ある方 月額１７，８７０円 

（３）在宅患者加算 

   在宅患者で現に療養に専念している方が栄養補給を必要とする場合 

   １３，２７０円 

（４）児童養育加算 

   ０歳から１８歳まで    １０，１９０円 

   ※その他、児童に係る経過的加算あり 

（５）母子加算 

   児童１人      １８，８００円 
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   児童２人      ＋４，８００円 

   児童３人以上    ＋２，９００円(１人増す毎に加算) 

   ※その他、母子世帯に係る経過的加算あり 

 

７ 勤労控除 

  収入を認定する際には、収入の全部が認定されるのではなく、働いて得た収入については一定

の範囲内で控除が認められます。 

（１）基礎控除…収入金額の区分に応じて一定額の基礎控除が認められます。 

（２）その他の控除…新規就労控除、未成年者控除等の控除があります。 

 

８ 就労自立給付金 

  就労により生活保護から脱却すると税・社会保険料等の負担が生じるため、保護受給中の就労

収入のうち収入認定された金額の範囲内で、安定就労の機会を得たことにより保護廃止に至った

時に支給する制度です。 

  支給上限額 単身世帯１０万円 複数世帯１５万円 

 （最低給付額 単身世帯 ２万円 複数世帯 ３万円） 

 

９ 進学準備給付金 

  生活保護世帯の子どもの大学等への進学支援を図ることを目的として、大学等に進学した人に

対して、新生活の立ち上げ費用として支給する制度です。 

  支給上限額 自宅通学者１０万円  進学の理由で転居する者３０万円 

 

１０ 指定医療機関 

  医療を必要とする被保護者を診察、治療及び看護をする医療機関は、厚生労働大臣又は知事の

指定した医療機関となり未指定の医療機関では受診はできません。 

 

１１ 介護扶助指定介護機関 

  介護を必要とする被保護者の介護サービスを行う介護機関は、知事の指定した介護機関となり、

未指定の介護機関ではサービス利用はできません。 

 

１２ 非課税その他の減免 

  生活保護を受けている家庭については、各種減免措置があります。 

（１）市県民税の非課税 

（２）固定資産税、都市計画税の減免 

（３）国民年金保険料の免除 

（４）ＮＨＫ受信料の免除 

 

１３ お問い合わせ 
  生活福祉課                電話２３－１１１１（代表） 

  保護第一担当、保護第二担当、保護第三担当 内線２２２５、２１５２、２２０９、２２１０ 

  援護担当                 内線２１９０、２５６２ 
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１３ 介 護 保 険 
 

 

 介護保険制度は、ねたきりや認知症により介護や支援が必要な状態になっても、で

きる限り住み慣れた地域で自立した生活が送れるよう、介護を社会全体で支え、利用

者の希望を尊重した総合的な介護サービスを提供する仕組みです。  

 

１ 保険者について 

（１）内 容 

   地域住民に身近な行政主体である市町村が保険者（運営主体）となるため、原

則として、平塚市が介護保険の保険者となります。国・県・市からの公費と被保

険者からの保険料を財源として介護保険制度を運営します。  

（２）お問い合わせ  介護保険課  電話２１－８７９０（直通）  

 

２ 被保険者（加入者）について 

（１）対 象 

   原則として､平塚市に住所を有する４０歳以上６５歳未満の医療保険加入者及

び６５歳以上の全ての方が、本市の介護保険の被保険者となります。  

（２）内 容 

   介護保険の被保険者は､ねたきりや認知症により介護や支援が必要になったと

きに保険給付が受けられます。ただし、身体障害者福祉法等に規定する障がい者

支援施設や生活保護法に規定する救護施設等の適用除外施設に入所、入院してい

る方は、被保険者とはなりません。  

   被保険者は、次のように年齢によって第１号被保険者と第２号被保険者とに分

かれます。  

  ア  第１号被保険者…６５歳以上の方  

  イ  第２号被保険者…４０歳以上６５歳未満の医療保険加入者  

    第１号被保険者と第２号被保険者とでは、介護保険のサービスを受けられる

条件や保険料に違いがあります。  

（３）資格取得又は喪失の届出（原則として第１号被保険者のみ）  

  ア  本市に転入することにより資格を取得する場合  

    市民課を経て介護保険課で手続をしてください。介護保険被保険者証、介護

保険料納入通知書を後日郵送します。  

  イ  他市に転出することにより資格を喪失する場合  

    市民課を経て介護保険課で手続をしてください。介護保険被保険者証等を返

還していただきます。要介護（要支援）認定を受けている方については受給資

格証明書を発行します。また、介護保険料の還付金が発生する場合があります

ので、その際には、被保険者の口座情報（預金通帳等）が必要になります。  
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  ウ  死亡した場合  

    介護保険課へ介護保険被保険者証等を返還していただきます。また、介護保

険料の還付金が発生する場合がありますので、その際には、相続人代表の口座

情報（預金通帳等）が必要になります。  

  エ  その他、住所の異動等があった場合  

    市民課を経て介護保険課で手続をしてください。介護保険被保険者証の差し

替えを行います。  

（４）お問い合わせ  介護保険課介護保険料担当  電話７１－５２３８（直通）  

 

３ 介護保険料について 

（１）内 容 

   介護保険の給付に必要な費用（利用者負担分を除く。）は、その半分を公費（国・

県・市）で､残りの半分を４０歳以上の被保険者の介護保険料で賄うことになって

います。 

   ６５歳以上の方（第１号被保険者）と４０歳から６５歳未満の方（第２号被保

険者）では、保険料の算定方法や納付方法が異なります。  

  ア  第１号被保険者の保険料  

    保険者（平塚市）が、介護サービスの提供量等を基に介護保険事業費を推計

し決定します。  

  （ア）保険料額  

     個人や世帯の前年の所得及び課税状況等に応じて１７段階に設定し、所得

の低い方は負担が重くならないよう保険料が軽減される仕組みになっていま

す。 
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（イ）納付方法  

     老齢基礎、老齢（退職）、障害、遺族年金が年額１８万円（月額１万５千円）

以上の方は、原則、年金から特別徴収（天引き）され、それ以外の方は口座

振替や市から送られる納付書で個別に金融機関等へ納めることになります。  

  （ウ）減免制度  

     災害その他の事情によって生活が著しく困難となった方（生活保護等を受

給している方を除く。）は、減免の対象となる場合があります。  

 

  イ  第２号被保険者の保険料  

  （ア）保険料額及び納付方法  

     加入している医療保険の算定方法によって計算され、医療保険料に上乗せ

して、納めることになります。  

（２）お問い合わせ  介護保険課介護保険料担当  電話７１－５２３８（直通）  

 

保険料段階
年間保険料額

（保険料率）

第１段階

●生活保護受給者又は中国残留邦人等支援給付の受給者

●老齢福祉年金の受給者
●本人の前年の「公的年金等収入金額」と「合計所得金額から公的年
　金等に係る雑所得を控除した額」の合計が８０万円以下の方

１９，８４７円

（基準額×０．３０）

第２段階
本人の前年の「公的年金等収入金額」と「合計所得金額から公的年金

等に係る雑所得を控除した額」の合計が８０万円を超え１２０万円以
下の方

２５，１４０円

（基準額×０．３８）

第３段階 上記第１段階、第２段階以外の方
４６，３１０円

（基準額×０．７０）

第４段階
本人の前年の「公的年金等収入金額」と「合計所得金額から公的年金

等に係る雑所得を控除した額」の合計が８０万円以下の方

５９，５４１円

（基準額×０．９０）

第５段階 上記第４段階以外の方
６６，１５６円

（基準額）

第６段階 本人の前年の合計所得金額が６０万円未満の方
７６，０８０円

（基準額×１．１５）

第７段階 本人の前年の合計所得金額が６０万円以上１２０万円未満の方
７９，３８８円

（基準額×１．２０）

第８段階 本人の前年の合計所得金額が１２０万円以上１２５万円未満の方
８２，６９５円

（基準額×１．２５）

第９段階 本人の前年の合計所得金額が１２５万円以上１５０万円未満の方
８６，００３円

（基準額×１．３０）

第１０段階 本人の前年の合計所得金額が１５０万円以上１８０万円未満の方
９２，６１９円

（基準額×１．４０）

第１１段階 本人の前年の合計所得金額が１８０万円以上２１０万円未満の方
９９，２３４円

（基準額×１．５０）

第１２段階 本人の前年の合計所得金額が２１０万円以上３２０万円未満の方
１０５，８５０円

（基準額×１．６０）

第１３段階 本人の前年の合計所得金額が３２０万円以上４００万円未満の方
１１２，４６６円

（基準額×１．７０）

第１４段階 本人の前年の合計所得金額が４００万円以上５００万円未満の方
１２５，６９７円

（基準額×１．９０）

第１５段階 本人の前年の合計所得金額が５００万円以上８００万円未満の方
１３８，９２８円

（基準額×２．１０）

第１６段階 本人の前年の合計所得金額が８００万円以上１，０００万円未満の方
１５２，１５９円

（基準額×２．３０）

第１７段階 本人の前年の合計所得金額が１，０００万円以上の方
１６５，３９０円

（基準額×２．５０）

本人が市民税非課税

かつ世帯内に
市民税課税者がいる方

対象となる方

世帯全員が

市民税
非課税の方

本人が

市民税
課税の方
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４ 要介護(要支援)認定について 

（１）要介護（要支援）認定の申請について  

   介護保険を使って、介護サービス（介護予防サービス）を利用しようとすると

きは､市へ要介護（要支援）認定の申請をしてください。申請要件は次のとおりで

す。 

  ア  介護サービスが必要になった６５歳以上の方（第１号被保険者）は､その原因

を問わず申請することができます。  

  イ  ４０歳以上６５歳未満の方（第２号被保険者）は、初老期における認知症、

脳血管疾患など加齢が原因とされる１６種類の病気により介護サービス（介護

予防サービス）が必要となった場合、申請することができます。  

    申請は御本人､御家族以外に指定居宅介護支援事業者、高齢者よろず相談セン

ター（※）などへ代行を依頼することもできます（市内指定居宅介護支援事業

者リストは、介護保険課窓口に用意してあります。）。 

   （※高齢者よろず相談センターとは、地域包括支援センターのことです。）  

（２）要介護（要支援）認定について  

   申請に基づいて、認定調査員が訪問し、御本人の状態を調査します。この調査

結果と主治医から提出される意見書を全国共通のコンピュータソフトに入力して

一次判定を行います。一次判定の内容と認定調査員の特記事項及び主治医意見書

とを併せて、医師等の専門家で構成される介護認定審査会により審査判定（二次

判定）が行われます。この判定に基づき認定結果を通知します。  

   要介護度が要支援１、２（介護予防給付対象者）及び要介護１～５（介護給付

対象者）までの７区分によって、利用できるサービスの量や内容が異なります。  

（３）認定の有効期間と更新申請等について  

   認定の有効期間は原則として新規認定・区分変更が６か月間、更新認定が１２

か月間です。ただし、介護認定審査会の意見に基づき必要と認める場合、有効期

間を原則よりも短く又は長く定めることがあります（新規認定・区分変更３か月

から１２か月、更新認定３か月から４８か月）。  

   更新申請は、有効期限の６０日前から受け付けます。また、身体の状態が著し

く変化したときは、更新時期前でも要介護（要支援）状態の区分変更の申請をす

ることができます。  

（４）介護（介護予防）サービス計画（ケアプラン）について  

   要介護（要支援）認定を受けた方で、要介護１～５（介護給付の対象者）の方

は居宅介護支援事業者（ケアプラン作成事業者）に、要支援１、２（介護予防給

付の対象者）の方は高齢者よろず相談センターに、それぞれどのようなサービス

を利用するか相談し、サービス計画を作ってもらいます。  

   利用者は、在宅でサービスを受ける場合、要介護状態区分に応じて支給限度基

準額の範囲内で介護支援専門員（ケアマネジャー）の助言を受けて心身の状態、

家庭の状況等に適したサービスを選ぶことができます。  

   なお、介護サービスの計画作成には、利用者の費用負担はありません。  
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（５）お問い合わせ  

（１）から（３）は介護保険課介護認定担当  電話７１－５２３７（直通）  

（４）は介護保険課介護給付担当  電話２１－８７９０（直通）  

 

５ 介護保険の給付について 

（１）介護給付・介護予防給付  

   要介護者や要支援者が居宅サービスを利用した場合、また要介護者が施設サー

ビス（要支援者は利用できません。）を利用した場合に、利用者の負担割合に応じ

てサービス費用の９割から７割分が介護保険から支給されます。  

   要支援１及び要支援２の方については、適切なサービスの利用により心身の状

態がより良くなる可能性が高いことから「介護予防サービス」を受けます。  

   保険給付で受けられるサービスの量（支給限度基準額）は、要介護度ごとに次

のように決まっています。  

居宅（介護予防）サービスの支給限度基準額  

要介護状態区分 上限（１か月）  

要支援１ ５０，３２０円  

要支援２ １０５，３１０円  

要介護１ １６７，６５０円  

要介護２ １９７，０５０円  

要介護３ ２７０，４８０円  

要介護４ ３０９，３８０円  

要介護５ ３６２，１７０円  

  ※上記の支給限度額は標準地域のもので、地域差は勘案していません。  

  ※施設サービスについては、施設ごと要介護度ごとに費用が決まっています。  

   介護保険の給付の対象となるサービスの種類は次のとおりです。  

  ※要支援１、２の方は○印のついたサービス、要介護１～５の方は△印がついた

サービスが受けられます。○△印のついたサービスはどちらの方でも受けられ

ます。 

  ア  居宅サービス  

  （ア）△訪問介護（ホームヘルプサービス）  

  （イ）○△訪問入浴介護  

  （ウ）○△訪問看護  

  （エ）○△訪問リハビリテーション  

  （オ）○△居宅療養管理指導  

  （カ）△通所介護（デイサービス）  

  （キ）○△通所リハビリテーション（デイケア）  

  （ク）○△短期入所生活介護（ショートステイ）  

  （ケ）○△短期入所療養介護（ショートステイ）  
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  （コ）○△福祉用具貸与（要支援１、要支援２、要介護１～３の方は給付対象外

の品目があります。詳しくはケアマネジャー又は市に御相談ください。）  

  （サ）○△特定施設入居者生活介護  

  イ  居宅介護支援、介護予防支援  

    居宅介護支援、介護予防支援（介護サービス計画、介護予防サービス計画の

作成費用）についての利用者負担はありません。  

  （ア）△要介護１～５と認定された場合  

     居宅介護支援事業者が利用者の依頼を受けて、介護サービス計画（ケアプ

ラン）を作成し、実際に計画どおりサービスが受けられるようサービス提供

事業者と連絡調整します。  

     居宅介護支援事業者には、介護に関する専門家である介護支援専門員  （ケ

アマネジャー）が配置され、介護支援専門員が利用者本人の状況や家族を含め

たサービスの利用意向を確認して、介護サービス計画を作成します。  

  （イ）○要支援１、２と認定された場合  

     高齢者よろず相談センターが利用者の依頼を受けて、介護予防サービス計

画（介護予防ケアプラン）を作成し、生活機能の維持・向上を目指すという

目的を明確にし、利用者ができることは自分で行い、できないことをサービ

ス提供事業者などの手助けを受けて、心身の改善を図ります。  

     高齢者よろず相談センターでは、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャ

ー等の専門職が配置され、住み慣れた地域でいつまでも自立した生活を続け

ていけるよう手助けしていきます。  

  ウ  施設サービス  

   ※要支援の方は利用できません。  

  （ア）△介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）  

…原則要介護３以上の方が入所できます。  

  （イ）△介護老人保健施設  

  （ウ）△介護療養型医療施設  

  （エ）△介護医療院  

  エ  地域密着型サービス  

  （ア）△定期巡回・随時対応型訪問介護看護  

  （イ）△夜間対応型訪問介護  

  （ウ）△地域密着型通所介護  

  （エ）○△認知症対応型通所介護  

  （オ）○△小規模多機能型居宅介護  

  （カ）○△認知症対応型共同生活介護（要支援２以上の方が利用できます）  

  （キ）△地域密着型特定施設入居者生活介護  

  （ク）△地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  

  （ケ）△看護小規模多機能型居宅介護  

  オ  高額介護サービス費の支給  
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    居宅サービスと施設サービスに対して支払った利用者負担（食事の一部負担

や保険給付外の費用は含まれません。）が、上限額を超えたときは、超えた部分

について介護保険から払い戻しされます。  

    上限額は所得に応じて設定され、以下のとおりです。  

  （ア）生活保護の被保護者及び老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の

方、又は世帯全員が市民税非課税でかつ合計所得金額と課税年金収入額の合

計（左記合計から年金収入に係る所得を控除した額）が８０万円以下の方…

月額１５，０００円（個人単位）  

  （イ）世帯全員が市民税非課税で、（ア）の要件に該当しない方  

    …月額２４，６００円（世帯単位）  

  （ウ）一般世帯：（ア）、（イ）に該当しない方  

    …月額４４，４００円（世帯単位）  

  （エ）課税所得１４５万円以上：６５歳以上（第１号被保険者）で、同一世帯に

課税所得１４５万円以上３８０万円未満の第１号被保険者がいる方  

…４４，４００円（世帯単位）  

  （オ）課税所得３８０万円以上：６５歳以上（第１号被保険者）で、同一世帯に

課税所得３８０万円以上６９０万円未満の第１号被保険者がいる方  

…９３，０００円（世帯単位）  

  （カ）課税所得６９０万円以上：６５歳以上（第１号被保険者）で、同一世帯に

課税所得６９０万円以上の第１号被保険者がいる方  

…１４０，１００円（世帯単位）  

     「高額介護サービス費支給申請書」等が送付されましたら、介護保険課又は

郵送で申請の手続をしてください。なお、申請の手続以後、支給対象となった

場合には、手続の際に指定された口座へ自動的に支給振込をいたします。  

  カ  福祉用具購入費の支給  

    入浴や排泄等に用いる福祉用具を購入したときは､利用者の負担割合に応じ

て購入費用の９割から７割相当額が支給されます。ただし、限度額は毎年４月

から１年ごとに１０万円（自己負担分を含む。）となります。  

    支払方法は償還払いとなりますので、一度、費用の全額を支払った後に申請

して９割から７割分を請求します。  

    福祉用具の購入にあたっては、介護支援専門員（ケアマネジャー）のケアプ

ランの位置付けと販売業者の指定制度が導入されており、福祉用具専門相談員

による福祉用具販売計画の作成が義務付けられております。福祉用具を購入希

望の場合は必ずケアマネジャーに相談してください。ケアマネジャーがいない

場合には特定福祉用具販売事業者の福祉用具専門相談員に必ず相談してくださ

い。 

   ※申請書類…申請書、領収書原本､購入した福祉用具が分かるパンフレット（写

しでも可）  

  キ  住宅改修費の支給  



72 

    手すりの取り付け等の住宅改修を行ったときは、利用者の負担割合に応じて

改修費用の９割から７割相当額が支給されます。ただし、限度額は２０万円（自

己負担分を含む。）となります。  

    なお、支給を受けるには工事前の事前審査を経て、改修後に支給申請をしな

ければなりません。  

    支払方法は福祉用具購入費の支給と同様の償還払いと、また別に受領委任払

いがあります。受領委任払いは自己負担分を被保険者が市に登録している施工

業者に支払い、残りは市が直接当該施工業者に支払います。  

   ※事前申請書類…申請書、理由書、工事費見積書、改修前の写真 (日付入り )、 

所有者の承諾書（住宅の所有者が異なる場合）  

   ※改修後申請書類…申請書、理由書、領収書 (原本 )、改修前・改修後の写真 (日

付入り )、工事費見積書、所有者の承諾書（住宅の所有者が

異なる場合）  

（２）お問い合わせ  介護保険課介護給付担当  電話２１－８７９０（直通）  

 

６ 介護サービス相談員派遣事業 

（１）対 象 

   介護保険施設等の介護サービスを利用している要支援・要介護者  

（２）内 容 

   市から委嘱された介護サービス相談員が介護保険施設等を訪問し、介護サービ

ス等に関する疑問や不満を聞きながらサービスの実態等を把握し、苦情に至る事

態を未然に防止できるよう事業所や市に提言します。  

（３）お問い合わせ  介護保険課介護給付担当  電話２１－８７９０（直通）  

 

７ 高額医療・高額介護合算制度について 
（１）内  容  

   同一世帯の被保険者において、年間の医療費と介護費を合算した額が自己負

担限度額を超えた場合、超えた分を按分した額がそれぞれ医療保険者からは高

額介護合算療養費として、介護保険者からは高額医療合算介護サービス費とし

て支給される制度があります。  
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※高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額  

７０歳未満    
７０～７４歳  

後期高齢者医療制度  

所得区

分  

医療費  

＋  

介護費  

  所得区分  

医療費  

＋  

介護費  

区分ア  
２１２

万円  
  

課税所得  

690 万円以

上  

２１２

万円  

区分イ  
１４１

万円  
  

課税所得  

380 万円以

上  

１４１

万円  

区分ウ  
６７万

円  
  

課税所得  

145 万円以

上  

６７万

円  

区分エ  
６０万

円  

  

一般  
５６万

円  

区分オ  
３４万

円  

低所得者  

Ⅱ  

３１万

円  

低所得者  

Ⅰ  

１９万

円  

・８月１日～翌年７月３１日までの一年間の自己負担額を合算して計算します。  

（２）お問い合わせ  

  ・介護保険については、  

   介護保険課介護給付担当  電話２１－８７９０（直通）  

  ・国民健康保険については、  

   保険年金課資格給付担当  電話２１－８７７６（直通）  

  ・後期高齢者医療制度については、  

   保険年金課後期高齢者医療担当  電話２１－９７６８（直通）  

 

８ 介護保険に関する相談等 

（１）介護サービスに関する苦情・相談  

   介護サービスの利用に不満や苦情があるときの窓口は、次のとおりです。  

  ア  サービス提供事業者  

  イ  居宅介護支援事業者・介護予防支援事業所（高齢者よろず相談センター）  

  ウ  平塚市介護保険課  電話２１－８７９０（直通）  

  エ  神奈川県国民健康保険団体連合会（国保連合会）  

    介護保険課  介護苦情相談係  

    電話０４５－３２９－３４４７  

オ  神奈川県  高齢福祉課  電話０４５－２１０－１１１１（代表）  

    在宅サービスグループ（居宅）    内線４８４２  
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    福祉施設グループ（特養）      内線４８５４  

    保健・居住施設グループ（老健等）  内線４８５９  

（２）要介護認定、保険料の賦課等の相談  

   要介護認定や保険料の賦課等について疑問があるときは、まず平塚市介護保

険課に御相談ください。  

  ・認定に関することについては、  

   介護保険課介護認定担当  電話７１－５２３７（直通）  

  ・保険料の賦課等については、  

   介護保険課介護保険料担当  電話７１－５２３８（直通）  
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１４ 児童・母子（父子）福祉 
 

 

１ 保育 

１ 保育所について 

  保育所とは、児童福祉法に基づき日々保育の必要性がある児童（生後２か月(※１)から就学前

まで）を保護者にかわってお預かりする児童福祉施設です。 

※１ 受け入れ可能な月齢は、施設によって異なります。 

 

２ 地域型保育について 

  地域型保育とは、児童福祉法で児童福祉施設として位置づけられる「認可保育所」とは法令上

の位置づけが異なり、原則０～２歳児の子どもにきめ細やかな保育をするための事業です。定員

１９人以下で通常の保育所に比べ、小規模な施設型保育である「小規模保育」の他、「家庭的保育」、

「居宅訪問型保育」、「事業所内保育」の４つを総称した保育事業です。 

 

３ 認定こども園について 

  認定こども園とは、いわゆる認定こども園法に基づき設置される、幼稚園と保育所の機能や特

長をあわせ持つ施設です。保育の必要性がある０～２歳児(※１)については、夕方までお預かり

し、３～５歳児(※２)については昼過ぎ頃までの教育時間及び保育が必要な場合は夕方までお預

かりします。 

 ※１ 受け入れ可能な月齢は施設によって異なります。 

 ※２ 施設の特性によって、３歳（または満３歳）からお預かりする場合があります。 

 

４ 認定制度 

  保護者の申請により、保育の必要性に応じた区分を市が認定します。 

（１）保育の必要性の認定区分 

  １号認定 満３歳以上の小学校就学前子ども（２号認定、３号認定に該当するものを除く） 

       （利用先：新制度移行幼稚園、認定こども園） 

  ２号認定 満３歳以上の小学校就学前子どもであって、保育の必要な事由により家庭において

必要な保育を受けることが困難であるもの 

       （利用先：認可保育所、認定こども園） 

  ３号認定 満３歳未満の小学校就学前子どもであって、保育の必要な事由により家庭において

必要な保育を受けることが困難であるもの 

       （利用先：認可保育所、認定こども園、地域型保育） 

  ※保育の必要な事由 就労、妊娠・出産、疾病・障がい、介護・看護、災害復旧、求職活動、就

学、育児休業中の継続利用等（子ども・子育て支援法施行規則による） 

  ※「幼児教育・保育の無償化」により、保育の必要性がある人が、一時預かり、幼稚園の預かり 

保育、私学助成型幼稚園、認可外保育施設などを利用した場合は別の認定区分となります。 

 

（２）保育の必要量に応じた利用時間 
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   保育を必要とする量（事由）により利用時間が２つに分かれます。 

   保育標準時間（最大１１時間） 

   保育短時間（最大８時間） 

（３）保育の実施基準 

   保育所、地域型保育、認定こども園の保育部分への入所は、保護者が次のいず

れかに該当し、当該就学前子どもの保育が必要であると認められる場合に行いま

す。 

就    労 
居宅外・居宅内で就労をしている場合（月に６０時間以上〈休憩時間含

む〉） 

妊 娠・出 産 
出産前後の場合（利用期間は出産予定月の１か月前から数えて４か月間）

※１ 

疾病・障がい ご家庭での保育が困難な病気、ケガまたは障がいが保護者にある場合 

介 護・看 護 
親族（長期入院等をしている親族を含む）を常時介護・看護している場合

（月に６０時間以上） 

災 害 復 旧 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたる場合 

求 職 活 動 
継続して活動（起業準備を含む）している場合 

（求職活動中に入所した場合、利用期間は入所月を含んだ３か月間）※２ 

就    学 
職業訓練校等における職業訓練を含む（月に６０時間以上〈休憩時間含

む〉） 

育児休業中の 

継 続 利 用 

育児休業取得時、既に保育所等に入所している子どもがいて継続利用が必

要である場合 ※３ 

そ   の   他 上記に類する状態として市長が認める場合 

※１ 予定月から出産が遅れた場合、終期を出産月から数えて３か月後の月末までとします。 

※２ ３か月以内に就労を開始し、就労証明書及び教育・保育給付認定申請書を平塚市役所保

育課へ提出した場合、４か月目以降も継続して入所することができます。 

※３ ①下の子が１歳に達する月の月末までは上の子の継続利用ができます。 

     ②下の子の保育所等入所申込をしたが、入所できなかった場合には、下の子が最大２歳

に達する月の月末までは上の子の継続利用ができます。 

     ③上の子が５歳児クラスに在籍している場合、育児休業中であれば卒園まで継続利用が

できます。 

     ④下の子が１歳に達した翌月以降の保育所等の入所が内定したにもかかわらず、その内

定を辞退した場合、上の子は退所となります。 

（４）保育料 

   保護者の課税状況（市民税額）によって平塚市が定める費用徴収基準により保育料を負担し

ていただきます。 

※「幼児教育・保育の無償化」により、保育所、認定こども園、幼稚園などに通う３歳から５歳

までの全ての子どもと、０歳から２歳までの住民税非課税世帯の子どもを対象に、保育料が

無償化となります。詳しくは、「平塚市ホームページ」をご覧ください。 

（５）保育所等 

   巻末の社会福祉施設等一覧を参照してください。 

（６）お問い合わせ 保育課保育担当 電話２１－９６１２（直通） 

 

２ 助産施設 

（１）内 容 

   助産施設は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることが
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できない妊産婦を入所させて助産を受けさせることを目的とする施設です。申請する場合は所

得制限があります。 

（２）お問い合わせ こども家庭課こども総合相談担当 電話２１－９８４３（直通） 

 

３ 相談･支援 

１ こども総合相談について 

  子どもに関する不安や悩みの相談を受ける窓口です。相談機関の選択に迷ったらまず、こども

総合相談窓口に相談してください。 

  窓口には、社会福祉士、家庭児童相談員等を相談員として配置しています。必要に応じ、関係機

関と連携をとり、妊娠中から１８歳未満の子どもを持つ保護者、家族などの相談を受けます。 

（１）相談内容 

  ア 育児相談 

  イ 子育て情報の紹介 

  ウ 養育困難や虐待などに関する相談 

  エ いじめ、不登校、しつけ等に関する相談 

  オ ひとり親家庭の相談 

  カ ヤングケアラー全般に関する相談 

（２）相談方法 

   月～金曜日８時３０分～１７時 

   電話や来所により相談を受けます。 

（３）お問い合わせ こども家庭課こども総合相談担当 電話２１－９８４３（直通） 

 ※相談内容によっては専門相談員が次の相談を受けます。 

 

２ 母子・父子相談 

  母子・父子自立支援員を配置し、母子・父子及び寡婦の家庭の福祉に資するため、母子家庭の母

親又は父子家庭の父親等に対し、その自立に必要な相談を受けます。 

（１）相談方法 

   月～金曜日１０時１５分～１７時 

   あらかじめ電話での予約をお願いします。 

（２）お問い合わせ こども家庭課こども総合相談担当 電話２１－９８４３（直通） 

 

３ こども発達支援室くれよんについて 

  保健師、臨床心理士、社会福祉士などの専門職やことばの相談員を配置し、小学校入学前までの

お子さんの発達上の心配や障がいに関する相談をお受けします。また、１８歳未満までのお子さん

の福祉サービスの利用など、成長に合わせた相談もお受けします。発達支援に向けてのより良い方

法を保護者の方と一緒に考え、必要に応じて関係機関やグループ指導などを紹介します。 

（１）所在地  追分１－４３ 

（２）対 象  １８歳未満のお子さんとそのご家族 

（３）相談方法 来所による個別相談（要予約） 

        月～金曜日１０時～１５時 
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   ※あらかじめ電話での予約をお願いします。内容によってはお電話でのご相談もお受けでき

ますので、お問い合わせください。（８時３０分～１７時） 

（４）お問い合わせ 平塚市こども発達支援室くれよん 電話３２－２７３８ 

 

４ 通所サービスの給付について 

  児童福祉法に基づいて行われるサービスで、基本的な動作の指導や集団生活への適応、放課後

の活動などの支援に対し、給付を行うものです。 

  ご利用を希望される場合は、「こども発達支援室くれよん」での申請が必要です。 

（１）児童発達支援 

   日常における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練を行うサービスです。 

（２）放課後等デイサービス 

   放課後や長期休暇中の居場所づくりと訓練等を行うサービスです。 

 

５ 子育て支援事業について 
  多様化する保育需要に細かく対応するため、保育所等の専門的機能を活用して福祉サービスを

行っています。 
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（１）子育て支援事業実施施設一覧表                         （Ｒ５.４.１現在） 

施設名 育児相談 一時預かり 開放保育 休日保育 

私 
 

立 

平塚保育園 ○ ○   

柳町保育園 ○ ○   

明石町保育園 ○    

しらゆり保育園 ○    

あさひ保育園 ○ ○   

横内保育園 ○ ○ ○  

いずみ保育園 ○ ○ ○  

金目保育園 ○ ○   

八幡保育園 ○ ○ ○  

愛・八幡保育園 ○ ○ ○  

大町保育園 ○  ○  

ゆうかり保育園 ○ ○ ○  

中原保育園 ○ ○ ○  

高村保育園 ○ ○ ○  

富士見保育園 ○ ○ ○  

みどり保育所 ○ ○ ○  

みどり保育所分園  

ピッコロ  ○  ○  

もんもん保育園 ○ ○ ○  

苗･もんもん保育園 ○ ○ ○  

サン・キッズ湘南 ○ ○ ○ ○ 

真土すばる保育園 ○ ○ ○  

湘南きらら保育園 ○ ○ ○  

花・もんもん保育園 ○  ○  

サン・キッズ 

平塚ステーション ○ ○ ○  

湘南みらい保育園 ○ ○ ○  

湘南平塚 

あゆみ保育園 ○    

くまのこ保育園 ○    

サンキッズ金田 

ほいくえん 
○ 〇 〇  

花水さくら保育園 〇 〇 〇  

金目おむすび保育園 〇    
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施設名 育児相談 一時預かり 開放保育 休日保育 

私 
 

立 

認定美里・柿の実 

こども園 〇 〇 〇  

認定こども園大野幼稚園 〇 在園児のみ   

認定こども園さなだ幼稚園 ○ 在園児のみ   

平塚めぐみこども園 ○ 在園児のみ ○  

清水学園付属幼稚園 ○ 在園児のみ ○  

認定こども園 

大神美里幼稚園 
○ 

○ 

（３歳児から） 
○  

認定こども園道和幼稚園 ○ 在園児のみ   

認定こども園神田幼稚園 ○ 在園児のみ ○  

サンライズキッズ 

保育園平塚園 
〇    

錦町保育園あねら 〇  ○  

松風・もんもん保育園 〇    

ぽとふ平塚 ○    

平塚未来保育園 ○    

MIRATZ湘南平塚保育園 ○    

公 
 

立 

神田保育園 ○  ○  

南原保育園 ○  ○  

吉沢保育園 ○  ○  

しらさぎ保育園 ○  ○  

夕陽ケ丘保育園 ○  ○  

若草保育園 ○  ○  

大神保育園 ○  ○  

港こども園 ○ 在園児のみ ○  

（２）お問い合わせ 各施設（※電話番号等は巻末社会福祉施設等一覧を参照してください。） 

 

６ 子育て支援センターについて 

  ０歳から就学前のお子さんとその保護者を対象に、子育て家庭が抱える育児不安

等の相談、子育て情報の提供及び専門的相談に対する各専門機関との連絡調整等に

ついて、アドバイザーを配置して実施しています。また、保護者同士の交流やアド

バイザーを囲んで、親子で遊び、情報交換できる場を提供しています。  

 ※新型コロナウイルス感染防止のため、利用できる時間や人数を制限し、開所しています。 

  最新の情報は市ホームページをご覧ください。  

（１）所在地  南豊田３８１（豊田分庁舎内） 

（２）開所日時 月曜日から金曜日までの１０時から１５時まで（１２時から１３時は閉所） 

        ※祝日及び年末年始は休みです。 

（３）お問い合わせ 子育て支援センター 電話／ＦＡＸ ３４－９０７６ 
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７ つどいの広場について 

  主に乳幼児（０歳からおおむね３歳まで）のお子さんとその保護者が気軽に集い、うち解けた

雰囲気の中で交流を図ることやアドバイザーによる育児相談などを行っています。また、子育て

に関する講習などを実施しています。 

  ※新型コロナウイルス感染防止のため、利用できる時間や人数を制限し、開所しています。 

  最新の情報は市ホームページをご覧ください。  

 

○つどいの広場 もこもこ 

（１）所在地  明石町８－３ （新宿公園南東隣の建物１階） 

（２）開所日時 月曜日から金曜日までの１０時から１６時まで（１２時から１３時は閉所） 

        ※祝日及び年末年始は休みです。 

（３）お問い合わせ 電話２１－０９９５ 

 

○つどいの広場 きりんのおうち 

（１）所在地  四之宮２－１８－２６（マックスバリュ平塚四之宮店 ２階） 

（２）開所日時 月曜日から金曜日までの１０時から１６時まで（１２時から１３時は閉所） 

        ※祝日及び年末年始は休みです。 

（３）お問い合わせ 電話２１－３１４１ 

 

○つどいの広場 どれみ 

（１）所在地  公所８６８（西部福祉会館 １階子育てサロンスペース） 

（２）開所日時 水曜日から土曜日までの１０時から１６時まで（１２時から１３時は閉所） 

        ※祝日及び年末年始は休みです。 

（３）お問い合わせ 電話５０－５５２５（西部福祉会館） 

 

○つどいの広場 ぽけっと 

（１）所在地  夕陽ケ丘２２－３（港こども園 ３階） 

（２）開所日時 月曜日から水曜日まで、土・日曜日の１０時から１６時まで 

        （１２時から１３時は閉所） 

        ※祝日及び年末年始は休みです。 

（３）お問い合わせ 電話７４－５６８０ 

 

○つどいの広場 ここにくらす 

（１）所在地  北金目２－２５－８（金目おむすび保育園 １階） 

（２）開所日時 火曜日から木曜日までの１０時から１５時まで（１２時から１３時は閉所） 

        ※祝日及び年末年始は休みです。 

（３）お問い合わせ 電話７３－７５５５ 
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８ ファミリー・サポート・センターについて 

  子育ての援助を受けたい方（依頼会員）と子育ての援助を行いたい方（支援会員）からなる会員

組織です。登録していただいた会員の中から、依頼会員の希望する援助内容に応えることのできる

支援会員を紹介します。 

（１）会 員 

  ア 依頼会員（子育ての援助を受けたい方） 

    市内に在住、在勤又は在学する方で、０歳から小学校６年生までのお子さんの保護者の方 

  イ 支援会員（子育ての援助を行いたい方） 

    市内に在住する、心身ともに健康で積極的に援助活動を行うことができる２０歳以上の方 

※センターが実施する講習会を受講していただきます。 

  ウ 両方会員 

    依頼会員と支援会員を兼ねる方 

（２）援助活動の主な内容 

  ア 保育所、幼稚園等の開始前又は終了後のお子さんの預かり 

  イ 保育所、幼稚園等へのお子さんの送迎 

  ウ 保護者の病気や外出などの際の預かり 

エ その他、依頼会員の育児に必要な援助 

（３）報 酬 

  ア 月曜日から金曜日までの７時から１９時まで 

    １時間あたり７００円 

  イ 月曜日から金曜日までの上記以外の時間帯 

    １時間あたり９００円 

  ウ 土・日曜日、祝日、年末年始の終日 

    １時間あたり９００円 

（４）お問い合わせ ファミリー・サポート・センター 

          追分１－４３(福祉会館内)電話／ＦＡＸ ３４－７８４４ 

 

９ 病児・病後児保育室について 

  病気中又は病気の回復期のお子さんを専任の看護師・保育士が専用の保育室でお預かりします。 

  保護者が仕事や病気などの理由により、家庭で保育ができない場合にご利用ください。 

  利用するには事前に利用登録や予約、医師の診察が必要です。詳細については市ホームページ

をご覧いただくか、各施設にお問い合わせください。 

 

○麦・もんもん病児保育室 

 病気中又は病気の回復期のお子さんをお預かりします。 

（１）所在地  松風町２３－５１－１ ２階 

（２）想定疾患 上気道炎、気管支炎、胃腸炎、中耳炎 など 

（３）利用できない疾患 麻しん、風しん、流行性角結膜熱（はやり目）など 

   ※インフルエンザは治療が開始されていればお預かりします。 
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（４）対象児童 市内在住又は保護者が市内在勤・在学で、生後６か月から小学校６年生までのお

子さん 

（５）開所日時 月曜日から金曜日までの８時から１８時まで 

        ※お盆期間、祝日及び年末年始は休みです。 

（６）定 員  ６名（先着順。受入れ児童の疾患等により、変更する場合があります。） 

（７）料 金 

  ア 利用料     １日２，０００円 

  イ 給食・おやつ代 １日  ４００円 

（８）お問い合わせ 電話７５－９６７７ 

 

○平塚保育園 病後児保育室「なでしこ」 

 病気の回復期のお子さんをお預かりします。 

（１）所在地 宮の前４－１３（平塚保育園に併設） 

（２）想定疾患 上気道炎、気管支炎、胃腸炎、中耳炎 など 

（３）利用の目安 ・入室時に熱が３８．５℃未満である 

         ・食事や水分を摂ることができる 

         ・激しい咳がなく、呼吸が落ち着いている 

         ・感染症の場合は他児へ感染する恐れが低い状態になっている 

（４）対象児童 市内在住又は保護者が市内在勤・在学で、生後６か月から小学校３年生までのお

子さん 

（５）開所日時 月曜日から金曜日までの７時３０分から１８時３０分まで 

        ※祝日及び年末年始は休みです。 

（６）定 員  ３名（先着順） 

（７）料 金 

  ア 利用料     １日２，０００円 

  イ 給食・おやつ代 １日  ４００円 

（８）お問い合わせ 電話２２－００５８ 

 

４ 生活の安定 

１ 児童手当について 

  「児童手当」は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。 

（１）支給要件 

   ０歳から１５歳到達後最初の３月３１日までの児童（中学校を卒業するまでの児童）を養育

している方に支給されます。 

（２）手当の額（令和４年６月分から）  

  ア 所得制限限度額未満 

児童の年齢 児童手当の額 

３歳未満 一律 15,000円 

３歳以上小学校修了前 10,000円（第３子以降は 15,000円） 
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中学生 一律 10,000円 

  イ 所得制限限度額以上所得上限限度額未満 

    特例給付として児童１人あたり月額一律５，０００円 

  ウ 所得上限限度額以上 

    支給なし 

（３）所得制限 

   所得制限限度額（令和４年６月分の手当から） 

扶養親族

等の数 

所得制限限度額

（万円） 

収入額の目安

（万円） 

所得上限限度額

（万円） 

収入額の目安 

（万円） 

０人 622 833.3 858 1,071 

１人 660 875.6 896 1,124 

２人 698 917.8 934 1,162 

３人 736 960 972 1,200 

４人 774 1,002 1,010 1,238 

５人 812 1,040 1,048 1,276 

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。 

（４）申請及び支払方法 

   こども家庭課で認定請求の手続を行い、認定を受けると、原則として認定請求の翌月分から

支給され、２月、６月及び１０月の３期にそれぞれ前月までの分の手当が指定金融機関の口座

へ振込まれます。 

（５）お問い合わせ  こども家庭課児童手当・医療担当  電話２１－９８４４（直通）  

 

２ 児童扶養手当について 

  父母の離婚、父又は母の死亡などにより、父又は母と生計を同じくしていない児

童について手当を支給することにより、ひとり親世帯等の生活の安定と自立の促進

に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。  

（１）支給要件 

   次のいずれかに該当する１８歳に達する日以後の最初の３月３１日まで（政令で定める程度

の障害を有する児童は２０歳未満）の児童を監護する母、監護し生計を同じくする父又は父母

にかわって児童を養育している方 

  ア 父母が婚姻を解消した児童 

  イ 父又は母が死亡した児童 

  ウ 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童 

  エ 父又は母の生死が明らかでない児童 

  オ 父又は母から引き続き１年以上遺棄されている児童 

  カ 父又は母が裁判所からの保護命令を受けた児童 

  キ 父又は母が法令により引き続き１年以上拘禁されている児童 

  ク 母が婚姻によらないで懐胎した児童 

  ケ その他（孤児など） 
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   ただし、次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。 

（ア）父又は母が婚姻の届け出はしていなくても、事実上の婚姻関係（内縁関係等）があるとき。

（イ）手当を受けようとする父、母又は養育者が手当金額以上の国民年金（老齢福祉年金を除く。）

   厚生年金などの公的年金給付を受けることができるとき。 

 （ウ）父、母又は養育者が日本国内に住所を有しなくなったとき。 

 （エ）対象児童が、父又は母の死亡について手当金額以上の公的年金又は遺族補償を受けること

ができるとき。 

 （オ）対象児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき。 

 （カ）対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき。 

（２）所得制限 

《令和４年１１月分から令和５年１０月分までの支給に係るもの》  

扶養親族 

等 の 数 

令和 ３ 年 分 所 得 制 限 限 度 額  

本   人 孤児等の養育者、配偶者、
扶養義務者の所得制限限
度額 

全部支給の所得制限限
度額 

一部支給の所得制限限
度額 

０人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円 

１人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円 

２人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円 

３人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円 

４人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円 

１人増す 

ごとに 
380,000円加算 380,000円加算 380,000円加算 

（注）１ この所得額は、給与所得のみの場合は、給与所得控除後の額です。また、本人の所得額

は、養育費の受け取りがある場合は受け取った額の８割相当額を加算した額です。（父又は

母に限ります。） 

   ２ 次の諸控除があるときは、その額を所得額から差し引いて所得制限限度額と比べてくだ

さい。 

・老人扶養親族 （本人）              １００，０００円 

・老人扶養親族（配偶者等）              ６０，０００円 

・老人控除対象配偶者（本人）            １００，０００円 

・特定扶養親族等（本人）              １５０，０００円 

・障害者控除、寡婦控除※、勤労学生控除       ２７０，０００円 

・特別障害者控除                  ４００，０００円 

・ひとり親控除※                  ３５０，０００円 

・雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除は控除相当額 

・社会・生命保険料相当額               ８０，０００円（一律） 

    ・公共用地取得による土地代金等については、租税特別措置法に規定する特別控除額 

    ※寡婦控除、ひとり親控除は、請求者が父又は母の場合は適用されません。 

（３）手当の額 
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   所得額に応じて全部支給、一部支給、全部停止のいずれかに決定されます。 

   全部支給は月額４４，１４０円です。また、第２子については月額１０，４２０円、第３子以

降については１人につき月額６，２５０円が加算されます。 

   一部支給は所得に応じて月額４４，１３０円から１０，４１０円まで、第２子に対する加算

は月額１０，４１０円から５，２１０円まで、第３子以降に対する加算は１人につき月額６，２

４０円から３，１３０円まで、それぞれ１０円きざみの額となります。具体的には次の算式によ

り計算します。 

                  ※１       ※２ 

手 当 額＝44,140円－（受給者の所得額－所得制限限度額）×0.0235804 

第２子加算額＝10,420円－（受給者の所得額－所得制限限度額）×0.0036364 

第３子加算額＝ 6,250円－（受給者の所得額－所得制限限度額）×0.0021748 

【算出した額に10円未満の端数がある場合は四捨五入します。】 

   ※１ この所得額（給与所得のみの場合は給与所得控除後の額）は、養育費の受け取りがあ

る場合は受け取った額の８割相当額を加算した額です。 

   ※２ 令和３年分所得制限限度額表に定める全部支給の所得制限限度額です。扶養親族等の

数に応じて額が変わります。 

   また、平成２０年４月から支給開始月の初日から５年を経過したとき、又は手当の支給要件

に該当するに至った日の属する月の初日から７年を経過したとき（ただし、認定請求をした日

に３歳未満の児童を監護する受給者については児童が３歳に達した日の属する月の翌月の初日

から５年を経過したとき）は、手当が一部支給停止（半分に減額）になります。 

   ただし、一部支給停止が適用されない事由があるときには届出により減額が除外されます。

一部支給停止にならない事由としては受給者本人が就業や求職活動をしている場合や本人や親

族が障がいの状態にある場合等です。 

（４）申請及び支払方法 

   こども家庭課で認定請求の手続を行い、認定を受けると、認定請求の翌月分から支給され、

１月、３月、５月、７月、９月、１１月にそれぞれ前月までの分の手当が指定金融機関の口座へ

振込まれます。 

（５）お問い合わせ こども家庭課児童手当・医療担当 電話２１－９８４４（直通） 

 

３ 特別児童扶養手当について 

  精神、知的又は身体障がい等（内部障がいを含む。）で、政令に定める程度以上の障害にある２

０歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給するものです。 

（１）支給要件 

   日本国内に住所があり、精神、知的又は身体障がい等（政令で定める程度以上）にある児童を

監護している父若しくは母又は父母に代わってその児童を養育している人が、手当を受けるこ

とができます。 

   ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。 

  ア 対象児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき 
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  イ 対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき 

（２）所得制限 

《令和４年８月分から令和５年７月分までの支給に係るもの》 

扶養親族等の数 
令和３年分所得制限限度額 

本人 配偶者及び扶養義務者 

０人 4,596,000円未満 6,287,000円未満 

１人 4,976,000円 6,536,000円 

２人 5,356,000円 6,749,000円 

３人 5,736,000円 6,962,000円 

４人 6,116,000円 7,175,000円 

１人増すごとに 380,000円加算 213,000円加算 

（注）１ この所得額は、給与所得のみの場合は、給与所得控除後の額です。 

   ２ 次の諸控除があるときは、その額を所得額から差し引いて所得制限限度額と比べてくだ

さい。 

・老人扶養親族（本人） １００，０００円 

・老人扶養親族（配偶者等） ６０，０００円 

・老人控除対象配偶者（本人） １００，０００円 

・特定扶養親族等（本人） ２５０，０００円 

・障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除 ２７０，０００円 

・特別障害者控除 ４００，０００円 

・ひとり親控除 ３５０，０００円 

     ・雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除は控除相当額 

    ・肉用牛の売却による事業所得に係る免除を受けた場合の当該免除に係る  

所得の額 

    ・社会・生命保険料相当額            ８０，０００円（一律）  

    ・公共用地取得による土地代金等については、租税特別措置法に規定する特別控除額 

    

（３）手当の額 

  ア 重度障がい児の場合 １人につき月額５３，７００円 

  イ 中度障がい児の場合 １人につき月額３５，７６０円 

（４）申請及び支払方法 

   こども家庭課で認定請求の手続を行い、認定を受けると、認定請求の翌月分から

支給され、４月、８月及び１１月の３期に指定金融機関の口座へ振込まれます。  

   なお、認定請求の手続の際、対象児童の障がい程度について医師の診断書が必

要です。（身体障害者手帳、又は療育手帳をお持ちの方は、診断書を省略できるこ

とがあります。）  

（５）お問い合わせ こども家庭課児童手当・医療担当 電話２１－９８４４（直通） 
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４ ひとり親家庭等医療費助成事業について 

  父母の離婚、父・母の死亡などによって、母子家庭あるいは父子家庭にある父又は母及び児童

の医療費に対して市が助成を行い、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援することを目的と

しています。 

（１）助成対象者 

   市内に居住し、次のいずれかに該当する児童を監護している父か母又は両親にかわって児童

を養育している方、及びその児童 

  ア 父又は母が死亡した児童 

  イ 父母が婚姻を解消した児童（離婚のほか、事実婚の解消を含みます。） 

  ウ 父又は母が重度の障がいにある児童 

  エ 父又は母の生死が明らかでない児童 

  オ 父又は母から１年以上遺棄されている児童 

  カ 父又は母が裁判所からの保護命令を受けた児童 

  キ 父又は母が１年以上拘禁されている児童 

ク 母が婚姻しないで生まれた児童 

ケ 父・母とも不明である児童（孤児など） 

   【児童の範囲】 

（ア）１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの児童 

 （イ）２０歳未満で一定の障がいのある児童 

 （ウ）２０歳未満で高等学校等に在学している児童 

  ※次のいずれかに該当する方は、対象となりません。 

 （ア）国民健康保険又は社会保険に加入していない方 

 （イ）生活保護を受けている方 

 （ウ）児童福祉法に基づく措置により医療を受給している方 

 （エ）重度障がい者の医療費の助成を受けている方 

（２）所得制限（令和５年１月１日から令和５年１２月３１日までの助成に係るもの） 

   令和３年分の所得が次の表に掲げる額以上にある場合は、令和５年１月１日から１年間は対

象となりません。 

（所得制限の額は、児童扶養手当の所得制限限度額と同じです。） 

 

扶養親族等の数  

 

令和３年分所得制限限度額  

父・母又は養育者  配偶者・扶養義務者等  

所得限度額  所得限度額  

０人 1,920,000円 2,360,000円 

１人 2,300,000円 2,740,000円 

２人 2,680,000円 3,120,000円 

３人 3,060,000円 3,500,000円 

４人 3,440,000円 3,880,000円 

１人増すごとに  380,000円加算  380,000円加算 

（注）１ この所得額は、給与所得のみの場合は、給与所得控除後の額です。 
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   ２ 次の諸控除があるときは、その額を所得額から差し引いて所得制限限度額と比べてくだ

さい。 

   ・老人扶養親族（本人）               １００，０００円 

・老人扶養親族（配偶者等）              ６０，０００円 

・老人控除対象配偶者（本人）            １００，０００円 

・特定扶養親族等（本人）              １５０，０００円 

・障害者控除・寡婦控除※・勤労学生控除       ２７０，０００円 

・特別障害者控除                  ４００，０００円 

・ひとり親控除※                  ３５０，０００円 

・雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除は控除相当額 

・社会・生命保険料相当額               ８０，０００円（一律） 

    ※寡婦控除、ひとり親控除は、請求者が父又は母の場合は適用されません。 

（３）助成する医療費の範囲 

   医療保険各法令により医療給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によ

り対象者が負担すべき額（自己負担額）が助成されます。 

   なお、入院時食事療養費の標準負担額及び入院時生活療養標準負担額は、自己負担となりま

す。 

（４）○親福祉医療証の交付申請 

  こども家庭課で申請手続を行い、対象者と認定されると医療証が交付されます。 

（５）医療費の助成方法 

  健康保険証と○親 福祉医療証を医療機関の窓口に提示することにより、対象者は無

料で診療を受けられます。  

（６）お問い合わせ こども家庭課児童手当・医療担当 電話２１－９８４４（直通） 

 

５ 小児医療助成制度について 

  平塚市では、子どもたちの健全な育成支援と健康の増進を図るため、子どもが病気やけがで医

療機関等にかかったとき、保険診療分の患者負担分を助成しています。 

（１）対象となる方 

   市内にお住まいの小児（児童）が対象です。 

対象年齢 医療費の助成対象 
対象の制限 

（所得制限） 
備考 

０歳児 

～ 

中学生※ 

入院 

通院 

 

無 
医療証は、市へ申請して対

象者へ交付します。 

※令和５年１２月から、所得制限なしで１８歳到達後最初の３月３１日まで助成対象になります。 

※次のいずれかに該当する方は対象となりません。 

  ア 生活保護受給 

  イ 重度障害者医療対象 

  ウ ひとり親等家庭医療対象 
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  エ 児童福祉法に基づく措置による医療対象 

 

（２）助成される医療費 

   医療保険各法により医療給付が行われた場合の医療費のうち、当該法令の規定により、対象

者が負担すべき額（自己負担分）が助成されます。 

（３）受診・助成方法 

   医療機関の窓口に健康保険証、小児医療証を提示してください。保険診療分が無料で受診で

きます。 

   ただし、次の場合は、一旦健康保険証のみで診療を受け、その翌月以降に領収書等を添えて

申請してください。保険診療分について、助成をいたします。 

  ア 県外の医療機関等で受診したとき。 

  イ 緊急の場合等で医療証を持参しなかったとき。 

（４）お問い合わせ こども家庭課児童手当・医療担当 電話２１－９８４４（直通） 

 

６ 養育医療給付について 

  養育医療給付とは、お子さまが未熟児で生まれ、指定養育医療機関の医師が入院治療の必要を

認めた時の医療費を公費で助成するものです。 

（１）助成の対象となる医療費 

   入院治療費の自己負担分及び入院時食事療養費標準負担額が対象となり、保険適用外のもの

は自己負担になります。 

   申請者の所得に応じて一部自己負担額が決まりますが、小児医療証をお持ちの場合は医療機

関での窓口負担はありません。（神奈川県外の医療機関での受診では、一度自己負担をしていた

だく場合があります。）ただし、食事療養費については小児医療証の助成対象外となるので、申

請者の所得によっては自己負担額が発生する可能性があります。 

（２）お問い合わせ こども家庭課児童手当・医療担当 電話２１－９８４４（直通） 

 

７ 母子・父子・寡婦福祉資金について 

（１）対 象 

   母子家庭の母又は父子家庭の父、寡婦など 

（２）内 容 

   母子・父子・寡婦世帯の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養して

いる児童の福祉を増進するため、資金を貸し付ける制度です。 

   ※ 母子・父子・寡婦福祉資金一覧を参照してください。 

（３）申込方法 

   事前の相談の後の申込みとなります。 

（４）償還方法 

   償還期限内に月賦、半年賦又は年賦で償還となります。 

（５）お問い合わせ こども家庭課こども総合相談担当 電話２１－９８４３（直通） 
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８ 平塚市ひとり親家庭就学支度資金貸付事業について 

（１）対 象 

   高校進学時において、母子・父子・寡婦福祉資金の就学支度資金を申請する方 

（２）内 容 

   高校進学時において、母子・父子・寡婦福祉資金の就学支度資金を申請する方で、その貸付け

を受けるまでの間、緊急に貸付けが必要となった場合に、子が高等学校に入学できない事態の

防止及び子の就学意欲の助長を図るため、資金を貸し付ける制度です。 

（３）申込方法 

   事前の相談の後の申込みとなります。 

（４）償還方法 

   母子・父子・寡婦福祉資金の貸付けを受けた日から、７日以内に一括償還となります。 

（５）お問い合わせ こども家庭課こども総合相談担当 電話２１－９８４３（直通） 

 

９ 母子福祉資金等利子補給について 

（１）対 象 

  ア 当該年度において本市に住所を有する方又は有したことがある方 

  イ 母子・父子・寡婦福祉資金の利子補給期間中において償還金及び市税を滞納していない方 

（２）内 容 

   母子世帯等の経済的自立と生活安定向上を図るため、借り受けた母子・父子・寡婦福祉資金

の利子相当額を補給し、利用者の生活意欲の助成と償還意欲を増進するものです。 

（３）お問い合わせ こども家庭課こども総合相談担当 電話２１－９８４３（直通） 

 

１０ 母子福祉団体の支援について 

（１）内 容 

   ひとり親家庭（母子・父子・寡婦）のしあわせを自分達の手で作るため、境遇を同じくする

方々が集まって活動している会があります。 

   市では母子家庭等の福祉向上施策の一環として、この会に対し支援をしています。 

（２）お問い合わせ こども家庭課こども総合相談担当 電話２１－９８４３（直通） 

 

１１ ひとり親家庭等日常生活支援事業について 

（１）内 容 

   母子家庭・父子家庭及び寡婦が自立促進に必要な事由や疾病等により、一時的に家庭生活支

援員のサービスが必要な場合に、家庭生活支援員を派遣して、その生活を支援し、生活の安定を

図るものです。 

（２）お問い合わせ こども家庭課こども総合相談担当 電話２１－９８４３（直通） 

 

１２ 母子家庭等自立支援給付金事業について 

（１）内 容 

   母子家庭の母又は父子家庭の父が、自立するために、高等学校卒業程度認定試験合格のため

の講座、教育訓練講座や高等職業訓練促進への助成があります。（講座の指定や所得制限など条
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件があるので、必ず事前相談が必要です。） 

（２）お問い合わせ こども家庭課こども総合相談担当 電話２１－９８４３（直通） 

 

１３ 養育費確保事業について 

（１）内 容 

   母子家庭の母又は父子家庭の父が、養育費に関する債務名義を取得する際に係る費用への補

助や養育費の支払いが滞った場合に、保証会社が養育費を立て替えて支払う保証契約を結んだ

際の初期費用を補助します。 

（２）お問い合わせ こども家庭課こども総合相談担当 電話２１－９８４３（直通） 
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（別紙） 

母子・父子・寡婦福祉資金一覧 
（令和５年４月現在） 

資金名 貸付対象 内     容 貸付限度額（円） 据置期間 償還期間 償還方法 
回

数 
利子 

事業開始資金 
母・父 

寡婦 
事業開始のための設備、備品等の購入資金 3,260,000 １２か月 ７年 月賦 84 

無 

1.0

％ 

事業継続資金 
母・父 

寡婦 
事業継続のための商品、材料等を購入する資金 1,630,000 ６か月 ７年 月賦 84 

無 

1.0

％ 

技能習得資金 
母・父 

寡婦 
技能や資格を得るために必要な授業料等の資金 

一般（月額）68,000 

１２か月 １０年 月賦 120 

無 

1.0

％ 
特別       460,000 

就職支度資金 
母・父 

寡婦・児童 
就職に必要な洋服等を購入する資金 105,000 １２か月 ６年 半年賦 12 

無 

1.0

％ 

住宅資金 
母・父 

寡婦 
住宅を補修、保全、増改築するための資金 1,500,000 ６か月 ６年 月賦 72 

無 

1.0

％ 

転宅資金 
母・父 

寡婦 
住居の移転、賃借の際に必要な資金 260,000 ６か月 ３年 月賦 36 

無 

1.0

％ 

医療介護資金 
母・父 

寡婦・児童 
医療又は介護を受けるために必要な資金 

一般      340,000 

介護    500,000 
６か月 ５年 月賦 60 

無 

1.0

％ 

生活資金 
母・父 

寡婦 

技能習得期間中、医療介護を受けている期間又

は母子家庭となって７年未満の生活安定貸付 

技能習得   141,000 

その他   108,000 

 

６か月 

１０年 

８年 

５年 

月賦 

120 

96 

60 

無

1.0

％ 

結婚資金 
母・父 

寡婦 

お子さんが結婚するにあたり必要な経費及び家

具等を購入する資金 
310,000 ６か月 ５年 月賦 60 

無 

1.0

％ 

 

93 



94 

 

 

資金名 貸付対象 内   容 
貸付月額

（円） 

月

数 

貸付限度額

（円） 

据置 

期間 

償還 

期間 
償還方法 

回

数 

利

子 

修学資金 児童・子 

高校 
公立 18,000 

36 
648,000 

卒 後 

６か月 

１０年 

月賦 

120 

無 

私立 30,000 1,080,000 

短期大学 
公立 45,000 

24 
1,080,000 

私立 62,330 1,495,920 

専修学校 
公立 45,000 

24 
1,080,000 

私立 59,330 1,423,920 

大学 
公立 47,330 

48 
2,271,840 

私立 72,330 3,471,840 

大学院 

修士課

程 
88,000 24 2,112,000 

２０年 240 
博士課

程 
122,000 36 4,392,000 

就学支度 

資金 
児童・子 

小学校   64,300 

卒 後 

６か月 

１０年 

半年賦 20 

無 

中学校   81,000 

高校 
公立   150,000 

月賦 

120 

私立   410,000 

大学 

短大 

専修学校 

公立   410,000 

私立   580,000 

大学院 
公立   410,000 

２０年 240 
私立   580,000 

修業資金 児童・子 

知識、技能の 

習得資金 
68,000 60 4,080,000 

１２か月 １０年 月賦 120 無 

自動車免許特別   460,000 

 

※本市の母子・父子・寡婦福祉資金一覧における内容については、神奈川県の制度に基づいて実施しています。 

※貸付限度額は上限を示しています。貸付の詳細については、事案ごとに異なるため、御相談ください。 
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１５ 国 民 健 康 保 険 
 

 

 国民健康保険は、健康保険制度（被用者保険）の対象とならない方々を対象に医療

保障を行うため、相扶共済の精神にのっとり被保険者の医療費支出負担を軽減させる

ことにより、生活の安定に寄与する目的で創設された地域保険です。  

 

１ 保険者 

（１）内 容 

  被用者保険の対象とならない地域住民の方々を対象に、その被保険者から徴収した保険税と

国庫負担金等の収入により、被保険者が疾病、負傷、出産又は死亡した場合に保険給付を行う

事業主体を保険者といい、平塚市及び神奈川県が国民健康保険の保険者となっています。 

（２）お問い合わせ 保険年金課資格給付担当 電話２１－８７７６（直通） 

 

２ 被保険者（加入者） 

（１）対 象 者 

   市内に住んでいる方（住民登録をしてある方。ただし、外国籍の方で住民登録がなくても、在

留資格が「興行」「技能実習」「家族滞在」「特定活動」であり、資料等により３か月を超えて滞

在すると見込まれる方は加入できる場合があります。）は、全て国民健康保険に加入しなければ

なりません。ただし、次の方々は除かれます。 

  ア 職場の健康保険（被用者保険）等に入っている方とその被扶養者 

（共済組合、船員保険、日雇健康保険、国保組合等の加入者を含みます。） 

  イ 生活保護を受けている方 

  ウ 後期高齢者医療制度の加入者 

  エ 短期滞在、医療・観光目的による滞在、又は在留資格のない外国籍の方 

  オ ハンセン病療養所の入所患者 

  カ 「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律」による支援給付を受けている方 

  キ 児童福祉法の規定により「児童福祉施設に入所している児童」又は「小規模住居型児童養

育事業所を行う者や里親に委託されている児童」であって民法の規定による扶養義務者のな

いもの 

（２）内 容 

   加入されると国民健康保険証が交付されます。国民健康保険の被保険者は、疾

病、負傷等の場合に、保険医療機関において、保険給付による治療等を受けるこ

とができます。  

（３）資格取得又は喪失の届出 

   国保への加入対象者となった方や（１）のア、イに該当し、対象外となった方は、１４日以内

に市役所保険年金課へ届出をしてください。 

  ア 加入手続 
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  （ア）職場の健康保険等を脱退したとき 

     健康保険等の資格喪失日が分かる証明書、届出人の身分証明書（免許証、パスポート、住

基カード、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書、その他公的機関発行で顔

写真入りのもの）、マイナンバーカード又は通知カード 

  （イ）転入により加入する場合 

     転入届（市民課経由）、マイナンバーカード又は通知カード、外国籍の方の場合は、在留

カード 

  （ウ）出生により加入する場合 

     届出人の身分証明書、マイナンバーカード又は通知カード 

  イ 脱退手続 

  （ア）他の健康保険制度に加入したとき 

     新しく加入した健康保険証、国民健康保険証、マイナンバーカード又は通知カード 

    （※後期高齢者医療制度に移行される方は、脱退手続の必要はありません。ただし、６５歳

から７４歳までの一定の障がいがある方が当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場

合は手続が必要です。） 

  （イ）市外に転出するとき 

     国民健康保険証、マイナンバーカード又は通知カード 

  （ウ）加入者が死亡したとき 

     国民健康保険証、喪主の確認資料（葬儀の領収書、会葬礼状等）、マイナンバーカード又

は通知カード、振込口座のわかる通帳等 

  ウ こんな場合にも届出を 

  （ア）住所の異動､世帯主の変更、氏名の変更があったとき 

     国民健康保険証、マイナンバーカード又は通知カード 

  （イ）生活保護の開始又は廃止のとき 

     国民健康保険証（生活保護開始の場合）、マイナンバーカード又は通知カード 

（４）お問い合わせ 保険年金課資格給付担当 電話２１－８７７６（直通） 

 

３ 国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証 

（１）対 象 

   国民健康保険に加入している７０歳以上７５歳未満（７０歳になる方で１日生まれの方は誕

生月から、２日以降生まれの方は誕生月の翌月１日から）の方 

（２）内 容 

   国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証（以下「保険証兼高齢受給者証」）が交付されます。

医療機関等受診の際は保険証兼高齢受給者証に記載された一部負担金の割合で受診していただ

きます。 

（３）お問い合わせ 保険年金課資格給付担当 電話２１－８７７６（直通） 

 

４ 国民健康保険税 

  平塚市が、国民健康保険の事業に要する費用に充てるため徴収するものです。 
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  なお、４０歳から６４歳までの方は、介護分も合わせて納めていただきます。 

（１）保険税の納付 

   保険税の納税義務者は、被保険者世帯の世帯主です。世帯主が加入していない場合でも、世

帯員のどなたかが加入していれば、その世帯主が納税義務者となります（世帯主課税）。 

   医療分、後期支援分及び介護分とも、次のＡ～Ｃの項目について、条例に定める税率によっ

て算出した合計額です。 

  ア 税率等（令和５年度） 

項 目 計 算 方 法 医療分 後期支援分 介護分 

Ａ所得割額 
(前年の総所得金額等 

－基礎控除)×税率 
6.96% 2.82% 2.90% 

Ｂ均等割額 被保険者１人当たり 28,270円 10,920円 11,740円 

Ｃ平等割額 １世帯当たり 18,530円 7,160円 5,940円 

課 税 限 度 額 650,000円 220,000円 170,000円 

  イ 納付方法 

    ６月に納税通知書を送付し、６月（第１期）から翌年３月（第１０期）までの１０回で納付

していただきます。納付については、原則、口座振替となっております。市内の金融機関もし

くは市役所保険年金課窓口で依頼書を記入し、お申し込みください。 

    また、次の（ア）～（エ）の条件を全て満たす場合は、原則として国民健康保険税が特別徴

収（世帯主の年金から天引き）となります。 

  （ア）世帯主を含む国民健康保険加入者全員が６５歳以上７５歳未満である。 

  （イ）世帯主が年額１８万円以上の年金を受給している。 

  （ウ）世帯主の介護保険料が特別徴収（年金から天引き）されている。 

  （エ）国民健康保険税と世帯主の介護保険料の合計額が年金額の２分の１を超えない。 

    ただし、特別徴収を中止して口座振替を選択することができます。（保険税の納付状況によ

り口座振替への変更が認められない場合があります。また、口座振替を申し込まれても引き

落とし不能等で滞納が続く場合は、特別徴収に切り替わる場合があります。） 

  ウ 減免措置 

    災害や失業等により保険税の納付が困難な場合には、減免の対象となる場合もありますの

で御相談ください。 

  エ 軽減制度 

    低所得者層の負担を軽減するため、所得が一定以下の世帯に対し均等割額と平等割額を減

額（７割・５割・２割）する制度があります。 

（２）お問い合わせ 保険年金課保険税担当 電話２１－８７７５（直通） 

 

５ 国民健康保険の給付 

  令和５年４月１日現在の内容です。法令等の改正により変更となる場合があります。 

 

１ 療養の給付 

（１）対 象 



98 

 

   国民健康保険に加入している方 

（２）内 容 

   病気やケガをしたときに、国保を取り扱う病院や診療所（保険医療機関等）へ国民健康保険

被保険者証（保険証）を提示して治療が受けられる保険給付で、病院や診療所の窓口で支払う医

療費の一部負担金の割合は、次のとおりになります。 

０歳～未就学児 就学児～６９歳 ７０歳以上（高齢受給者証交付） 

医療費の２割負担 医療費の３割負担 医療費の２割又は３割負担 

  ア ひとり親家庭等、医療費助成制度の医療証をお持ちの方は、一部負担金が助成されます。 

  イ 医療機関の窓口で支払う一部負担金の減免の制度について 

    災害や失業等で収入が減り、一部負担金を支払うことがどうしても困難なときは、その状

況に応じて減額、免除又は徴収猶予の制度があります。 

（３）お問い合わせ 保険年金課資格給付担当 電話２１－８７７６（直通） 

 

２ 療養費の支給 

（１）対 象 

   国民健康保険に加入している方 

（２）内 容 

   次のような理由で医療費等を全額負担した場合、必要な書類を添えて療養費の申請をするこ

とができます。審査の結果、支給基準に該当すると認められたときには、保険給付の基準に従っ

て支給があります。 

  ア 急病等、緊急その他やむを得ない事情で保険証を病院に提示できなかったとき 

  イ 柔道整復師の施術を受けたとき（脱臼又は骨折に対する施術は、応急手当の場合を除き医

師の同意が必要） 

  ウ 医師の同意に基づき、はり・きゅう・マッサージを受けたとき 

  エ コルセット等の治療用装具を購入したとき 

  オ 輸血のための生血代を負担したとき 

  カ 病気やけが等で移動が困難な人が、医師の指示により、一時的・緊急的な必要性があって

入院や転院等のために移送されたとき 

  キ 海外滞在中や旅行中に現地の病院で診療を受けたとき 

（３）お問い合わせ 保険年金課資格給付担当 電話２１－８７７６（直通） 

 

３ 高額療養費の支給 
（１）対 象 

   国民健康保険に加入している方 

（２）内 容 

   １か月に支払った医療費が次の「自己負担限度額」を超えた場合、超えた金額が高額療養費

として支給されます。「自己負担限度額」は、年齢や収入、世帯の状況等により異なります。ま

た、過去１２か月間に同じ世帯で高額療養費の該当が３回以上あった場合、４回目以降から「多

数該当自己負担限度額」が適用されます。 

   併せて７０～７４歳で、適用区分「一般」に該当される方は、１年間（毎年８月１日から翌年

７月３１日）の自己負担限度額（個人ごと／外来のみ）を累計し、年間上限１４４，０００円を

超えた分が申請により払い戻されます。 
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概要は次のとおりです。 

 

７０歳未満の方 １か月の自己負担限度額 

過去 12か月間に 4回以上の高額

療養費の支給があった場合 

「多数該当自己負担限度額」 

区分ア 
252,600円＋ 

（総医療費－842,000円）×1％ 
140,100円 

区分イ 
167,400円＋ 

（総医療費－558,000円）×1％ 
93,000円 

区分ウ 
80,100円＋ 

（総医療費－267,000円）×1％ 
44,400円 

区分エ 57,600円 44,400円 

区分オ 35,400円 24,600円 

※自己負担限度額の適用区分は、前年度の所得により決定します。詳しくは保険年金課資格給付担

当へお尋ねください。 

※国民健康保険加入者に所得不詳者がいる世帯は、区分アとなります。 

   

７０歳以上の方 
自己負担限度額 自己負担限度額 

外来（個人単位で計算） 外来＋入院（世帯単位で計算） 

現役並み所得者Ⅲ 

＊課税標準額（各種控除

後）が 690万円以上 

252,600円＋（総医療費－842,000円）×1％ 

（過去 12か月間に 3回以上の高額療養費の支給があった場合は、

4回目以降は 140,100円） 

現役並み所得者Ⅱ 

＊課税標準額（各種控除

後）が 380万円以上 

167,400円＋（総医療費－558,000円）×1％ 

（過去 12か月間に 3回以上の高額療養費の支給があった場合

は、4回目以降は 93,000円） 

現役並み所得者Ⅰ 

＊課税標準額（各種控除

後）が 145万円以上 

80,100円＋（総医療費－267,000円）×1％ 

（過去 12か月間に 3回以上の高額療養費の支給があった場合

は、4回目以降は 44,400円） 

一  般 
18,000円 

（年間上限 144,400円） 

57,600円 

（過去 12か月間に 3回以上の高

額療養費の支給があった場合は、

4回目以降は 44,400円） 

低所得Ⅱ 
8,000円 

24,600円 

低所得Ⅰ 15,000円 

   ７０歳未満の方及び７０歳以上で現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ、市民税非課税世帯の方は、申請によ

り「限度額適用認定証」を交付します。医療費が高額になる際に保険証と併せて医療機関に提示

すると、病院の医療費の請求が自己負担限度額までとなります。また、入院時の食事代や、６５

歳以上の方で療養病床に入院する場合の生活療養費は、標準負担額として一部を御負担いただき
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ますが、市民税非課税世帯の方の場合減額されることがあります。申請すると「標準負担額減額

認定証」が交付されますので、医療機関の窓口に提示してください。 

（３）お問い合わせ 保険年金課資格給付担当 電話２１－８７７６（直通） 

 

４ 特定疾病療養受療証の発行 

（１）対 象 

   国民健康保険加入者で特定の疾病により長期にわたる治療が必要な方 

（２）内 容 

   申請をしていただくと、１か月の自己負担限度額が１万円になる証を交付します。対象とな

る疾病は次の３つです。 

  ア 人工腎臓（人工透析）を実施している慢性腎不全（７０歳未満の方で、基礎控除後の総所得

金額が６００万円を超える世帯は、１か月の自己負担限度額が２万円になります。） 

  イ 血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固Ⅷ因子障害又は先天性血液凝固Ⅸ因子障

害（いわゆる血友病） 

  ウ 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群 

    （HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。） 

（３）お問い合わせ 保険年金課資格給付担当 電話２１－８７７６（直通） 

 

５ 高額介護合算療養費の支給 

（１）内 容 

   計算期間（毎年８月１日から翌年７月３１日まで）の医療費と介護費を合算した額が一定の

額を超えた場合、超えた額を高額介護合算療養費として支給します。 

（２）お問い合わせ 保険年金課資格給付担当 電話２１－８７７６（直通） 

 

６ 出産育児一時金・葬祭費の支給 

（１）対 象 

   国民健康保険に加入している方 

（２）内 容 

   出産したときは原則５０万円の範囲内で出産育児一時金が支給されます。（産科医療補償制度

に加入していない医療機関や海外出産、妊娠１２週以上２２週未満の死産・流産の場合は４８

万８千円が支給されます。） 

   被保険者が死亡して葬儀を行ったときは、葬祭費として５万円が支給されます。 

（３）お問い合わせ 保険年金課資格給付担当 電話２１－８７７６（直通） 

 

６ 平塚市こくほ特定健診・特定保健指導 

（１）対 象 

   国民健康保険に加入している４０歳(令和６年３月末時点の年齢)から７５歳の誕生日の前日

までの方 

（２）内 容 

   生活習慣病（糖尿病・脂質異常症・高血圧症等）の早期発見と重症化の予防を目的とした健診
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を実施します。受診後には、特定保健指導等の健康づくりの支援を行います。 

   こくほ特定健診は、医療機関で実施します。 

（３）お問い合わせ 

 保険年金課資格給付担当 電話２３－１１１１（代表） 内線２２６１ 

    

７ 平塚市後期高齢者健康診査 

（１）対 象 

   後期高齢者医療制度に加入の方（神奈川県後期高齢者医療広域連合の被保険者で平塚市が資

格管理している方） 

（２）内 容 

   生活習慣病（糖尿病・脂質異常症・高血圧症等）の早期発見と重症化の予防。年齢とともに低

下する心身の活力の低下状態（フレイル）に着目し、介護状態にならない、進行させないことを

目的に健診を実施します。 

（３）お問い合わせ 保険年金課資格給付担当 電話２３－１１１１（代表） 内線２２６１ 

 

８ 平塚市こくほ人間ドック助成事業 

（１）対 象 

   こくほ特定健診の対象者のうち、こくほ特定健診に代えてこくほ人間ドックを受診された方 

（２）内 容 

   平塚市国民健康保険の人間ドック実施機関で対象コースを受診した方に人間ドック健診費用

のうち、１０，８００円を助成します。 

（３）お問い合わせ 

 保険年金課資格給付担当 電話２３－１１１１（代表） 内線２２６１ 

 

９  糖尿病性腎症重症化予防事業 

（１）対 象  

   こくほ特定健診及び後期高齢者健康診査の結果、糖尿病性腎症のリスクが高い方 

（２）内 容 

   腎機能低下の重症度に応じて、糖尿病または腎臓病専門医での診療や栄養指導を受けること

ができるように病診連携を図ります。また、腎機能軽度低下者に対しては管理栄養士、保健師が

保健指導を実施します。 

（３）お問い合わせ 保険年金課資格給付担当 電話２３－１１１１（代表） 内線２２５７ 

 

１０ 第三者から被害を受け、国保での治療を受けるとき 

（１）対 象 

   国民健康保険に加入している方 

（２）内 容 

   交通事故等、相手がいるケガで治療をする場合でも、「第三者行為による届出一式」を提出す

ることで、国民健康保険を使うことができます。そのため、保険証使用の前に、必ず市役所保険

年金課に連絡が必要です。この場合、国民健康保険で治療費を一旦立て替え、後日加害者に国民
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健康保険が請求を行います。また、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると

国民健康保険が使えなくなることがありますので、示談の前には必ず連絡が必要です。 

（３）お問い合わせ 保険年金課資格給付担当 電話２１－８７７６（直通） 
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１６ 国 民 年 金 
 

 

  国民年金は昭和３６年４月に発足し、全ての方に生涯にわたって基礎年金を支給

する制度です。病気や事故で障がいが残ったときや、生計維持者が死亡したときの

不測の事態にも備えます。  

  自営業の方や学生、失業中の方、厚生年金や共済組合に加入している方やその配偶者も、国内に住

所がある２０歳以上６０歳未満の人（外国人も含む。）は、必ず国民年金への加入が必要です。 

  国民年金の事業は、日本年金機構が管掌し、その事務の一部を市町村が行っています。 

 

１ 被保険者（加入者） 

（１）第１号被保険者 

   自営業者・農林漁業従事者・学生・無職などの方で、２０歳以上６０歳未満の方 

（２）第２号被保険者 

   厚生年金や共済組合に加入している会社員や公務員などの方 

（３）第３号被保険者 

   第２号被保険者に扶養されている配偶者で、２０歳以上６０歳未満の方 

（４）任意加入被保険者 

  ア 日本国内に居住する６０歳以上６５歳未満の方（高齢任意） 

  イ 年金受給のための資格期間が不足する６５歳以上７０歳未満の方（特例任意） 

  ウ 国外に住む２０歳以上６５歳未満の日本人 

※退職して厚生年金や共済組合を脱退した場合や配偶者の扶養から外れた場合は、第１号被

保険者への変更手続が必要です。 

 

２ 保険料 

（１）第１号被保険者の保険料 

  ア 定額保険料 

    月額 １６，５２０円（令和５年度） 

  イ 付加保険料 

    定額保険料のほかに月額４００円の付加保険料を納めると、受給時に年金の年額が「納め

た月数×２００円」増えます。 

（２）保険料の納付義務者 

   保険料は被保険者本人が納付するのが原則ですが、本人に収入がないときは、世帯主及び配

偶者が連帯して負担しなければならないことになっています。 

 

３ 保険料の納付が困難な場合 

  第１号被保険者で保険料を納めることが困難な方には、次のような免除の制度があります。た

だし、免除期間分は、内容に応じて老齢基礎年金の受給額が低くなります。 

（１）法定免除 

   障害年金（１級・２級）を受給している場合や、日本国籍の被保険者のうち生活扶助を受給し

ている場合など申請をすれば保険料の納付が免除されます。 
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（２）保険料免除制度 

   世帯（本人・配偶者・世帯主）の前年所得額が一定基準以下である場合、申請をして承認され

ると、所得状況に応じて保険料の全額、４分の３、半額、４分の１が免除されます（失業や新型

コロナウイルスの影響等（令和２～４年度分）による特例あり）。免除期間は、原則毎年７月か

ら翌年６月までの１年単位です。 

（３）学生納付特例制度 

   学生本人の前年所得が一定基準以下である場合、申請をして承認されると、在学中の保険料

の納付が猶予されます。特例期間は毎年４月から翌年３月までの年度単位で、毎年更新が必要

です。 

  ※学生納付特例の適用が受けられない学校もありますので、御確認ください。 

（４）納付猶予制度 

   ５０歳未満で、本人と配偶者の前年所得が一定基準以下である場合、申請をして承認される

と、保険料の納付が猶予されます。猶予期間は、原則毎年７月から翌年６月までの１年単位で

す。 

  ※免除・猶予された期間の保険料は、１０年以内であれば後から納付することができます（追

納）。ただし、３年度目以降は経過期間に応じた加算額が上乗せされます。 

 

４ 産前産後期間の免除 

  次世代育成の観点から、国民年金第１号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間

の国民年金保険料が免除されます。 

（１）対象者 

   「国民年金第１号被保険者」で出産日が平成３１年２月１日以降の方 

   ※出産予定日の６か月前から届出可能です。 

（２）国民年金保険料が免除される期間 

   出産予定日または出産日が属する月の前月から４か月間の国民年金保険料が免除されます。

なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の３か月前から６か月間の国民

年金保険料が免除されます。 

   ※出産とは、妊娠８５日（４か月）以上の出産をいいます。（死産、流産、早産された方を含

みます。） 

   ※免除が承認された期間は、保険料を納付した期間として扱われ、老齢基礎年金の受給額に

反映されます。 

 

５ 老齢基礎年金 

  保険料を納めた期間と免除された期間を合わせて１０年以上ある方が、６５歳に

なったときから支給されます。  

（１）受給要件 

  １０年以上の資格期間が必要ですが、資格期間には次のようなものがあります。 

  ア 国民年金保険料を納めた期間（任意加入で納めた期間も含む。） 

  イ 国民年金保険料の免除を受けた期間 

  ウ 昭和６１年４月からの国民年金の第２号被保険者期間 
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  エ 昭和６１年４月からの国民年金の第３号被保険者期間 

  オ 昭和３６年４月から昭和６１年３月までの厚生年金、船員保険、共済組合の被保険者期間

（昭和３６年４月以後に公的年金の加入期間がある場合は、昭和３６年４月前の被保険者期

間も含む。）、また、学生やサラリーマンの妻など、国民年金に任意加入できる方が加入しなか

った２０歳以上６０歳未満の期間は、年金額の計算には反映されませんが、資格期間に入り

ます（カラ期間という）。 

    このほか、次のような期間もカラ期間になります。 

   ・厚生年金保険、船員保険、共済組合から脱退手当金等を受けた期間で、昭和３６年４月以後

の期間（昭和６１年４月以後に免除を含む保険料の納付済期間がある場合に限る。） 

   ・昭和３６年４月以後の期間で、２０歳から６０歳までの間に海外に在住していた期間 

（２）年金額（令和５年４月から令和６年３月までの額） 

   年額 ７９５，０００円 （月額 ６６，２５０円） 

   これは、２０歳から６０歳に達するまでの４０年間、全て国民年金保険料を納付した場合の

金額です。保険料を納めた期間が４０年に満たない場合は、その不足する期間に応じて年金額

が減額されます。 

   なお、国民年金制度が発足したのは昭和３６年４月１日ですから、そのとき２０歳以上の方

（昭和１６年４月１日以前に生まれた方）は、６０歳になるまで４０年間加入できません。これ

らの方については、昭和３６年４月１日以後６０歳になるまでの期間（加入可能年数）が全て保

険料を納めた期間であれば、年額７９５，０００円の年金が受けられます。 

（３）年金支給の繰上げと繰下げについて 

   原則として６５歳から支給されますが、希望があれば６０歳からでも繰り上げて支給を受け

ることができます。（この場合、受けようとする年齢によって年金額が減額されます。）また、６

６歳以降から繰下げて支給を受けることもできます。（この場合、受けようとする年齢によって

年金額が増額されます。） 

 

６ 障害基礎年金 

  国民年金加入中に病気やけがで障がいが残ったときや、２０歳前の事故や病気等により法令で

定められている障がいの状態になった場合に支給されます。 

（１）受給要件 

  ア 障がいの程度が国民年金法で定める障害の１級又は２級に該当すること。 

  イ ２０歳から初診日（病気やけがで初めて医師の診断を受けた日）の前々月までの保険料納

付済み期間（保険料免除期間を含む。）が加入期間の３分の２以上あること。 

    または、初診日の属する月の前々月までの直近１年間に保険料の未納がないこと。 

  ウ 初診日において国民年金に加入していること。または、被保険者であった６０歳以上６５

歳未満で国内に住所を有していること。 

    ※２０歳前の事故や病気により障がいが残り、２０歳に達したときに障害等級の１・２級

に該当する場合は障害基礎年金を受給できます。ただし、本人に一定の額を超える所得が

あるときは、一部又は全額の支給が停止されます。 

（２）年金額（令和５年４月から令和６年３月までの額） 
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  ア １級障害  年額 ９９３，７５０円 （月額 ８２，８１２円） 

  イ ２級障害  年額 ７９５，０００円 （月額 ６６，２５０円） 

（３）子の加算 

   障害基礎年金の受給権者に生計を維持されている１８歳未満の子又は２０歳未満で障害等級

が１級、２級の子に対し、次の額が加算されます。 

  ア 第１子・第２子（１人につき） 各２２８，７００円（月額１９，０５８円） 

  イ 第３子以降（１人につき）   各 ７６，２００円（月額 ６，３５０円） 

 

７ 特別障害給付金 

  国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害年金を受給していない障がい

者の方を対象とした福祉的措置として、平成１７年４月から創設された制度です。 

（１）対象者 

  ア 平成３年３月以前に国民年金の任意加入対象者であった学生 

  イ 昭和６１年３月以前に国民年金の任意加入対象であった厚生年金・共済組合加入者の配偶

者 

    上記、ア又はイに該当する方で、国民年金に任意加入していなかった期間中に初診日があ

り、現在、障害基礎年金１・２級の障がいの状態にある方です。 

  ※障害基礎年金等を受給している方、６５歳以上の方は請求することができません。 

（２）支給額（令和５年度） 

  ア １級 月額 ５３，６５０円 

  イ ２級 月額 ４２，９２０円 

  ※本人が老齢年金等を受給している場合や本人の所得によっては、支給が調整又は停止される

こともあります。 

 

８ 遺族基礎年金 

  国民年金加入中の方又は老齢基礎年金を受ける資格期間（原則として２５年）を満たした方が

死亡したとき、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」又は「子」に支給されま

す。 

（１）受給要件（死亡者が次のいずれかに該当する方） 

  ア 国民年金加入中の方 

  イ 国民年金に加入されたことのある６０歳以上６５歳未満の方 

  ※ア、イの場合、死亡日の属する月の前々月までの加入期間のうち、保険料の納付済期間（免除

等の承認期間を含む。）が３分の２以上必要です。 

  ウ 老齢基礎年金の受給権者である方 

  エ 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方 

  ※特例として、死亡日が令和８年３月３１日までの場合は、死亡日の属する月の前々月までの

直近１年間に保険料の未納期間がなければ受給できます。 

（２）対象者 

  ア 死亡した方の配偶者で、１８歳未満の子又は２０歳未満で１級、２級の障害のある子と生
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計を同一にしている方 

  イ 死亡した方の１８歳未満の子又は２０歳未満で１級、２級の障害のある子。 

    ただし、配偶者が遺族基礎年金を受給している間は、子の遺族基礎年金は支給が停止され

ます。 

（３）年金額（令和５年４月から令和６年３月までの額） 

  ア 子のある配偶者へ支給される遺族基礎年金の額 

  （ア）子が１人いる配偶者  １，０２３，７００円 

  （イ）子が２人いる配偶者  １，２５２，４００円 

  （ウ）子が３人いる配偶者  １，３２８，６００円 

  イ 子のみに支給される遺族基礎年金の額 

  （ア）子が１人のとき      ７９５，０００円 

  （イ）子が２人のとき    １，０２３，７００円 

  （ウ）子が３人のとき    １，０９９，９００円 

 

９ 年金生活者支援給付金（令和元年１０月１日施行） 

  年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を

支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。 

  受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構（年金事務所）が

実施します。 

（１） 老齢（補足的老齢）年金生活者支援給付金  

  ア 対象者 

  以下の要件をすべて満たしている必要があります。 

（ア） ６５歳以上である  

（イ） 世帯員全員の市町村民税が非課税となっている  

（ウ） 年金収入額とその他所得額の合計が８８１，２００円以下である  

イ 給付額 （ア）と（イ）の合計額が支給されます。※１ 

（ア） 保険料納付済期間に基づく額（月額）  

＝５，１４０円×保険料納付済期間（月数）／４８０月  

（イ） 保険料免除期間に基づく額（月額）  

＝１１，０４１円※２×保険料免除期間（月数）／４８０月  

   ※１ 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が７８１，２００円を超え８８１，２００

円以下の方には、（ア）に一定の割合を乗じた補足的老齢基礎年金生活者支援給付金が支

給されます。 

   ※２ 老齢基礎年金満額（月額）の１／６（保険料全額免除、３／４免除、半額免除期間の場

合）、保険料１／４免除期間の場合は、老齢基礎年金満額（月額）の１／１２となります。

毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。 

（２）障害基礎年金生活者支援給付金・遺族基礎年金生活者支援給付金 

  ア 対象者 

  以下の要件をすべて満たしている必要があります。 
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（ア） 障害基礎年金または遺族基礎年金を受けていること  

（イ） 前年の所得額※３が「４，７２１，０００円＋扶養親族の数×３８万円」

以下であること  

※３ 障害年金・遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。 

  イ 給付額 

（ア） 障害等級２級の方または遺族である方※４＝５，１４０円※５（月額）  

（イ） 障害等級１級の方            ＝６，４２５円※５（月額）  

   ※４ ２人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、５，１４０円を子の数で割った

金額がそれぞれにお支払いとなります。 

※５ 毎年度、物価変動に応じて改定があります。 

 

１０ 寡婦年金 

  国民年金に加入していて、老齢基礎年金等を受ける資格のある夫が年金を受けずに死亡した場

合、夫に生計を維持されていた妻に対し支給する年金です。 

（１）受給要件 

   第１号被保険者として、保険料納付済期間と免除期間を合わせて１０年以上ある夫との婚姻

期間が１０年以上ある妻が６０歳から６５歳になるまで支給されます。 

（２）年金額 

   夫が受けるはずであった老齢基礎年金の額の４分の３に相当する額 

 

１１ 死亡一時金 

  国民年金に加入し、保険料を３６月以上納付した方が死亡し、その方が年金給付を受けていな

いときに、生計を同一としていた遺族へ支給される一時金です。 

（１）受給要件 

   第１号被保険者（任意加入を含む。）として保険料を納付した期間が３６月以上あった方が死

亡し、その方が老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のいずれも受けていないときに生計

を同一としていた遺族へ支給されます。 

（２）一時金の額 

   保険料納付済期間に応じ、１２０,０００円から３２０,０００円まで 

 

１２ 未支給年金 

  年金を受けている方が死亡した場合は、死亡した月までの年金を、生計を同一としていた遺族

が請求することができ、次の順位で請求することができます。 

①  配偶者  ②子  ③父母  ④孫  ⑤祖父母  ⑥兄弟姉妹  ⑦1～ 6 以外の３親等内の親族  

 

１３ 脱退一時金 

国民年金の納付又は厚生年金加入期間が６月以上あり、受給資格を満たさないまま

帰国した外国人のための制度です。帰国後２年以内に請求すれば、一時金が支給され

ます。 
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１４ 国民年金についてのお問い合わせ 

  平塚年金事務所            電話２２－１５１５（代表）  

  平塚市役所保険年金課国民年金担当   電話２１－８７７７（直通）  
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１７ 後期高齢者医療制度 
 

 

  急速な少子高齢化の進展や医療費の伸びが著しい社会情勢を背景に、医療保険制度を維持可能

なものとするため従来の「老人保健医療制度」を見直し、平成２０年４月に「後期高齢者医療制

度」が創設されました。神奈川県内全ての市町村が加入する神奈川県後期高齢者医療広域連合が、

県内の市町村と連携・協力しながら地域に根ざした運営を進めています。 

 

１ 被保険者（加入者）となる方 

  ７５歳以上の方が対象です。７５歳の誕生日当日から被保険者となり、それまでに加入してい

た国民健康保険、健康保険組合や共済組合などからは脱退します。 

  また、６５歳以上７５歳未満の方で一定の障がいをお持ちの方も、申請して神奈川県後期高齢

者医療広域連合から認定を受けると後期高齢者医療制度の被保険者になることができます。 

  なお、７５歳の誕生日を迎える日までであれば、加入の撤回はいつでもできます。 

 

２ 保険証 

  後期高齢者医療制度の被保険者になると、一人ひとりに「後期高齢者医療被保険者証」を交付

します。医療機関等にかかるときは、この保険証を提示します。 

 

３ 医療費の負担割合 

負担区分 世帯内の所得条件 
医療機関等での負

担割合 

現役並み所得者 
市県民税課税所得１４５万円以上の被保険者、及びその

同一世帯の被保険者 
３割 

一般Ⅱ 

市民税課税所得２８万円以上かつ「年金収入＋その他の

合計所得」が単身世帯で２００万円以上（後期高齢者が

複数人いる世帯は３２０万円以上） 

２割 

一般Ⅰ 

市県民税課税所得１４５万円未満で市県民税が課税さ

れている方（現役世代を含む。）、及びその同一世帯

の被保険者 

１割 

非課税世帯区分Ⅱ 同一世帯の方全員が住民税非課税 １割 

非課税世帯区分Ⅰ 
同一世帯の方全員が住民税非課税で、その世帯員の各

所得が０円（ただし、年金収入においては８０万円以
１割 
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  医療機関等にかかるときは、かかった医療費の一部を負担します。負担割合は、負担区分によ

って異なり毎年８月に市県民税課税所得（各種控除後の所得）により判定します。 

 

４ 高額療養費 

  １か月（同じ月内）の医療費の自己負担が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が高

額療養費として支給されます。高額療養費の支給対象となった月の３～４か月後に、神奈川県後

期高齢者医療広域連合から申請の案内と申請書が送付されますので、必要事項を記入のうえ市に

提出します。（２回目以降は、自動的に指定口座へ振り込まれます。） 

  なお、７５歳到達月は、誕生日前の医療保険制度（国民健康保険や健康保険組合など）と誕生日

後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額を本来額の２分の１に減額します。 

高額療養費自己負担限度額（月額） 【令和４年１０月診療以降】 

所得区分 
外来 

（個人単位） 

外来＋入院 

（世帯単位） 

現役並み所得者Ⅲ 252,600円＋（保険分総医療費－842,000円）×1％[140,100円]（※１） 

現役並み所得者Ⅱ 167,400円＋（保険分総医療費－558,000円）×1％[93,000円]（※１） 

現役並み所得者Ⅰ 80,100円＋（保険分総医療費－267,000円）×1％[44,400円]（※１） 

一般Ⅱ 

① 18,000円 

②  6,000円＋（医療費－ 30,000円）×10％  

いずれか低いほうを適用（※３） 

  

一般Ⅰ 18,000円（※２） 57,600円[44,400円]（※１） 

非課税世帯 区分Ⅱ 

 8,000円（※２） 

24,600円 

非課税世帯 区分Ⅰ 15,000円 

（※１）[  ]内の金額は、過去１２カ月に世帯の限度額の適用を受けて３回以上高額療養費が支給

された場合、４回目以降の給付に適用されます。 

（※２）年間上限額は１４４，０００円となります。 

（※３）②は２割負担施行後３年間（令和７年９月３０日まで）の配慮措置になります。 

 

５ 高額介護合算療養費 

  年間の医療費と介護費の自己負担額を合算した額が基準額を超えた場合、超えた額をそれぞれ

の比率に応じて按分して支給します。自己負担限度額などの詳細は介護保険の項を参照してくだ

下が該当。給与所得がある場合は、給与所得控除後さ

らに１０万円を控除） 
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さい。 

 

６ 入院時の食事代 

  入院したときの食事代（食事療養費標準負担額）及び療養病床に入院したときの食費と居住費

（生活療養標準負担額）の負担額は次のとおりです。 

（１）一般の病院 

食事療養費標準負担額 

所得区分 １食の食費 

現役並み所得者 及び 一般Ⅰ・Ⅱ ４６０円 

区分Ⅰ・Ⅱに該当しない指定難病患者 ２６０円 

非課税世帯区分Ⅱ 

９０日までの入院 ２１０円 

過去１年間の入院日数が９０日を超え

る場合、９１日目から 
１６０円 

非課税世帯 区分Ⅰ １００円 

（２）療養病床 

生活療養標準負担額 

所得区分 １食の食費 １日の居住費 

現役並み所得者 

 及び 一般Ⅰ・Ⅱ 

４６０円 

（一部医療機関は４２０円） 
３７０円 

非課税世帯 区分Ⅱ ２１０円 

非課税世帯 区分Ⅰ １３０円 

老齢福祉年金受給者 １００円 ０円 

※入院医療の必要性の高い状態が続く方や、回復期リハビリテーション病棟に入院している方

は、一般の病院と同じ額の食費を負担します。なお、指定難病患者の方は、居住費の負担はあ

りません。 

※非課税世帯区分Ⅱ・Ⅰの方は、市の窓口で申請すると「後期高齢者医療限度額適用・標準負担

額減額認定証」を交付します。この証を入院時に提示すると、非課税世帯区分Ⅱ・Ⅰの区分の

自己負担限度額までになります。 

 

７ 特定疾病 

  厚生労働大臣が指定する特定疾病（血友病、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤

の投与に起因するＨＩＶ感染症）の治療の自己負担限度額（月額）は、所得区分に関係なく一つの

医療機関で１万円です。この適用を受けるためには、「特定疾病療養受療証」が必要で、市の窓口

で申請できます。 

  なお、申請の際は医師の意見書（所定の様式で保険年金課後期高齢者医療担当に用意）もしく

は以前加入していた医療保険の特定疾病療養受療証（写し）をお持ちください。 

 

８ 療養費（払い戻しが受けられる医療費） 

  次の場合は、かかった費用の一部又は全部（医療証をお持ちの方）が戻りますので、市へ申請し
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てください。申請の内容が神奈川県後期高齢者医療広域連合に認められた場合、自己負担分を除

いた額が支給されます。 

  ア 治療に必要な補装具（コルセットなど）を作った場合 

  イ やむをえない事情により、後期高齢者医療被保険者証を使わずに受診した場合 

  ウ 医師の指示で重病人の入院・転院に移送費用がかかった場合 

  エ 海外滞在中や旅行中に現地の病院で診療を受けた場合 

  オ 輸血のための生血代を負担した場合 

 

９ 葬祭費 

  被保険者の方が亡くなられた場合、その葬祭を行った喪主の方に対し、申請により５万円が支

給されます。 

 

１０ 保険料の賦課 

  後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を負担します。毎年度４月１日を基準

日として、その年の４月１日から翌年の３月３１日までの１年間の金額を決定します。保険料は、

被保険者が均等に負担する均等割額と、前年の所得に応じて負担する所得割額を合計した金額で

す。 

令和５年度の保険料額（年額） 

被保険者の保険料 

（上限は 66万円） 
＝ 

均等割額 

(43,100円) 

 

＋ 

 

所得割額 

（総所得金額等－43万円）×8.78％ 

 ※賦課のもととなる所得金額 

※年度途中で被保険者になった場合、被保険者になった日が賦課の基準日となり、その月から保

険料がかかります。また、被保険者でなくなった場合は、その前月分まで保険料がかかります。 

 

１１ 保険料の軽減 

（１）均等割額の軽減 

   世帯の合計所得（同一世帯内の被保険者と世帯主の所得金額の合計）が、下表の基準額以下

の場合、均等割額の７割・５割・２割が軽減されます。軽減措置の該当・非該当は自動的に判定

されますので申請等は原則不要ですが、ご自身や同世帯の方が市県民税に関して未申告の場合

は、申告が必要となる場合があります。 

   なお、軽減の基準額の算定にあたり、収入が公的年金によるものである場合は、当該年金か

ら公的年金控除と高齢者特別控除（１５万円）を控除した額を所得とみなして判定します。 

均等割額軽減の基準額（総所得金額等） 軽減割合 

４３万円＋１０万円×（給与・年金所得者等の数*－１）以下 ７割 

４３万円＋２９万円×被保険者数＋１０万円×（給与・年金所得者等の数*－１）

以下 
５割 

４３万円＋５３．５万円×被保険者数＋１０万円×（給与・年金所得者等の数*

－１）以下 
２割 

 ※給与・年金所得者とは、給与所得または年金所得がある方、もしくは給与所得および年金所得
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の両方の所得がある方を指します。 

（２）健康保険等の被扶養者だった方の軽減 

   後期高齢者医療制度加入の前日まで、被用者保険の被扶養者だった方は、所得割額が課され

ず、均等割額の５割が軽減されます。（加入後２年間を経過する月までの期間に限ります。） 

   なお、健康保険等の被保険者本人のみが後期高齢者医療制度に移行した場合、被扶養者は原

則として、国民健康保険に加入します。 

   ※被用者保険とは、全国健康保険協会管掌保険や健康保険組合、共済組合等の保険です。国

民健康保険と国民健康保険組合は該当しません。 

（３）その他 

   災害による損害、世帯主の死亡、所得の著しい減少等によって減免が受けられる場合があり

ます。この減免措置は市への申請が必要です。 

 

１２ 保険料の納付方法 

（１）特別徴収（年金からの天引き） 

   特別徴収が原則で、次のすべてにあてはまる方は特別徴収の対象となります。 

  ア 年額１８万円以上の年金を受給している方 

  イ 介護保険料を特別徴収により納めている方 

  ウ 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金額の２分の１

以下の方 

（２）普通徴収（納付書又は口座振替による納付） 

   特別徴収の対象とならない方は、市から７月に納入通知書を発送しますので、納付書又は口

座振替で保険料を納めます。 

   また、年度途中で転入された方や７５歳に年齢到達された方なども一定期間普通徴収となり

ます。 

 

１３ お問い合わせ 
  保険年金課後期高齢者医療担当 電話２１－９７６８（直通） 
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１８ 健 康 づ く り 
 

 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、各種事業に変更が生じる可能性があります。ホームペ

ージ等で最新情報を御確認ください。 

 

１ 母子保健事業 

  すべての子どもが健やかに育つ社会の実現を目指し、切れ目のない母子への支援体制を関係機

関とのネットワークにより構築し、「ひらつかネウボラルーム はぐくみ」を円滑に運営するとと

もに、地域母子保健の一層の向上を図ります。 

 

１ 母子健康手帳の交付 

（１）対 象 

   平塚市に住民票のある方で、産婦人科を受診し妊娠の診断を受けた方 

（２）内 容 

   妊娠届出書を、子育て世代包括支援センター「ひらつかネウボラルーム はぐくみ」（保健セ

ンター３階）に提出された方へ、母子健康手帳を交付しています。その際、すべての妊婦の方々

と専門職員（保健師、助産師、管理栄養士など）が面接し、妊娠から出産、育児に関する様々な

不安や悩みに対して適切なアドバイスや情報提供をします。 

（３）お問い合わせ 健康課（子育て世代包括支援センター「ひらつかネウボラルーム はぐくみ」）

 電話５９－９５７０、５９－９５７１ 

 

２ はぐくみ出産・子育て応援ギフト（国の出産・子育て応援給付金）支給事業 

（１）対 象 

  ア はぐくみ出産応援ギフトについて 

平塚市に妊娠届を提出した方で、妊娠届け出時の面談、及びアンケート調査に回答した妊

婦 

  イ はぐくみ子育て応援ギフトについて 

    平塚市に出生届、出生連絡票を提出し、乳児家庭全戸訪問時の面接及びアンケート調査に

回答した方。 

（２）内 容 

   出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図る経済的支援（計

１０万円相当）を実施します。 

（３）お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

 

３ 産前・産後ヘルパー派遣事業 

（１）対 象 

    市内に居住する産前から産後 5か月以内の妊産婦 

（２）内 容 
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   育児への不安や負担が生じやすい妊娠中及び産後の子育て家庭に対し、ヘルパーを派遣し、家

事や育児の負担を軽減し、産前・産後の生活をサポートするサービスです。 

（３）お問い合わせ 健康課（ネウボラルームはぐくみ） 電話５９－９５７０ 

 

４ 産後ルーム「ママはぐ」（産後ケア事業） 

（１）対 象 

４か月以内の乳児がいる初産婦で、育児に不安がある方又は日中赤ちゃんと二人になりがちな

方 

（２）内 容 

産後の体の回復のための体操や赤ちゃんとのふれあい遊びを体験したり、栄養士が作ったお

昼ごはんをみんなで食べて、日頃疲れた体を休めたり仲間づくりをします。 

（３）お問い合わせ  

健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

 

５ 産後ケア（デイサービス、ショートステイ）事業 

（１）対 象 

平塚市に住所のある出産後４か月未満（３６週６日までに出産した方は修正月齢で４か月未

満）の母子で家族等からの出産後の支援が受けられない、出産後の体調不良や育児不安のある

方 

（２）内 容 

出産後の体調に不安やサポートが得られないお母さんが医療機関や助産院によるケアを受け、

体調の回復・育児の不安を解消するための事業です。※自己負担金あり 

（３）お問い合わせ 子育て世代包括支援センター「ひらつかネウボラルーム はぐくみ」 

電話５９－９５７０、５９－９５７１ 

           健康課（保健センター）電話５５－２１１１ 

           

６ 産後メンタルヘルス相談（産後ケア事業） 

（１）対 象 

    平塚市に在住する妊産婦とその家族 

（２）内 容 

妊産婦やその家族を対象とした、臨床心理士による心の不調に関する個別相談（１回５０分）

を月１回、定員３名の予約制で実施します。（無料） 

（３）お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

 

７ Ｂａｂｙ＆Ｋｉｄｓ健康カレンダーの配布 

  乳幼児の健康づくりに関連した事業を紹介する「Ｂａｂｙ＆Ｋｉｄｓ健康カレンダー」を公民

館、市民窓口センター、保健センター、こども家庭課で配布しています。 

 

８ 母親父親教室 

（１）対 象 
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    妊婦とその夫 

（２）内 容  

   保健師、助産師、管理栄養士、歯科衛生士が妊娠中の過ごし方、栄養について、歯の衛生、母

乳育児、赤ちゃんの育て方等について指導を行います。快適マタニティライフ編は年５回、赤ち

ゃん誕生準備編は年１２回、保健センターで実施します。 

（３）お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

 

９ 父親のための育児情報の提供 

  夫婦で行う育児の大切さや父親のあり方、妊娠中からお子さんが３歳になるまでの成長に合わ

せた育児情報の紹介等のため「平塚市父子育児手帳」を母子健康手帳交付時に配布しています。 

 

１０ 祖父母のための育児情報の提供 

（１）祖父母手帳の配布 

  これからお孫さんを迎える祖父母の皆さまが、戸惑うことなく「孫育て」に参加できるよう、

今と昔の育児の違いなどが記載された祖父母手帳を母子手帳交付時に配布しています。 

※２０２１年８月より QRコードを読みとる内容のリーフレットへ変更になりました。 

（２）祖父母のための食育講座 

   「祖父母だからできる食育」を再確認していただくことを目的として、正しい食生活に関す

る知識や最近の食育情報を普及・啓発するためのチラシを希望園に配布します。 

（３）歯っぴい 歯みがき教室 

   祖父母に向けたむし歯予防に関するパンフレットを配布します。 

（４）お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

 

１１ 離乳食教室 

（１）対 象 

   ５か月～１歳６か月児とその保護者 

（２）内 容 

   食生活の基礎となる離乳食の大切さと進め方、幼児食への移行等についての理解を深めるこ

とを目的とし、各月齢に合わせ、３段階の離乳食教室をそれぞれ試食等をおりこみ実施します。 

  ア 離乳食教室５～６か月児 

    離乳食の始め方と、５、６か月頃の形態について年８回保健センターで実施します。 

  イ 離乳食教室７～８か月児 

    ２回食への移行と、７、８か月頃の形態について年８回保健センターで実施します。 

  ウ 離乳食・幼児食教室９か月～２歳０か月児 

    ３回食への移行から幼児食、卒乳に向けて年４回保健センターで実施します。 

  

（３）お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

 

１２ むし歯予防教室 

（１）対 象 
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   ８か月～１歳１０か月児とその保護者 

（２）内 容 

   月齢や歯の萌出に合わせた口腔衛生指導やむし歯予防についての理解を深めることを目的と

して実施します。 

  ア 準備期編 ８か月児～１歳０か月児を対象に年６回保健センターで実施します。 

  イ イヤイヤ克服編 １歳３か月児～１歳１０か月児を対象に年６回保健センターで実施しま

す。 

   

（３）お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

 

１３ 低出生体重児と保護者のつどい 

（１）対 象 

   出生体重が１，７００ｇ未満の２歳以下の乳幼児と保護者 

（２）内 容 

   育児情報や親子のスキンシップ、ふれあい遊びを紹介しながら保護者同士が交流できる機会

をつくり、育児不安の解消を図る場として、つどいを実施します。 

   年６回（奇数月）、保健センターで実施します。 

（３）お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

 

１４ 育児相談 

（１）対 象 

   乳幼児とその保護者 

（２）内 容 

   身長・体重測定（来所のみ）、栄養、歯の衛生、母乳育児、育児の方法、予防接種の受け方等

に関する相談を保健師、助産師、管理栄養士、歯科衛生士がお受けします。 

  ア 来所 毎月２回水曜日の午前中（予約制） 保健センターで実施します。 

  イ 電話 月曜日から金曜日（祝日を除く）（午前８時３０分から午後５時受付）（随時） 

  ウ オンライン 毎週水曜日の午前中（予約制） 

（３）お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

 

１５ ７か月児相談 

（１）対 象 

   ７か月児とその保護者 

（２）内 容 

   発達を促すための親子のふれあい遊びや生活リズムについての情報提供、身長体重測定・発

育発達の確認、育児相談等を保健師がお受けします。 

   毎月２回火曜日の午前中（受付は９時から１０時まで）に保健センターで実施します。 

（３）お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 
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１６ 貧血予防教室 

（１）対 象 

   離乳食教室へ来所した母親 

（２）内 容 

   貧血予防のための食事改善について、試食をおりこんだ教室を実施します。 

   年１２回、離乳食教室５～６か月児と同時開催で、保健センターで実施します。 

（３）お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

 

１７ 妊婦健康診査 

（１）対 象 

   妊 婦 

（２）内 容 

   健やかな妊娠・出産のために、妊娠中に１４回、健康診査を実施医療機関で受診できます。ま

た、健康診査の結果、医師が必要と認めた場合は、保健師、助産師等が保健指導を行います。 

（３）お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

 

１８ 妊婦歯科健康診査 

（１）対 象 

   妊婦 

（２）内 容 

   妊娠中の歯科疾患の現状を把握し、安心して妊娠期を過ごすことを目的として実施医療機関

において個別で歯科健診を実施します。 

（３）お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

 

１９ 産婦健康診査 

（１）対 象 

   産後３週間以上８週間以内（産後２２日目から満２か月になる前日）の産婦 

（２）内 容 

   健康診査（母体の身体的機能の回復や授乳状況及び精神状態の把握等）とエジンバラ産後う

つ病質問票を実施します。 

（３）お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

 

２０ ４か月児健康診査 

（１）対 象 

   ４か月～５か月未満の乳児 

（２）内 容 

   発育栄養状況、運動機能等を診査し、各種の心身障がいを早期に発見し、医療措置を行うよ

うに指導するため、実施医療機関で受診できます。健康診査の結果、医師が必要と認めた場合、

又は必要に応じて保健師、管理栄養士と連携を図り、育児不安の解消等について保健指導を行

います。 
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（３）お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

 

２１ ８～１０か月児健康診査 

（１）対 象 

   ８か月～１１か月未満の乳児 

（２）内 容 

   発育栄養状況、運動機能及び精神発達を診査し、各種の心身障がいを早期に発見し、医療措

置を行うように指導するため、実施医療機関で受診できます。健康診査の結果、医師が必要と認

めた場合又は必要に応じて、保健師、管理栄養士、歯科衛生士と連携を図り、保健指導を行いま

す。 

（３）お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

 

２２ １歳６か月児健康診査 

（１）対 象 

   １歳７か月の幼児 

（２）内 容 

   医科、歯科健診及び必要に応じて個別相談（生活、栄養、歯科、心理、遊び）を実施します。

また、健康診査の結果、疾病等の疑いがあり、身体面・精神面に関する診断の確定をするため

に、精密検査を行う必要がある幼児に対しては医療費の一部（自己負担分）を助成し、事後指導

を行います。 

   毎月２～３回（火曜日）、保健センターで実施します。 

（３）お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

 

２３ ２歳児歯科健康診査 

（１）対 象 

   ２歳１か月～２歳６か月の幼児 

（２）内 容 

   歯科医師による口腔診査、歯科保健指導と歯科衛生士によるブラッシング指導及び希望者へ

のフッ素体験塗布、管理栄養士による、個別相談を行います。 

   年２４回、保健センターで実施します。 

（３）お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

 

 

２４ ３歳児健康診査 

（１）対 象 

   ３歳２か月の幼児 

（２）内 容 

   医科、歯科健診と尿検査・屈折検査・視聴覚検査及び必要に応じて個別相談（生活・栄養・歯

科・心理・遊び）を実施します。 

   なお、精密検査を行う必要のある幼児への対応は１歳６か月児健康診査と同様です。 
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   毎月３回（木曜日）、保健センターで実施します。 

（３）お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

 

２５ 乳幼児ケア 

（１）対 象 

   各種乳幼児健康診査、育児相談及び保健師等による家庭訪問の結果、事後措置が必要と認め

られた乳幼児 

（２）内 容 

   小児科医師による診察と必要に応じて個別相談（生活・栄養・運動）を行います。 

   毎月１回、保健センターで実施します。 

（３）お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

 

２６ 幼児健康診査事後フォロー教室 

（１）対 象 

   １歳６か月児健康診査、３歳児健康診査及び育児相談等において言葉や生活習慣、母子関係

や社会性等で、経過観察を必要とする幼児とその保護者 

（２）内 容 

   遊びを通して友達とのかかわり、健全な母子関係の育成を支援します。 

   幼児健康診査フォロー教室を保健センターで実施します。 

（３）お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

 

２７ 訪問指導 

（１）妊産婦訪問指導 

  ア 対 象 

    妊産婦 

  イ 内 容 

    妊婦健康診査の結果、保健指導を必要とする者及び妊産婦訪問希望者に対して、助産師及

び保健師等が訪問指導を行います。 

  ウ お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

（２）新生児訪問指導 

  ア 対 象 

    出生連絡票や医療機関からの依頼を受けた新生児 

  イ 内 容 

    新生児（生後２８日未満）の発育、栄養、生活環境、疾病予防等育児上必要な事項や異常の

早期発見、治療等についての助言指導を行います。 

  ウ お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

（３）乳幼児訪問指導 

  ア 対 象 

    ４か月児健康診査、８～１０か月児健康診査、１歳６か月児健康診査、３歳児健康診査の

未受診者、経過観察児及び育児支援を必要とする児 
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  イ 内 容 

    受診勧奨、状況把握及び経過観察児の状況把握と助言・指導を行います。 

    また、育児支援を必要とする児に対して助言・指導を行います。 

  ウ お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

（４）未熟児（低出生体重児）訪問指導 

  ア 対 象 

    身体の発育が未熟のまま出生した乳児 

  イ 内 容 

    発育について注意深い配慮が必要であり、養育する母親の不安解消のため助産師、保健師、

管理栄養士等が訪問指導を行います。 

  ウ お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

（５）養育支援訪問事業 

  ア 対 象 

    他の子育てに係る支援を受けることが難しい家庭のうち、育児支援の効果が期待できる家

庭 

  イ 内 容 

    育児支援に関する技術的援助を保健師、助産師、管理栄養士、心理相談員、歯科衛生士等が

行います。また、この他家庭援助を必要とする場合は、ヘルパーによる援助を行います。 

  ウ お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

（６）こんにちは赤ちゃん訪問事業 

  ア 対 象 

    生後４か月までの乳児のいる全家庭 

  イ 内 容 

    様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供等を行うとともに、親子の心身の

状況や養育環境等の把握や助言を行い、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供に

結びつけます。 

  ウ お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

 

２８ 子どもの生活習慣病予防対策事業 

  生活習慣病は小児期からの規則正しい生活習慣や食習慣等によって予防することができるため、

保護者や子どもとのかかわりを持つ方に対し、知識の普及・啓発を実施します。また、子どもの生

活習慣病ハイリスク児の早期発見や予防にも努めます。 

（１）巡回教室 

   子どもの生活習慣病の予防を目的として、保育園・幼稚園等を会場に知識の普及・啓発を目

的とした教室を実施します。 

（２）健康相談・健康教室 

   知識の普及とともに、ハイリスク児の早期発見、予防を目的として、医師、管理栄養士等によ

る相談や運動教室を、幼児・児童それぞれを対象に実施します。 

（３）対策委員会 
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   子どもに関わる関係者（医師、歯科医師、保護者、保育園、幼稚園、学校等）の代表で構成さ

れ、事業の評価や推進を目的に年２回実施します。 

（４）５歳児生活実態調査 

   小児肥満の動向や生活実態を知り、それに即した予防事業が展開できるように５歳児を対象

に調査します。 

（５）お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

 

２９ 思春期対策連絡調整事業 

  生涯にわたり健やかに過ごすための基盤となる思春期の中学生・高校生等に対し、生命の尊さ

や母性・父性の養成を行い、健全な身体づくりについての正しい知識の普及をします。 

（１）学校・地域からの依頼を受け、助産師・保健師・管理栄養士が思春期教室を実施します。 

（２）思春期対策連絡会を年１回実施し、学校保健と地域保健の情報交換を行い、連携を図ります。 

（３）お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

 

３０ 永久歯萌 出
ほうしゅつ

期歯科保健事業 

（１）対 象 

   ４・５歳児とその保護者 

（２）内 容 

   永久歯が萌出する時期にあわせ、自分自身で歯を守る力をつけるための支援を行うこと目的

として、歯科衛生士が幼稚園、保育園に出向き、教室を実施します。 

（３）お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

 

３１ 妊娠期からの児童虐待予防事業 

  妊娠期の段階から支援が必要な妊産婦を対象に、早期に必要な支援を行い、育児不安等を軽減

することで児童虐待の予防に努めます。 

（１）周産期医療機関、平塚児童相談所、平塚保健福祉事務所、こども家庭課との連携を図ります。 

（２）支援会議を年３回実施するほか、随時必要に応じた連携を図ります。 

（３）お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

 

３２ 不育症治療費助成事業 

  令和２年４月から、不育症の診断を受け、治療を受けられたご夫婦に対し、経済的負担の軽減

を図るため治療費の一部を助成します。 

（１）対象となる治療  

令和２年４月１日以降に治療が終了し、申請日時点で、治療が終了した日から１年以内の不

育症治療（令和２年４月１日より前から継続して不育症治療を受けている場合、治療期間の初

日は４月１日以降最初に不育症治療を受診した日となります。） 

（２）不育症とは  

厚生労働省では、妊娠はするものの２回以上繰り返す流産や死産などによって赤ちゃんを授

かれないことを不育症としています。 

（３）助成の要件（全てを満たしている御夫婦） 
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  ア 法律上の婚姻をしている夫婦であること。あるいは事実婚関係にあること。 

  イ 申請日時点で、１年以上前から平塚市に住民登録があること。 

  ウ 市税を滞納していないこと。 

（４）助成の内容 

   不育症治療（１治療期間）に要した費用について、３０万円を限度に助成します。助成を受け

ることができる回数は、１年度あたり１回とし、通算５回までです。 

１治療期間とは、診断を受け治療を開始した後１回の妊娠成立から妊娠終了（出産、流産、死

産など）までの期間です。不育症に係る検査のみで不育症治療をしない場合は、助成対象外で

す。 

（５）助成の対象となる費用 

厚生労働省不育症研究班に属する医療機関、または、これと同等の能力を有する医療機関が

行う不育症の治療及びその治療に係る検査に要した費用のうち、保険適用外の費用が対象とな

ります。 

（６）お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

 

２ 健康増進事業 

  市民の壮年期からの健康づくりのために「自分の健康は自分で守り、自分でつくる」という意

識の普及・啓発を推進し、生活習慣病の予防、早期発見、重症化予防を図ります。 

 

１ 健康手帳 

  健康管理に役立つ「健康手帳」を厚生労働省ホームページからダウンロードすることができま

す。健康診査の結果や健康保持のために必要な事項（血圧・体重など）を書きとめ、健康づくり

にご活用ください。 

 

２ 健康教育 

  生活習慣病予防を必要とする市内在住等の方を対象に「日ごろの生活習慣を見直し、自分の健

康管理に役立てる」という健康の保持増進を目的として、生活習慣病の予防改善に関する正しい

知識の普及を図るために各種健康教室を保健センターで実施します。 

（１）生活習慣病予防教室（講話） 

   医師、保健師等、管理栄養士の講義を実施します。 

（２）肥満予防・改善教室 

   生活習慣病やその予備群であるメタボリックシンドロームを予防するため、６日間の教室を

年３回実施します。保健師や管理栄養士、運動指導者等から、適切な運動や食生活について講義

及び実技等を実施します。 

また、事業者の委託による８日間の教室を年 1回実施します。 

（３）歯科健康教室 

   歯の健康に関する教室を年５回実施します。 

（４）休養・こころの健康教室 

   休養・心の健康づくりのための教室を年１回実施します。 

（５）その他 
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  ア 食育月間にあわせ、野菜の摂取量を増やすための取組を、６月の幼児健診の日程にあわせ

て年６回実施します。 

  イ たばこに関する知識の普及・啓発を行うことを目的に、５月３１日の世界禁煙デーに合わ

せ、「たばこと健康」に関する情報提供を広報媒体等で周知します。 

  ウ がんに関する知識の普及、がん検診受診の啓発を行うことを目的に、がん征圧月間及びが

ん検診受診率５０％達成に向けた集中キャンペーンに併せて、がん予防に関する情報提供を

広報媒体等で周知します。 

（６）お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

 

３ 健康相談 

（１）対 象 

   生活習慣病予防を必要とする市内在住等の方 

（２）内 容 

   心身の健康に関して、保健師、管理栄養士、歯科衛生士が個別で相談に応じ、家庭における健

康管理に必要な指導及び助言を行います。 

   ヘルスアップ相談を毎月１～２回保健センターで実施し、その他相談があれば随時行います。 

   なお、電話での相談は随時実施します。 

（３）お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

 

４ 健康診査 

（１）生活保護受給者等健康診査 

   糖尿病等の生活習慣病の早期発見等を目的として健康診査を実施します。 

  ア 対 象 

  （ア）４０歳以上で生活保護法による被保護世帯の方（年齢は実施年度の年度末年齢） 

  （イ）４０歳以上で中国残留邦人等及び特定配偶者支援給付受給者の方（年齢は実施年度の年

度末年齢） 

※（ア）、（イ）の対象の方は健康保険に加入していないことが条件です。 

  イ 内 容 

    健診内容は、身体計測・血圧測定・尿検査・血液検査等です。 

    ６月から１２月末日まで、実施医療機関で１回受診できます。 

  ウ 費 用 

  （ア）免除（※証明できる必要書類を提示し申請書を記入） 

  （イ）免除（※証明できる必要書類を提示し申請書を記入） 

  エ お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

（２）肝炎ウイルス検診 

  ア 対 象 

    ４０歳以上の方で過去に肝炎ウイルスの検査を受けたことがない方（年齢は実施年度の年

度末年齢） 

  イ 内 容 
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    自身の肝炎ウイルス感染の状況を確認します。検診内容は、問診と血液検査です。 

※なるべく特定健康診査や後期高齢者健康診査等と同時に受診してください。 

 ６月から翌年の３月末日まで、実施医療機関で１回受診できます。 

  ウ 費 用 

    １,２００円 

※７０歳以上の方、受診者負担金免除の方（生活保護法による被保護世帯の方、市民税非課税

世帯の方、６５歳以上７０歳未満で一定以上の障がい認定を受けている方、中国残留邦人等及

び特定配偶者支援給付受給者の方）は実施医療機関窓口に必要書類を提示し申請書を記入する

と無料です。 

  エ お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

（３）肝炎ウイルス検診個別勧奨事業 

  ア 対 象 

    ４０歳以上５歳刻みの年齢の方（実施年度の４月１日時点の年齢）で過去に肝炎ウイルス

の検査を受けたことがない方 

  イ 内 容 

    無料受診券を個別に送付することにより、肝炎ウイルス検診の受診促進を図り、未受診者

を減らし肝炎患者の早期発見・早期治療につなげることを目的に実施します。 

  ウ 費 用 

    無料（対象者の方には検診無料受診券等を送付します） 

エ お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

（４）胃がん検診 

  ア 対 象（年齢は実施年度の年度末年齢） 

    バリウム検査 ４０歳以上の方 

    内 視 鏡 検 査 ５０歳から６８歳までの偶数年齢の方 

  イ 内 容 

    がんの早期発見・早期治療をめざし、バリウム検査は集団検診、内視鏡検査は個別検診で、

どちらか年に１回の受診機会を設定しています。 

  （ア）集団検診（バリウム検査） 

   年間約３０回（５月～翌年３月）、保健センターほか市内施設で実施します。 

  （イ）個別検診（内視鏡検査） 

   ４月から翌年３月末日まで、指定医療機関で受診できます。 

  ウ 費 用 

  （ア）集団検診 １，４００円 

  （イ）個別検診 ５，０００円 

    ※７０歳以上の方・受診者負担金免除者は無料です。 

  エ お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－３７００ 

（５）大腸がん検診 

  ア 対 象（年齢は実施年度の年度末年齢） 

  ４０歳以上の方 
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  イ 内 容 

  がんの早期発見・早期治療をめざし、年に１回の受診機会を設定しています。 

  （ア）集団検診 

   年間約３０回（５月～翌年３月）、保健センターほか市内施設で実施します。 

  （イ）個別検診 

   ４月から翌年の３月末日まで、指定医療機関で受診できます。 

  ウ 費 用 

  （ア）集団検診 ５００円 

  （イ）個別検診 ６００円 

    ※７０歳以上の方・受診者負担金免除者は無料です。 

（６）肺がん検診 

  ア 対 象（年齢は実施年度の年度末年齢） 

    ４０歳以上の方 

  イ 内 容 

    がんの早期発見・早期治療をめざし、個別検診方式による年に１回の受診機会を設定して

います。また、医師が必要と認めた方に対しては喀痰検査も実施しています。 

    ４月から翌年の３月末日まで、実施医療機関で受診できます。 

  ウ 費 用 

    １,０００円（喀痰検査あり １，７００円） 

   ※７０歳以上の方・受診者負担金免除者は無料です。 

  エ お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－３７００ 

（７）子宮がん検診（年齢は実施年度の年度末年齢） 

  ア 対 象 

    ２０歳以上の女性 

  イ 内 容 

    がんの早期発見・早期治療をめざし、集団検診方式と個別検診方式による受診機会を設定

しています。個別検診においては、医師が必要と認めた方に対しては体がん検診も実施して

います。 

  （ア）集団検診（頸がん） 

     年間約３０回（５月～３月）、保健センターほか市内施設で実施します。 

  （イ）個別検診（頸・体がん） 

     ４月から翌年の３月末日まで、指定医療機関で受診できます。 

  ウ 費 用 

  （ア）集団検診 １，０００円 

  （イ）個別検診 ２，５００円（子宮頸がん＋体がん ４，０００円） 

    ※７０歳以上の方・受診者負担金免除者は無料です。 

  エ お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－３７００ 

（８）乳がん検診 

  ア 対 象（年齢は実施年度の年度末年齢） 
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    ４０歳以上偶数年齢の女性 

   ※４０歳以上の奇数年齢の女性も、前年度未受診の場合は受診可 

  イ 内 容 

    がんの早期発見・早期治療をめざし、集団検診方式と個別検診方式による受診機会を設定

しています。 

  （ア）集団検診 

     年間約２０回（５月～３月）、保健センターほか市内施設で実施します。 

  （イ）個別検診 

     ４月から翌年の３月末日まで、実施医療機関で受診できます。 

  ウ 費 用 

  （ア）集団検診 ２，０００円 

  （イ）個別検診 ２，５００円 

    ※７０歳以上の方・受診者負担金免除者は無料です。 

  エ お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－３７００ 

（９）前立腺がん検診 

  ア 対 象（年齢は実施年度の年度末年齢） 

    ４０・４５・５０・５５・６０歳の男性 

  イ 内 容 

    がんの早期発見・早期治療をめざし、個別検診方式による年に１回の受診機会を設定して

います。 

    ４月から翌年の３月末日まで、実施医療機関で受診できます。 

  ウ 費 用 

    １，０００円 

   ※受診者負担金免除者は無料です。 

  エ お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－３７００ 

（１０）成人歯科健康診査 

  ア 対 象 

    ４０歳、５０歳、６０歳及び７０歳の節目年齢の方で検診を希望する方 

    （年齢は実施年度の年度末年齢） 

  イ 内 容 

    ６月から翌年の３月末日まで、実施医療機関において成人歯科健康診査を個別に実施しま

す。口腔がん検診は追加検査（オプション）となります。 

  ウ 費 用 

    １，０００円（口腔がん検診を受診した場合は１，１００円） 

※７０歳の方、受診者負担金免除者は無料です。 

  エ お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

 

５ 訪問指導 

（１）対 象 
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   生活習慣病予防等を必要とする市民の方 

（２）内 容 

   生活習慣病予防及び心身機能の低下防止と健康保持増進を図ることを目的として、保健サー

ビスと医療・福祉等他のサービスとの調整を図り、本人及びその家族に対して保健・栄養・口腔

等に関する必要な指導、相談を保健師、管理栄養士、歯科衛生士などが実施します。 

（３）お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

 

３ 食育推進事業 

  平塚市食育推進計画に基づき、食育関係各課との連携により、市民一人ひとりが実践できる食

育のまちづくりをめざすため、食育推進を図ります。 

（１）親子で朝ごはんクッキング教室 

  ア 対 象 

    ５歳から６歳（就学前まで）の子どもとその保護者 

  イ 内 容 

    規則正しい生活リズムを整え、朝ごはんを毎日バランス良く食べられるように簡単メニュ

ーを親子で一緒に作ります。 

  ウ 費 用 

    一人３００円 

  エ お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

 

４ 地域保健・健康づくり事業 

  自分の健康は自分で守り、自分でつくるという認識のもとに、各人が栄養、運動、

休養のバランスがとれた日常生活が送れるよう、地域の方々とともに健康づくりを

推進します。  

 

１ 地区組織活動 

（１）健康推進員養成・育成事業 

  ア 健康推進員養成講座 

  （ア）対 象 

     一般市民（公募） 

  （イ）内 容 

     運動と休養による健康づくり活動の推進に必要な知識と実践のための技術を習得する８

日間の講座を年１回、主に保健センターで実施します。 

     また、養成講座のフォローを目的とした講座を年１回実施します。 

  （ウ）お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

  イ 健康推進員育成講座 

  （ア）対 象 

     健康推進員 

  （イ）内 容 

     養成講座を修了して地域で健康づくり活動を行っている健康推進員に対して、活動に必



130 

 

要な新しい知識や技術を習得するための講座を実施します。 

  （ウ）お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

（２）食生活改善推進員養成・育成事業 

  ア 食生活改善推進員養成講座 

  （ア）対 象 

     一般市民（公募） 

  （イ）内 容 

     食生活改善活動の推進に必要な知識と、実践のための技術を習得する８日間の講座を年

１回、主に保健センターで実施します。 

  （ウ）お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

  イ 食生活改善推進員育成事業 

  （ア）対 象 

     食生活改善推進員 

  （イ）内 容 

     養成講座を修了して、地域で組織的な食生活改善活動を行っている食生活改善推進員に

対して、最新の食情報の提供と、地域活動の推進のための助言、協力等を行います。 

  （ウ）お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

 

２ 健康づくり推進事業 

地域での運動と休養による健康づくり活動の啓発、市民健康づくり周知活動、関係行事への参

加活動を中心に、平塚市健康推進員連絡協議会が事業を展開します。 

（１）対 象 

   市内在住・在勤の方 

（２）内 容 

  ア 健康ウオーキング及び体験ウオーキング 

    健康ウオーキングは年１０回程度実施します。 

  イ くすの木体操 

    平塚市のご当地体操として、講師による教室や、健康推進員が講師となる教室を実施しま

す。 

  ウ 運動及び休養の健康教室 

    運動及び休養をテーマとした教室を年４回実施します。 

  エ 体力チェック 

    地域の方からの依頼や公民館まつり等で握力、体脂肪、肺活量測定等を実施します。 

（３）会場・日程 

   健康ウオーキングは市内各所で、その他の教室は公民館、保健センター等で実施します。 

（４）お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

 

３ 栄養改善指導事業 

（１）対 象 
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   一般市民 

（２）内 容 

   平塚市食生活改善推進団体の協力を得て、ライフステージに合わせた食生活改善のための事

業を行います。 

（３）会場・日程 

   公民館等で実施します。 

（４）お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

 

４ 平塚市健康増進計画推進事業 

  あらゆる世代の市民が健康的な生活を送れることを目指し、市民一人一人による健康づくりの

取組への支援、市民の健康づくりへの関心を高めるための普及啓発、市民の健康を地域で支える

健康づくりを推進します。 

 

５ 地域健康づくり支援事業 

（１）内 容 

   市民団体及びグループ等からの依頼に応じて、健康教育、健康相談等を実施します。 

（２）お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

 

６ 献血推進事業 

（１）対 象 

   一般市民及び市内事業所在勤者・市内大学在学者 

（２）内 容 

   献血の大切さを市のホームページやポスター等で訴えるとともに、国県及び日本赤十字社と

協力して市内事業所、学校等における献血の計画的実施に加え、街頭での献血参加を呼びかけ

ています。 

（３）会 場 

   市内事業所等 年間約８０回 

   街頭 年間約７０回 

（４）お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

 

５ 予防接種事業 

  感染症に対する抵抗力の保持・増進を目的に予防接種を実施しています。 

 

１ 定期予防接種 

  実施医療機関で個別に接種を受けることができます。 

（１）対 象 

  ア ＤＴ二種混合予防接種（破傷風・ジフテリア） 

    ２期   １１歳から１３歳未満の者（１回） 

  イ 麻しん・風しん 

    １期   生後１２か月から２４か月未満の者 
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    ２期   ５歳から７歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の１年前の日か

ら当該始期に達する日の前日までの間にある者 

（いわゆる幼稚園・保育所の年長児） 

  ウ 日本脳炎 

    １期初回 生後６か月から９０か月未満の者（２回） 

    １期追加 １期初回終了後６か月以上の間隔をおいて（１回） 

    ２期   ９歳から１３歳未満の者（１回） 

  エ ＢＣＧ 

    生後１歳未満の者（１回） 

  オ ＤＰＴ－ＩＰＶ四種混合予防接種 

    （破傷風・ジフテリア・百日咳・不活化ポリオ） 

    １期初回 生後２か月から９０か月未満の者（３回） 

    １期追加 １期初回終了後６か月以上の間隔をおいて（１回） 

  カ ポリオ（急性灰白髄炎） 

    １期初回 生後２か月から９０か月未満の者（３回） 

    １期追加 １期初回終了後６か月以上の間隔をおいて（１回） 

  キ ＤＰＴ三種混合予防接種（破傷風・ジフテリア・百日咳） 

    １期初回 生後２か月から９０か月未満の者（３回） 

    １期追加 １期初回終了後６か月以上の間隔をおいて（１回） 

  ク ヒトパピローマウイルス感染症予防（子宮頸がん予防） 

    小学６年生から高校１年生に相当する年齢の女子（２回又は３回） 

    シルガード９に限り、一回目の接種が１５歳未満で２回接種可能。 

    平成９年度から高校２年生に相当する年齢の女子（３回） 

  ケ ヒブ 

    ２か月齢以上５歳未満の者（接種開始年齢によって１回から４回） 

  コ 小児用肺炎球菌 

    ２か月齢以上５歳未満の者（接種開始年齢によって１回から４回） 

  サ 水痘（水ぼうそう） 

    生後１２か月から３６か月未満の者（２回） 

  シ Ｂ型肝炎 

    生後１歳未満の者（３回） 

  ス ロタ 

    ロタリックス（１価）出生６週から２４週に至るまで（２７日以上の間隔をおいて２回） 

    ロタテック（５価） 出生６週から３２週に至るまで（２７日以上の間隔をおいて３回） 

セ 風しん第５期（抗体検査及び予防接種） 

    抗体検査 昭和３７年４月２日～昭和５４年４月１日生まれの男性の方 

    予防接種 風しん抗体検査の結果、十分な抗体がない者が対象 

    ※抗体検査及び予防接種を実施する場合はクーポン券が必要となりますので、受診を希望

される場合は医療機関にお問い合わせください。 
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ソ インフルエンザ 

    ６５歳以上の者及び６０歳以上６５歳未満で心臓、腎臓、呼吸器等に障がいのある者（１回） 

  タ 高齢者用肺炎球菌 

    過去に一度も接種したことがなく、６５歳、７０歳、７５歳、８０歳、８５歳、９０歳、９

５歳、１００歳及び６０歳以上６５歳未満で心臓、腎臓、呼吸器等に障がいのある者（１回） 

（２）日程・会場 

   予防接種実施医療機関で年間を通じて接種を受けられます。ただし、インフルエンザについ

ては別に期間を定めて実施します。 

   なお、風しん第５期については、令和元年度から令和７年３月３１日までの期間に実施しま

す。実施医療機関については厚生労働省ホームページ（風しん抗体検査・風しん第５期定期接

種受託医療機関）に掲載しています。 

（３）費 用 

   ＤＴ二種混合、麻しん・風しん、日本脳炎、ＢＣＧ、ＤＰＴ－ＩＰＶ四種混合、ポリオ、Ｄ

ＰＴ三種混合、ヒトパピローマウイルス感染症予防（子宮頸がん予防）、ヒブ、小児用肺炎球

菌、水痘（水ぼうそう）、Ｂ型肝炎、ロタ、風しん第５期 無料 

  ※里帰り出産等、都合により他市町村で予防接種を受ける場合は、接種費用を領収書と引き換

えに払戻しいたします。平塚市の予防接種を実施する医療機関以外で予防接種を希望する方

は、必ず事前に平塚市健康課へ御相談ください。 

   インフルエンザ １,６００円 

   高齢者用肺炎球菌 ３，０００円 

   （生活保護世帯、市民税非課税世帯に属する方、中国残留邦人等及び特定配偶者支援給付受

給者の方は無料です。） 

（４）お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

 

２ 平塚市風しん対策事業 

  風しんの流行に伴う対策として、先天性風しん症候群を予防するため、大人の風しん予防接種

費用の一部助成事業を実施しています。 

（１）実施期間 

   令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

（２）対  象 

  ア 妊娠を予定又は希望している女性 

  イ 妊娠している女性の配偶者（子の父親） 

    ただし、次の人は除きます。 

    ・風しんの罹患歴のある人 

    ・風しん（麻しん風しん混合ＭＲ、麻しん風しんおたふくかぜ混合ＭＭＲ含む。）の予防

接種を受けたことがある人 

    ・妊娠中の女性 

（３）接種場所 

   平塚市風しん対策事業協力医療機関 
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  ※市のホームページに掲載しているほか、保健センター、市役所、公民館にちらしを配架して

います。 

（４）助成回数 

   １人１回 

（５）助成費用 

   ＭＲワクチン（麻しん風しん混合）を接種した場合  ５，０００円 

   風しん単味ワクチンを接種した場合  ３，０００円 

  ※接種費用から上記の助成額を引いた差額を協力医療機関へお支払いください（任意の予防接

種のため、接種費用は医療機関により異なります）。 

  ※次のいずれかに該当する場合、接種費用を全額助成します。 

   受診時に証明書類の提示が必要となります。 

   ・生活保護法による被保護世帯の方 

   ・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律による支援給付受給者の方 

   ・市民税非課税世帯に属する方 

（６）申請方法 

   協力医療機関で接種の際、対象確認のための書類を提示のうえ、助成申請書に記入して申し

込みます。 

   ＜確認書類＞ 

   ・健康保険証など住所等が確認できるもの 

   ・妊娠している女性の配偶者は、出産予定のお子さんの母子手帳の原本又は父親の氏名が書

かれた部分のコピー 

（７）お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－２１１１ 

 

３ 平塚市新型コロナワクチン接種事業 

  新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種を実施します。 

（１）実施期間 

   令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

（２）対象者 

   市内に居住する生後６か月以上の者 

（３）初回接種 

ア １２歳以上用ファイザー社ワクチン 

対象者…１２歳以上の者 

イ 武田／モデルナ社ワクチン 

対象者…１２歳以上の者 

  ウ 武田社ワクチン（ノババックス） 

対象者…１２歳以上の者 

エ ５～１１歳用ファイザー社ワクチン 

対象者…５歳以上１１歳以下の者 
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オ 生後６か月～４歳用ファイザー社ワクチン 

対象者…生後６か月以上４歳以下の者 

（４）追加接種 

ア １２歳以上用ファイザー社ワクチン 

対象者…１２歳以上の者 

イ 武田／モデルナ社ワクチン 

対象者…１２歳以上の者 

  ウ 武田社ワクチン（ノババックス） 

対象者…１２歳以上の者 

エ ５～11歳用ファイザー社ワクチン 

対象者…５歳以上１１歳以下の者 

（５）令和５年春開始接種 

ア １２歳以上用オミクロン株対応ファイザー社ワクチン 

対象者…初回接種を完了した１２歳以上かつ下記１～４のいずれかに該当する者 

  イ オミクロン株対応モデルナ社ワクチン 

対象者…初回接種を完了した１２歳以上かつ下記１～４のいずれかに該当する者   

ウ 武田社ワクチン（ノババックス） 

対象者…初回接種を完了した１２歳以上かつ下記１～４のいずれかに該当する者 

  エ ５～１１歳用オミクロン株対応ファイザー社ワクチン 

対象者…初回接種を完了した５歳以上１１歳以下かつ下記２～４のいずれかに該当する者 

１ ６５歳以上 

２ 基礎疾患を有する者 

３ その他重症化リスクが高いと医師が認める者 

４ 重症化リスクが高い者が集まる場所でサービスを提供する医療機関や高齢者施設、障 

  がい者施設の従事者 

（６）令和５年秋開始接種 

未定（令和５年４月時点） 

（７）ワクチン接種方法 

  ア 個別接種 

 医療機関 

イ 集団接種 

平塚市役所（本館） 

ウ その他 

高齢者施設、職域接種 

（８）お問い合わせ 

   平塚市新型コロナワクチン接種コールセンター 

   ０１２０－７５１－７３８（フリーダイヤル） 

 

６ 感染症予防事業 
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  医療技術等の向上により減少していた新規結核患者数は、平成９年に増加に転じました。この

結核の予防策として、正しい情報の提供、早期発見・早期治療を目的とした、健康診断及び予防接

種受診（接種）率の向上を図っています。また、エイズ等の感染症についても、情報提供、ＰＲ活

動を行っています。 

 

１ 胸部エックス線撮影 

（１）対 象 

   ６５歳以上の方 

（２）内 容 

   結核健康診断としてエックス線撮影を実施します。 

   がん集団検診会場にて年間９回実施します。 

（３）費 用 

   無料 

（４）お問い合わせ 健康課（保健センター） 電話５５－３７００ 

 

２ エイズ予防事業 

  国・県・保健福祉事務所などと密に連携をとりながら広報に努め、周知を図ります。 

 

７ 救急医療 

  市民の健康を守るため、様々な救急医療体制を整備しています。 

 

１ 休日・夜間急患診療所 

  市が補助金を支出し、医師会・歯科医師会・薬剤師会が開設し、平日は夜間、休日は昼夜間の診

療を実施しています。 

（１）休日診療（休日・年末年始） 

  ア 受付時間 ９時００分から１１時３０分まで 

         （歯科の受付は９時３０分から） 

         １３時３０分から１６時３０分まで 

  イ 診療科目 内科・小児科・外科・歯科・眼科・耳鼻咽喉科 

         ※眼科・耳鼻咽喉科は第２・４日曜日のみ実施 

（２）夜間診療（平日・休日の夜間） 

  ア 受付時間 １９時から２２時３０分まで 

         （月曜から金曜までの外科は１９時３０分から診療） 

  イ 診療科目 内科・小児科・外科 

（３）お問い合わせ 平塚市休日・夜間急患診療所 

   受付時間内 （医科）電話５５－２１４５ FAX ５５－２１９６ 

         （歯科）電話５５－２１７６ FAX ５５－２１９７ 

   受付時間外 ０５０－１８０７－４１９９（平塚消防署救急案内） 
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２ 二次救急医療 

（１）内 容 

   平塚市の二次救急医療体制は、平塚・中郡地区の４医療機関が輪番で患者を受け入れていま

す。休日（内科、外科、産婦人科の３科）及び土曜日（内科、外科の２科）は２４時間体制で、

平日（内科）は１８時から翌朝８時まで対応しています。 

   なお、小児患者さんが緊急に手術・入院が必要になった場合、平成２８年４月から平塚市民

病院のみでの受け入れとなり、同病院に小児患者さんの集中が予想されます。そのため今まで

どおり、軽い症状や病気のかかり始めの場合は、まず、お住まいの地域にある「かかりつけ医」

を受診するよう改めてお願いいたします。 

（２）お問い合わせ 平塚消防署救急案内 電話０５０－１８０７－４１９９ 

 

３ 障がい者歯科二次診療 

（１）内 容 

   障がい者の歯科医療を受ける機会を確保し、障がい者の健康の保持及び増進を図るため、市

が補助金を支出し、平塚歯科医師会が実施しています。 

（２）診療日 

  ア 毎週木・土曜日 

  イ 診療時間 １３時～１７時（予約制） 

         １０時～１２時（第１・第３木曜日の定期検診のみ） 

（３）お問い合わせ 平塚市休日夜間・障がい者歯科診療所 電話５５－２１７６ 
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１９ 社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会 
 

 

１ 事務所所在地 

  平塚市追分１番４３号（平塚市福祉会館内） 

  電話３３－１３７７ ＦＡＸ３３－６５８８ 

 

２ 社会福祉協議会の目的 

  この社会福祉法人は、平塚市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全

な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的として次の

事業を行います。 

（１）社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

（２）社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

（３）社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 

（４）前３号のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業 

（５）共同募金事業への協力 

（６）老人福祉センターの経営 

（７）福祉資金貸付事業 

（８）日常生活自立支援事業の経営 

（９）特定相談支援事業の経営 

（１０）障害福祉サービス事業の経営 

（１１）地域子育て支援拠点事業の経営 

（１２）子育て援助活動支援事業の経営 

（１３）生活困窮者の自立を促進することを目的とする事業 

（１４）権利擁護の推進を目的とする事業 

（１５）居宅介護支援事業 

（１６）地域包括支援センター事業 

（１７）医療及び介護の支援、連携を目的とする事業 

（１８）平塚市福祉会館の管理運営 

（１９）平塚栗原ホームの管理運営 

（２０）その他この法人の目的達成のため必要な事業 

   

３ 事業の概要 

（１）地区社協の育成・支援 

  ア 地区社協の活動事業を支援します。 

  イ 地区社協活動費として補助金を交付します。 

  ウ 地区社協会長（地区社協部会）連絡会議を実施します。 

  エ 地区社協研修会を実施します。 
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（２）福祉団体等の育成・支援 

  ア 市内の福祉団体へ補助金を交付します。 

  イ 地域活動支援センター等へ事業運営費等の年末配分金を交付します。 

  ウ 地域活動支援センター等の活動に関する補助金を交付します。 

（３）広報啓発活動 

  ア 広報紙「福祉だよりひらつか」の発行 

  イ 市民を対象に次のイベントを開催します。 

  （ア）社会福祉功労者表彰 

  （イ）社会福祉展 

（４）高齢者への福祉 

  ア 在宅寝たきり高齢者等へ慰問品を贈呈します。 

  イ 老人福祉センターを運営します。 

  ウ 高齢者趣味の講座を開催します。 

  エ 地域包括支援センターを運営します。（崇善地区、松原地区を担当） 

（５）障がい児者への福祉 

  ア  １・２級視覚障がい者へ点字図書購入費の一部を助成します。  

  イ  視覚障がい者に点訳・録音図書（音訳ライブラリー）を貸し出します。  

  ウ  障がい児者世帯への支援を目的とした企画を実施します。  

  エ  おもちゃぱ～くを開催します。  

（６）遺児への福祉 

  ア １８歳以下の交通遺児等（交通事故等により保護者が死亡または重度障がいを負った子）

へ激励金を贈ります。 

  イ １８歳以下の一般遺児（病気や自死などにより保護者が死亡した子）へ激励金を贈ります。 

（７）ひとり親世帯への福祉 

  ア ひとり親世帯への支援を目的とした企画を実施します。 

（８）生活に困っている方への福祉 

  ア 生計困難世帯へ夏期・年末に慰問金を支給します。 

  イ 生計困難世帯の児童（小学校６年生・中学校３年生）へ、修学旅行等支度金の助成を行いま

す。 

  ウ 生計困難世帯の児童へ入学時（小・中学校）に入学祝金と被服購入助成費を支給します。 

  エ 生計困難世帯の中学校卒業時に祝金を支給します。 

（９）ボランティアセンター事業 

  ア ボランティア活動をしたい方や、ボランティアを必要とする方からの相談を受け、コーデ

ィネートを行います。 

  イ 新たにボランティア活動をする方の啓発・支援を行います。 

  ウ ボランティア養成講座等を開催します。 

  エ ボランティア活動グループ等へ活動費を補助します。 

  オ 小･中･高等学校･特別支援学校を対象に、福祉活動費の一部を補助します。（故小泉由治郎

福祉活動基金） 
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  カ 市民を対象に福祉学習や出張ボランティアスクールを開催します。 

  キ ボランティアのつどいを開催します。 

（１０）貸付事業 

  ア 一時貸付について 

    平塚市に居住する低所得者で一時的に生活に困窮した方へ、資金の貸付けを行い、生活の

安定と経済的自立を援護します。 

  （ア）対 象 

     低所得者であって、災害、疾病、出産、葬祭、就業、子女の教育、その他緊急不時の出費

のため一時的に生活に困窮し、自立更生に役立つことが期待できる方 

    ａ 平塚市に居住し、独立の生計を営む成年者 

    ｂ 低所得のため僅少な不時の出費等によって一時的に生活が困難な方 

    ｃ 生活に必要な融資を他から受けることが困難な方 

    ｄ この資金の借受けの後、民生委員の指導等を受けることが可能な方 

    ｅ 特に緊急の貸付けを必要と認める方 

  （イ）条 件 

    ａ 貸付限度額一世帯５万円以内 

    ｂ 無利子。償還期間は１年以内とします。返済は毎月又は一括払い。 

    ｃ 連帯保証人（保証能力を有する方）１人以上を必要とします。 

      ※貸付額により連帯保証人を要しない場合があります。 

  イ 生活福祉資金貸付について 

    低所得者、高齢者及び障がい者等の世帯の自立更生と生活の安定を図るため、民生委員等

の指導援助により貸付けを行います。 

  （ア）対 象 

   〔総合支援資金〕 

    失業などにより生活の維持が困難になった世帯が、生活の立て直しのために、継続的な相

談支援（就労支援、家計指導）と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付けを行うことによ

り自立が見込まれる世帯。現に住所を有していること又は住居確保給付金の申請を行い住宅

の確保が確実に見込まれること、他の公的給付制度を受けられる見込みがある場合等いくつ

かの要件があります。また、原則として生活困窮者自立支援法の自立相談支援事業の対象と

なっていることが貸付けの要件になります。 

   〔福祉資金（緊急小口資金を含む。）、教育支援資金〕 

    ａ 低所得者世帯であること 

     （生保基準の１．７倍以内、生活福祉資金収入基準を適応） 

    ｂ 他から融資を受けることが困難である方（他制度優先） 

    ｃ 地区の民生委員の指導と援助を受けることにより、自立できると認められる世帯 

    ｄ 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の交付を受けた方等が属する世帯 

    ｅ 常時介護を要する６５歳以上の高齢者がいる世帯 

    ｆ 緊急小口資金については、原則として生活困窮者自立支援法の自立相談支援事業の対

象となっていること 
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   〔不動産担保型生活資金〕 

    ａ ６５歳以上の高齢者世帯であること。 

    ｂ マンション以外の当該不動産に居住していること。 

    ｃ 不動産が担保に入っていないこと。 

    ｄ 低所得世帯であること。 

    ｅ 不動産の評価が１,５００万円以上あること。 

    ｆ 本人、配偶者の両親以外の同居人がいないこと。 

  （イ）申込方法 

    ａ 福祉資金、教育支援資金は地域の民生委員を経由します。 

    ｂ 総合支援資金は、事前に平塚市役所内のくらしサポート相談で住居確保給付金や自立

相談支援事業の対象になるか、ハローワークの雇用施策の適用になるかどうか相談をし

てください。 

    ｃ 原則として連帯保証人が必要です。状況により連帯保証人が立てられない場合もご相

談にのれます。 

    ｄ 連帯保証人がいる場合は無利子です。連帯保証人がいない場合、貸付利率１．５％で

す。 

    ｅ 貸付けにあたっては神奈川県社会福祉協議会で審査があります。 

  （ウ）資金の種類 

     資金の種類は生活福祉資金一覧表を参照してください。 

（１１）相談事業 

   各種相談を実施しています。 

  ア ボランティア活動相談 

    ボランティア活動について（参加や支援など） 

    毎週月曜日から金曜日まで、８時３０分から１７時まで 

    お問い合わせ ボランティアセンター 電話３３－０００７ 

  イ 生活支援相談 

    生活上の諸問題についての相談に関する問い合わせ 

    毎週月曜日から金曜日まで、８時３０分から１７時まで 

    お問い合わせ 地域福祉推進課 地域支えあい班  

    電話３３－３１００ 

  ウ くらしサポート相談 

  （ア）就労や住居の問題等をはじめとした生活上の困りごとの相談及び自立に向けた支援につ

いて（生活困窮者自立相談支援事業） 

  （イ）生活福祉資金・一時貸付について 

    毎週月曜日から金曜日まで、８時３０分から１７時まで 

    お問い合わせ くらしサポート相談 電話２１－８８１３ 

（１２）日常生活自立支援事業 

    ひらつかあんしんセンター 立野町３１－２０（平塚栗原ホーム内） 

                電話３７－１８８８ 
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    福祉サービスの利用や金銭管理等に必要な判断が不十分な方に対して、住み慣れた地域で

安心して生活を送れるよう支援します。 

  ア 対 象 

    身の回りに支援してくれる人や信頼できる人がいない方であって、以下に該当する方 

  （ア）おおむね６５歳以上の寝たきり高齢者 

  （イ）ひとり暮らしの認知症高齢者 

  （ウ）身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者 

  イ 支援内容 

  （ア）福祉サービスの利用援助 

  （イ）日常的金銭管理サービス…公共料金､福祉サービス利用等の支払代行等 

  （ウ）書類等預かりサービス…定期預貯金通帳、不動産権利証書等の預かり保管 

  ウ 利用料（所得状況により減額又は免除あり） 

  （ア）福祉サービス利用支援 月５，０００円 

  （イ）日常金銭管理サービス 月１０，０００円 

  （ウ）書類等預かりサービス 月５００円 

（１３）法人後見事業 

   ひらつかあんしんセンター 立野町３１－２０（平塚栗原ホーム内） 

                電話３７－１８８８ 

    平塚市社会福祉協議会が法人として成年後見制度の成年後見人等になり、住み慣れた地域

で安心して生活していくための支援をする事業です。本会が成年後見人等として新規に選任

されるには「審査会」で審査した後、家庭裁判所の審判によります。成年後見制度について

は、１０ページを参照してください。 

（１４）子育て支援事業 

  ア 子育て支援センター事業 

    子育て支援センターの運営 南豊田３８１（豊田分庁舎内）電話／ＦＡＸ３４－９０７６ 

    （利用日）月～金曜日 

    子育て支援センターについては、８１ページを参照してください。 

  イ ファミリー・サポート・センター事業 

    ファミリー・サポート・センターの運営 追分１－４３（福祉会館内） 

    電話／ＦＡＸ３４－７８４４ 

    ファミリー・サポート・センターについては、８３ページを参照してください。 

  ウ 子育て支援育成事業 

  （ア）地域の子育て支援グループ等の運営費の補助をします。 

  （イ）子育て応援団体支援事業を実施します。 

    ａ 子育て応援団体情報交換会 

    ｂ 子育て応援団体冊子発行 

    ｃ おもちゃ貸出し事業 

ｄ 子育て支援ネットワークの推進 

（ウ）子ども貧困対策支援事業として、食料支援・子ども食堂・学習支援活動団体へ運営費等を
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補助します。 

（１５）成年後見利用支援センター事業 

   成年後見利用支援センターの運営 

   立野町３１－２０（平塚栗原ホーム内）  電話 ３５－６１７５ 

   成年後見利用支援センターについては、１３ページを参照してください。 

（１６）平塚市在宅医療・介護連携支援センター事業 

   平塚市在宅医療・介護連携支援センターの運営 

   立野町３１－２０（平塚栗原ホーム内） 電話 ７５－９４４４ 

   平塚市在宅医療・介護連携支援センターについては、２７ページを参照してください。 

（１７）その他の福祉 

  ア 失業、病気、身体障がい等のため目的地まで行くことができない方へ、旅費の一部を支給

します。 

   ※一時的に保護を必要とする緊急行旅病人への法外援護 

  イ 市民の方へ車いすの短期貸出しを行います。（３ヶ月以内、月５００円、１０日以内は無

料） 

  ウ 火災や風水害の被害を受けた世帯に災害見舞金を支給します。 

 

４ お問い合わせ 

  平塚市社会福祉協議会 電話 ３３－２３３３（福祉会館） 

                ３３－１３７７（総務企画課） 

ＦＡＸ３３－６５８８ 

  ホームページ https://www.hiratsukasyakyo.jp 

  

https://www.hiratsukasyakyo.jp/
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生活福祉資金一覧表（概要） 
資金の種類 資金の使途・説明 貸付上限額の目安 据置期間 償還期間 

総 

合 

支 

援 

資 

金 

生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費用（初期貸付は３ヶ月を目安） 

月額２００，０００円 

(単身者は 

１５０，０００円) 

最終貸付日

より 

６ヶ月以内 

１０年以内 住宅入居費 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 ４００，０００円 

一時生活再建

費 

滞納している料金を支払わないと生活に著しい支障が出る公共料

金の立て替え、就職するのに必要な支度費や技能を習得するため

の経費など 

６００，０００円 

福 

祉 

資 

金 

生業を営むために必要な経費 ４，６００，０００円 ６ヶ月以内 ２０年以内 

就職するために必要な資格取得及び教育、訓練などに必要な資金。

資金利用者が生計中心者である場合には、その期間内の生計維持

に必要な資金 

６月以内の場合は 

１，３００，０００円 
６ヶ月以内 ８年以内 

住居の移転等に必要な経費 

５００，０００円 

６ヶ月以内 

３年以内 

就職、技能習得等の支度に必要な経費 

冠婚葬祭に際して必要な経費 

その他日常一時的に必要な経費 

福祉用具の購入に必要な費用 １，７００，０００円 

８年以内 自動車運転免許を保有する障がい者が自ら運転して社会参加する

ための車購入費用／障がい者の通院、通学を含む社会参加のため

に家族が運転する車購入費用 

２，５００，０００円 

中国残留邦人等の国民年金追納の費用 ５，１３６，０００円 １０年以内 

福 祉 資 金 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 ２，５００，０００円 ６ヶ月以内 ７年以内 
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病気（急性期状態）・負傷の治療費用、及びその期間中の生計を維

持するために必要な費用 
１，７００，０００円 

最終貸付日

より 

６ヶ月以内 
５年以内 

介護保険対象サービス及び総合支援法対象サービスを受けるため

に一時的に対応できなくなる支払費用、及びその期間中の生計を

維持するために必要な費用 

１，７００，０００円 

災害に遭って、復旧するために必要な諸費用について対象（被災

時より６ヶ月以内申込） 
１，５００，０００円 ６ヶ月以内 ７年以内 

緊急小口資金 

①医療費又は介護費の支払 ②給与等の盗難・紛失 

③火災等被災 ④その他同等のやむを得ない理由（別途定めあり）

などの条件により緊急的、一時的に生計の維持が困難となった場

合の費用 

１００，０００円 ２ヶ月以内 
１２ヶ月以

内 

教
育
支
援
資
金 

教育支援費 

就学するために必要な費用で、学校の標準修業年限の終期まで対

象 

※高等学校・短大・大学等学校の種類により貸付 

高校 月額３５，０００円 

卒業後６ヶ

月以内 
２０年以内 

高専 月額６０，０００円 

短大 月額６０，０００円 

大学 月額６５，０００円 

就学支度費 学校入学時に必要な費用 ５００，０００円 

不動産担保型生活支

援資金 

低所得の高齢者世帯に対し、現に居住する不動産を担保として生

活費を貸し付ける資金 
月額３００，０００円 

解約事項発

生後３ヶ月

以内 

据置期間    

終了時 

○ 貸付利子は、保証人をご用意いただいた場合かかりません。保証人がいない場合は１．５％です。（教育支援資金、緊急小口資金は無利子） 

○ 延滞利子は年利５．０％です。（最終償還期限を過ぎた延滞元金に対し日割で加算されます） 

この表は貸付条件の概要を掲載しているもので、この他収入条件等必要関係書類とあわせて貸付審査をすることになります。 

※ 資金や世帯の状況により貸付けの条件や内容などが異なる場合があります。詳しくは くらしサポート相談 生活福祉資金担当までお問い合わせ

ください。 
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２０ 平塚栗原ホーム 
 

 

１ 設置の目的 

  高齢者、障がい者等の福祉の増進及び生活の向上並びに地域福祉の推進を図ることを目的とし

ています。 

 

２ 設置場所 

  平塚市立野町３１番２０号 

 

３ 事業の概要 

（１）介護保険事業 

   居宅介護支援事業 

   介護保険において要介護認定された高齢者に対して居宅介護支援専門員（ケアマネジャー）

による相談からケアプランの作成等、介護上の様々な支援を実施しています。 

（２）障害福祉サービス事業 

  ア 指定特定相談 

    障がいのある方が、身近な地域で安心して生活が送れるように相談をお受けします。 

    平塚市や関係機関等と連携を取りながら、障がいのある方それぞれに相応した計画の作成

を行います。 

  イ 生活介護 

    常に介護を必要とする障がいのある方に、入浴・排泄・食事等の日常生活上の支援、創造

的活動、生産活動、リハビリテーション、レクリエーション等を提供し、社会参加を支援し

ます。 

（３）ホームヘルプサービス事業（自主事業） 

   生活支援が必要な方に対して、ホームヘルパーを派遣し、介護及び家事援助を行います。自

主事業として、対象や利用時間等の範囲を広げ、実施しています。 

（４）その他 

   平塚栗原ホーム内には、次のセンターが設置されています。 

  ア 平塚市成年後見利用支援センター 

    成年後見利用支援センターについては、１３ページを参照してください。 

  イ 平塚市高齢者よろず相談センター（地域包括支援センター）ゆりのき 

    高齢者よろず相談センターゆりのきについては、２６ページを参照してください。 

  ウ ひらつかあんしんセンター 

    ひらつかあんしんセンターでは、日常生活自立支援事業及び法人後見事業を行っています。

それぞれの事業については、１４３ページを参照してください。 

  エ 平塚市在宅医療・介護連携支援センター 

    平塚市在宅医療・介護連携支援センターについては、２７ページを参照してください。 
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４ 会議室等の貸出し及び利用の方法 

（１）休館日 

   日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始（１２月２９日～１月３日） 

（２）開館時間 

   ８時３０分から１７時まで 

（３）対 象 

   市内に居住する高齢者、障がい者及びその家族、市内の福祉団体及び福祉関係者 

（４）申込方法 

   会議室等 

   利用申込書を提出してください。利用日の２か月前から受け付けます。 

 

５ お問い合わせ 

  平塚栗原ホーム  電話 ３５－６０６０ 

           ＦＡＸ３５－６０３８ 

           ※介護保険事業及び障害福祉サービス事業について 

           電話 ３５－３２２２ 
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２１ 福 祉 会 館 等 
 

 

１ 平塚市福祉会館 

（１）設置の目的 

   平塚市福祉会館は高齢者や障がい者等の福祉の増進と生活の向上を図ることを目的とする施

設です。また、福祉会館内には高齢者のために各種相談、教養・健康講座及びレクリエーション

等の活動の機会を提供する老人福祉センターを設置します。 

（２）所在地 

   平塚市追分１番４３号 

（３）利用対象者 

  ア 市内にお住まいの６０歳以上の方と付添の方 

  イ 市内にお住まいの障がい者の方と御家族 

  ウ 市内の福祉団体及び福祉関係者 

（４）利用時間 

   福祉会館 ９時～１６時 

   会議室等 ９時～２１時 

   老人福祉センター ９時～１６時 

   （浴場利用時間は１０時～１５時） 

（５）利用料金 

   老人福祉センター浴場 １００円／１回 

（６）休館日 

   日・祝日・年末年始（１２月２９日～翌年１月３日） 

（７）利用手続 

  ア 老人福祉センターの団体利用（大広間定員１００名） 

    一斉申込は、利用する前月の中旬の午前１０時から福祉会館にて受付をします。詳細は施

設にお問い合わせください。 

  イ 老人福祉センターの個人利用 

    市内３館の福祉会館及び七国荘を初めて利用される方は登録をして下さい。その際、「福寿

カード」を発行しますので、次回から提示してください。 

  ウ 会議室等 

    所定の利用申込書を提出してください。利用日の２ヶ月前から受け付けます。（日曜・祝日

の場合は翌開館日） 

（８）お問い合わせ 

   平塚市福祉会館  電話 ３３－２３３３ 

            ＦＡＸ３３－６５８８ 
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２ 平塚市南部福祉会館 

（１）設置の目的 

   平塚市南部福祉会館は高齢者や障がい者等の福祉の増進と生活の向上を図ることを目的とす

る施設です。また、福祉会館内には高齢者のために各種相談、教養・健康講座及びレクリエーシ

ョン等の活動の機会を提供する老人福祉センターを設置します。 

（２）所在地 

   平塚市袖ケ浜２０番１号 

（３）利用対象者 

  ア 市内にお住まいの６０歳以上の方と付添の方 

  イ 市内にお住まいの障がい者の方と御家族 

  ウ 市内の福祉団体及び福祉関係者 

（４）利用時間 

   福祉会館 ９時～１６時 

   会議室等 ９時～２１時 

   老人福祉センター ９時～１６時 

（浴場利用時間は１０時～１５時、プール利用時間は１０時～１６時３０分） 

（５）利用料金 

  ア 老人福祉センター浴場 １００円／１回 

  イ 機能回復訓練用プール １００円／１回 

（６）休館日 

   日・祝日・年末年始（１２月２９日～翌年１月３日） 

（７）利用手続 

  ア 老人福祉センターの団体利用（大広間定員７０名） 

    一斉申込は、利用する前月の中旬の午後２時から南部福祉会館にて受付をします。詳細は

施設にお問い合わせください。 

  イ 老人福祉センターの個人利用 

    市内３館の福祉会館及び七国荘を初めて利用される方は登録をして下さい。その際、「福寿

カード」を発行しますので、次回から提示してください。 

  ウ 会議室等 

    所定の利用申込書を提出してください。利用日の予約は、受付日から２ヶ月後の月末まで

の分を受け付けます。（日曜・祝日の場合は翌開館日） 

  エ 機能回復訓練用プールを利用する場合 

    最初に登録（個人・団体）をしてください。その際、「利用登録カード」を発行しますので、

次回から提示してください。 

（８）お問い合わせ 

   平塚市南部福祉会館  電話 ２１－３３７０ 

              ＦＡＸ２１－５３５５ 
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３ 平塚市西部福祉会館 

（１）設置の目的 

   西部福祉会館は、高齢者や障がい者、子育て中の親や子ども等の福祉の増進と生活の向上を

図ることを目的とする施設です。また、福祉会館内には高齢者のために各種相談、教養・健康講

座及びレクリエーション等の活動の機会を提供する老人福祉センターを設置します。 

（２）所在地 

   平塚市公所８６８番地 

（３）利用対象者 

  ア 市内にお住まいの６０歳以上の方と付添の方 

  イ 市内にお住まいの障がい者の方と御家族 

  ウ 市内にお住まいの子育て中の方とお子さん 

  エ 市内の福祉団体及び福祉関係者 

（４）利用時間 

   福祉会館 ９時～１６時 

   会議室等 ９時～２１時 

   老人福祉センター ９時～１６時 

   （浴場利用時間は１０時～１５時） 

（５）利用料金 

   老人福祉センター浴場 １００円／１回 

（６）休館日 

   第３日曜日・年末年始（１２月２９日～翌年１月３日） 

（７）利用手続 

  ア 集会室（定員７２名）の団体利用及び各会議室等の利用申込みの詳細は施設にお問い合わ

せください。 

  イ 老人福祉センターを個人で利用する場合 

    市内３館の福祉会館及び七国荘を初めて利用される方は登録をして下さい。その際、「福寿

カード」を発行しますので、次回から提示してください。 

（８）お問い合わせ 

   平塚市西部福祉会館  電話 ５０－５５２５ 

              ＦＡＸ５０－５５２６ 

 

４ 平塚市七国荘 

（１）設置の目的 

   平塚市七国荘は高齢者及び青少年に対し、教養の向上、レクリエーションの場を提供し、高齢

者及び青少年の福祉を増進し、並びに青少年の健全育成を図ることを目的とする施設です。 

（２）所在地 

   平塚市土屋４５９４番地 

（３）利用対象者 

  ア 市内にお住まいの６０歳以上の方と付添の方 
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  イ 市内の青少年団体 

  ウ 市内の高齢者福祉関係者及び青少年育成関係者 

（４）利用時間 

   老人憩いの家 １０時～１６時 

   ※青少年の家として利用する場合は西部福祉会館にお問い合わせください。 

（５）休館日 

   日・祝日・年末年始（１２月２９日～翌年１月３日） 

   ※青少年の家として利用する場合は西部福祉会館にお問い合わせください。 

（６）利用手続 

  ア 団体利用（大広間定員８０名） 

    利用申込み等の詳細は施設にお問い合わせください。 

  イ 個人利用 

    市内３館の福祉会館及び七国荘を初めて利用される方は登録をして下さい。その際、「福寿

カード」を発行しますので、次回から提示してください。 

   ※青少年の家として利用する場合は西部福祉会館にお問い合わせください。 

（７）お問い合わせ 

   平塚市七国荘  電話／ＦＡＸ５８－１２６５ 
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２２ 平塚市余熱利用施設（リフレッシュプラザ平塚） 
 

 

１ 設置の目的 

  平塚市余熱利用施設は市民の健康及び福祉の増進並びに市民相互の交流促進を図ることを目的

とする施設です。子どもから高齢者まで幅広い年齢層に対して、運動をとおした健康づくりを進

める健康増進センターと、高齢者の健康相談、教養講座及びレクリエーション等の活動の機会を

提供する老人福祉センターを設置します。 

 

２ 所在地 

  平塚市大神３３４４番地の４ 

 

３ 利用対象者 

  市内・市外問わず、すべての方 

 

４ 利用時間 

  ９時～２１時 

  （浴場利用時間は１０時～２０時、健康増進室（水中トレーニング槽）利用時間は９時３０分～

２０時３０分） 

 

５ 利用料金 

  利用する居室及び年齢区分等により異なります。詳細は施設にお問い合わせください。 

 

６ 休館日 

  月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）・年末年始（１２月２９日～翌年１月３日） 

 

７ 利用手続 

（１）団体利用（集会室定員７０名ほか） 

   申込は施設にて受付します。（電話で空き状況は確認できます。）詳細は施設にお問い合わせ

ください。 

（２）個人利用 

   初めて利用される方は登録をして下さい。その際、「登録カード」を発行しますので、次回か

ら提示してください。 

 

８ お問い合わせ 

  平塚市余熱利用施設  電話／ＦＡＸ５１－１２８０ 
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２３ 公益財団法人平塚市生きがい事業団 
 

 

１ 事務所所在地 

  平塚市西八幡１丁目３番２－２号（平塚市高齢者技能センター内） 

 

２ 事業団の目的・性格 

  高齢者に対して社会参加の機会を提供することにより、高齢者のもつ能力を社会に役立てると

ともに、高齢者の生きがいを高揚し、もって市民の福祉の向上に寄与します。事業団と会員との

関係はもちろん、会員と仕事の発注者との双方とも、雇用関係は持たず、また就業日数や一定の

収入を保障するものでもありません。 

 

３ 会 員 

  事業団の会員は、市内在住で６０歳以上の健康で働く意欲のある方であれば、事業団へ会員の

登録をすることができます。登録には入会登録手続料１，５００円がかかります。 

 

４ 仕事の受注・割当て・就業・配分金支払の流れ 

 

 

           就業形態は請負あるいは委任  

           会員と発注者との間には雇用関係なし  

 

                就業 

 

        仕事の発注           仕事の提供  

         契約金の支払       配分金の支払  

請負・委託契約  

仕事の完了確認                        入会申込 

 

 

 

                       助成、育成支援 

 

 

５ 事業団でできる主な仕事 

  技術群：パソコン指導、書道指導、絵画指導、各種講座講師、自動車運転、  

経理事務など  

発注者 

一般家庭          

民間団体・企業    

公共団体 

会 員 

市内在住の６０歳以

上、健康で働く意欲

のある方 

生きがい事業団 

国・神奈川県・平塚市 
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  技能群：大工、襖・障子張り替え、植木の手入れ、部品組立て、洋裁など  

  事務群：毛筆あて名書き、毛筆賞状書き、一般事務、データ入力など  

  管理群：施設管理、守衛、駐車場管理など  

  折衝外交群：営業、配達など  

  一般作業群：清掃、除草、草刈り、屋外作業など  

  サービス群：家事援助、高齢者支援、家具の移動、通院介助、育児支援など  

 

６ 労働者派遣事業 

  平成２１年度より、多様な就業メニューの１つとして、請負事業になじまない仕事や発注者か

ら指揮命令を受ける仕事は、シルバー派遣事業として行っています。シルバー派遣事業で働く場

合には、会員は労働契約により、派遣労働者として神奈川県シルバー人材センター連合会に雇用

され、就業場所である会社などに派遣されて、その就業先の指揮命令を受けて業務に従事します。 

 

             

        派遣契約                労働契約    

 

                 

 

         派遣契約       

         料支払                賃金支払  

                     

                  指揮命令関係 

 

 

７ 職業紹介事業 

  平成２６年１０月から、有料職業紹介事業を行っています。 

※有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいい、職

業安定法第３２条の１１の規定により求職者に紹介してはならないものとされている職業（具

体的には港湾運送業務に就く職業及び建設業務に就く職業がこれに当たります。） 以外の職業

について、行うことができます。 

 

８ お問い合わせ 

  平塚市生きがい事業団 電話３３－２３３５ ＦＡＸ３５－１７４４ 

 

  

発注者 

 

企業 

公共団体 

など 

事業団 

会員 

 

(派遣 

労働者) 

神奈川県シルバー 

人材センター連合会 

平塚市事務所 

（生きがい事業団） 
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介護保険関係事業所一覧 

 

 

介護保険関係事業所一覧については入れ替わりが多いため、

平塚市役所ホームページから御確認ください。 

健康・福祉→国民年金・保険制度→介護保険→介護保険事業

所一覧 

http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/nenk

in/page-c_02743.html 
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社会福祉施設等一覧 
 

区  分 名   称 所在地 設 置 主 体 定 員 電 話 

救護施設 平塚ふじみ園 四之宮 6-15-1 (福)恩賜財団神奈川県同胞援護会 180人 55-1300 

養護老人ホーム 平塚養護老人ホーム 御殿 2-17-42 (福)伸生会 60人 31-6979 

特別養護老人ホーム 

（介護老人福祉施設） 

平塚富士白苑 唐ケ原 1 (福)富士白苑 160人 61-1841 

平塚特別養護老人ホーム 御殿 2-17-42 (福)伸生会 67人 35-3440 

高根台ホーム 万田 3-18-10 (福)研水会 120人 31-4972 

ローズヒル 土屋 2198-7 (福)つちや社会福祉会 56人 58-6677 

サンレジデンス湘南 田村 2-11-5 (福)惠伸会 84人 54-7007 

豊田敬愛ホーム 南豊田 85-1 (福)湘南曽寿会 54人 36-0632 

れんげの郷 公所 705-1 (福)平塚あさひ会 54人 50-3465 

ふじの郷 大島 190 (福)藤心会 70人 26-3130 

陽だまりの丘 岡崎 4015-1 (福)湘南敬友会 70人 59-6655 

わしんち元気・平塚 片岡 833-10 (福)和心知会 80人 79-8660 

カメリア桜ヶ丘 桜ケ丘 5-26 (福)カメリア会 126人 36-5911 

ローズヒル東八幡 東八幡 4-19-14 (福)つちや社会福祉会 96人 75-8710 

あしたば 真田 2-7-21 (福)湘光会 104人 63-3743 

輝煌の郷 菫平 16-10 (福)あすか福祉会 100人 20-9805 

軽費老人ホーム（Ａ型） つちやホーム 土屋 2196-1 (福)つちや社会福祉会 50人 58-6624 
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区  分 名   称 所在地 設 置 主 体 定 員 電 話 

軽費老人ホーム（ケアハウ

ス） 

ケアハウスういすたりあ 西真土 4-23-35 (福)則信会 40人 51-2900 

ケアハウス湘南の里 万田 2-38-1 (福)真幸会 38人 30-3100 

サンステージ湘南 中堂 8-1 (福)惠伸会 29人 20-5301 

平塚市高齢者よろず相談セ

ンター 
（地域包括支援センター） 

あさひきた 根坂間 218-7 平塚市(運営：アースサポート（株）） ― 30-3611 

あさひみなみ 高村 203-13-104 平塚市(運営：(福)研水会) ― 31-4932 

倉田会 東真土 4-4-31 平塚市(運営：医療法人財団倉田会) ― 53-1930 

ごてん 御殿 2-17-42 平塚市(運営：(福)伸生会) ― 31-6957 

まつがおか 東中原 2-2-59 平塚市(運営：(福)伸生会) ― 35-4465 

サンレジデンス湘南 田村 2-11-5 平塚市(運営：(福)惠伸会) ― 54-7009 

とよだ 南豊田 85-1 平塚市(運営：(福)湘南曽寿会) ― 36-2501 

おおすみ 岡崎 6130 平塚市(運営：医療法人社団湘風会) ― 51-6433 

ひらつかにし＜金目窓口＞ 北金目 2-36-14 平塚市(運営：(福)つちや社会福祉会) ― 59-5544 

ひらつかにし＜土沢窓口＞ 土屋 2198-7 平塚市(運営：(福)つちや社会福祉会) ― 73-5848 

富士白苑 唐ケ原 1 平塚市(運営：(福)富士白苑) ― 61-5050 

みなと 夕陽ヶ丘 55-14 
平塚市(運営：(福)恩賜財団済生会支

部神奈川県済生会) 
― 73-5422 

ゆりのき 立野町 31-20 
平塚市(運営：(福)平塚市社会福祉協

議会) 
― 33-2334 

ふじみ 中里 11-17 平塚市(運営：(福)惠伸会) ― 30-5010 
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区  分 施設名称 所在地 電 話 

就労移行支援 

Ｃｏｃｏｒｐｏｒｔ平塚Ｏｆｆｉｃｅ 明石町 10-3 第一住健平塚ビル３階 75-8953 

しんわルネッサンス 上吉沢 1520-1 58-5414 

ペガサス平塚センター 明石町 1-17 チェアフル湘南 3F 74-6683 

多機能型事業所 湘南コネクト 岡崎５８００番地の 4 72-7461 

てといろプラス 西八幡二丁目１５番７号１F 24-5050 

Ｃｏｃｏｒｐｏｒｔ平塚第２Ｏｆｆｉｃｅ 紅谷町 3-5 プライムスクエアー湘南平塚２階 79-5742 

就労継続支援Ａ型 

しんわルネッサンス 上吉沢 1520-1 58-5414 

ビーハピネス平塚 西真土 1-1-41 
070-6525- 

803 

サライ湘南 東真土 4-19-55 55-1821 

就労継続支援Ｂ型 

キルクももはま 桃浜町 2-36 35-2710 

就労継続支援事業Ｂ型 スペースセル 平塚 5-8-26 AOIビル 2F 36-3277 

貴峯荘ワークピア 達上ケ丘 1-9 31-0617 

しんわルネッサンス 上吉沢 1520-1 58-5414 

ベルカンパニー 平塚 2-7-4  33-8120 

コミュニティハウス かざぐるま 追分 8-2 佐川ビル 2F  34-8099 

山晃央園作業所 夕陽ケ丘 43-7 31-0723 

サンメッセしんわ 高根 277 35-3800 

ポラリス・ワークサポート 出縄 335-2 30-0370 

スタジオ クーカ 平塚 4-15-16 73-5303 

みんなの家ミミ 横内 3784-3 51-4628 
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区  分 施設名称 所在地 電 話 

就労継続支援Ｂ型 

ロータス授産センター 出縄 336-5 35-7200 

自立支援事業所あやとり 明石町 15-16 24-5800 

てといろプラス 西八幡二丁目１番 7号１F 24-5050 

てといろラボ 東八幡二丁目 1番７号 １０１ 24-5050 

みんなの家ミミ河内 河内 223番地の 1 75-8152 

就労支援サクラんぼ 西八幡 3-6-15 72-7774 

キャロット工房 西真土 1-7-56 71-6171 

しんわやえくぼ 万田 1036 34-8150 

湘南コネクト 岡崎 5800-4 72-7461 

総活躍 平塚 徳延 179-1 リヴァティ 1階 68-9048 

生活介護 

ソーレ平塚ケアセンター 寺田縄 265-1 59-3933 

ソーレ平塚 寺田縄 265-1 59-3933 

精陽学園 城所 922 54-5312 

夢工房 明日花 四之宮 1-3-31 74-4628 

スタジオ クーカ 平塚 4-15-16 73-5303 

貴峯荘 達上ヶ丘 1-9 31-0617 

貴峯荘湘南の丘 達上ヶ丘 1-9 31-0617 

貴峯荘地域支援センター 中里 34-17 33-4711 

生活介護スプラウト 北豊田 510-3 32-6959 

おあしす湘南 田村 4-10-7 53-2342 

でい工房 花はな 南金目 346-1 50-3080 
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区  分 施設名称 所在地 電 話 

生活介護 

進和あさひホーム 高根 315 35-4747 

進和やましろホーム 高根 306 33-3500 

ひこうき雲 南原 1-27-8 34-1211 

ＪＯＹわーくす平塚 山下 306-20 73-6294 

やなぎこんぶ 中原 2-6-63 71-6171 

はばたき進和 土屋 2967 58-6681 

つくしんぼ だんらん 岡崎 3687-8 51-6996 

みんなの家ポポ 小鍋島 18-1 51-4628 

進和万田ホーム 万田 537 32-5418 

ギャラリークーカ 明石町 14-8 67-7520 

平塚栗原ホーム 立野町 31-20 35-3222 

ロータス授産センター 出縄 336-5 35-7200 

えぽっくハウス 南原 2-4-5 マインツビル 1階 71-6171 

施設入所支援 

ソーレ平塚 寺田縄 265-1 59-3933 

貴峯荘 達上ケ丘 1-9 31-0617 

進和やましろホーム 高根 306 33-3500 

進和あさひホーム 高根 315 35-4747 

はばたき進和 土屋 2967 58-6681 

貴峯荘湘南の丘 達上ケ丘 1-9 31-0617 

精陽学園 城所 922 54-5312 
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区  分 施設名称 所在地 電 話 

グループホーム 

メゾン金目 南金目 850-2 58-8470 

メゾン豊田 南豊田 45-2 36-7061 

医療法人研水会メゾン公所 公所 231-1 50-3371 

なでしこホーム 東八幡 4-11-19 53-1088 

グリーンヒル撫子 土屋 1105 53-1088 

ホーム花 南金目 346-1 50-3080 

メゾン高根 高根 262-1 34-8536 

しんわグループホーム 万田 475-7 33-0979 

須賀ホーム 須賀 2666-5 24-7422 

山晃央園ホーム 中原 3-21-3 31-0723 

医療法人研水会ポラリス 出縄 335-2 30-0370 

秦野精華園 平塚・大根地区生活ホーム 真田 2-7-15 77-8811 

コミュニティハウス結実花 徳延 591-1 74-4336 

ビリーフ 東八幡 4-6-3 73-7077 

ｃａｒｅｈｏｍｅ ＣＬＡＳＳＯ 高根 72-1 メゾン木島 303号室 68-9609 

第一貴峯館 中里 34-17 31-0617 

ファミール岡崎 岡崎 5929-3 73-7511 

セラヴィ平塚 山下 175-3 68-3179 

とわしすホーム 上平塚 11-48-3 045-315-4914 

ＢＲＡＶＥ平塚 中原 3-15-34 74-6299 
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区  分 施設名称 所在地 電 話 

グループホーム 

グループホームやしの木 田村 8-16-1 54-1613 

共同生活援助事業所麦の家 万田 566-3 32-7537 

ひまわり 夕陽ケ丘 34-23 75-9010 

グループホームあさがお 平塚市南金目 850-2 玉吉ハイツ 3号室 73-8992 

ＨＡＲＥＳ上平塚 上平塚 10-20 サンハイツ今井Ｂ棟 202号室 79-8397 

Mirai maison 平塚 平塚市宮の前 1番６号 71-5992 

わんフォーライフ平塚ひろかわ 広川 819-5 
045-550-

4397 

わがや・・・上平塚 上平塚 11番 49-6号 74-4321 

Hinodeシェアホーム北金目 北金目三丁目 1番 38号 73-5101 

グループホームまとい 纏 202 35-1212 

みらいのたね平塚 纏 339-7 80-8455 

グループホームミライ 御殿 4丁目 7-62  34-5600 
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区  分 名   称 所在地 設 置 主 体 定 員 電 話 

保育所 

神田保育園 田村 6-14-1 

平塚市 

95人 55-1071 

南原保育園 南原 1-5-3 84人 31-5993 

吉沢保育園 上吉沢 331 56人 58-0412 

しらさぎ保育園 東中原 2-14-2 88人 31-2622 

夕陽ケ丘保育園 夕陽ケ丘 10-7 90人 21-0059 

若草保育園 横内 2401 90人 54-0221 

大神保育園 大神 2056 80人 55-6620 

平塚保育園 宮の前 4-13 

(福)湘南福祉センター 

135人 22-7771 

柳町保育園 平塚 4-20-1 110人 31-0880 

明石町保育園 明石町 15-16 90人 21-0789 

横内保育園 横内 3824 90人 55-2188 

高村保育園 高村 209 135人 34-2526 

あさひ保育園 河内 310 
(福)旭福祉会 

131人 32-2137 

大町保育園 根坂間 737-2 90人 58-6662 

いずみ保育園 万田 2-12-22 

(福)進和学園 

140人 31-3421 

富士見保育園 平塚 5-22-50 120人 33-3411 

しらゆり保育園 立野町 31-24 60人 32-0821 

金目保育園 北金目 2-9-24 
(福)浜岳福祉会 

150人 58-1882 

金目おむすび保育園 北金目 2-25-8 41人 73-7555 

八幡保育園 四之宮 2-10-10 
(福)大野福祉会 

140人 21-0084 

愛・八幡保育園 四之宮 2-14-3 60人 20-2080 

ゆうかり保育園 岡崎 449 (福)岡崎福祉会 120人 58-7220 

中原保育園 南豊田 301-1 (福)中原福祉会 120人 32-8600 

みどり保育所 四之宮 1-8-92 
(福)翠福祉会 

195人 35-0015 

みどり保育所分園ピッコロ 西八幡 3-8-1 45人 20-4177 

もんもん保育園 松風町 23-54 

(福)徳栄会 

70人 20-8221 

苗・もんもん保育園 代官町 19-27 50人 21-9117 

花・もんもん保育園 代官町 19-27 90人 20-5887 

サン・キッズ湘南 中堂 8-10 

(福)惠伸会 

110人 25-1019 

サン・キッズ平塚ステーション 八重咲町 1-30 90人 20-5240 

サンキッズ金田ほいくえん 寺田縄 1058-1 130人 59-9525 
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区  分 名   称 所在地 設 置 主 体 定 員 電 話 

保育所 

真土すばる保育園 西真土 3-22-39 

(福)真幸会 

130人 53-4141 

湘南きらら保育園 西真土 1-2-16 80人 35-0030 

湘南みらい保育園 徳延 655-1 150人 37-1711 

花水さくら保育園 花水台 10-21 140人 86-6646   

湘南平塚あゆみ保育園 宮の前 8-31 NPO法人 湘南おひさま会 58人 24-3751 

くまのこ保育園 錦町 9-15 (株)くまのこ保育園 30人 73-6701 

小規模保育事業所 

サンライズキッズ 

保育園平塚園 

四之宮 2-3-58 

エトワール平塚1階 
(株)エクシオジャパン 19人 

050- 

  5807-2296 

錦町保育園あねら 
錦町 19-6 

村上ビル 1階 
(福)湘南福祉センター 19人 86-6680 

松風・もんもん保育園 松風町 23-1 (福)徳栄会 19人 20-8681 

ぽとふ平塚 天沼 7-21 (株)ソーシエ 19人 20-8247 

平塚未来保育園 東真土 2-3-16 (株)オハナイナグループ 19人 72-8899 

MIRATZ湘南平塚保育園 
黒部丘 6-73 シティ

テラス湘南平塚1階 
(株)MIRATZ 19人 73-9055 

認定こども園 

港こども園 夕陽ケ丘 22-3 平塚市 150人 22-4189 

認定美里・柿の実こども園 下島 824 
学校法人新藤学園 

195人 55-3830 

認定こども園大神美里幼稚園 大神 2380 140人 54-3288 

認定こども園大野幼稚園 東八幡 1-16-39 個人 115人 21-7302 

認定こども園さなだ幼稚園 真田 4-10-15 個人 100人 58-0001 

平塚めぐみこども園 纒 100-2 学校法人青木学園 105人 32-3422 

清水学園付属幼稚園 根坂間 645 学校法人清水学園 155人 58-8080 

認定こども園道和幼稚園 豊原町 26-24 学校法人道和学園 198人 31-0595 

認定こども園神田幼稚園 大神 1587 学校法人双葉 190人 55-0841 

子育て支援施設 子育て支援センター 南豊田 381 
平塚市(運営:(福)平塚市社会福祉協議

会) 
― 34-9076 

子育て支援施設 

（つどいの広場） 

もこもこ 明石町 8-3 平塚市(運営:(福)湘南福祉センター) ― 21-0995 

きりんのおうち 四之宮 2-18-26 平塚市(運営:(福)翠福祉会) ― 21-3141 

どれみ 公所 868 平塚市(運営:(福)進和学園) ― 50-5525 

ぽけっと 夕陽ケ丘 22-3 平塚市(運営:(福)真幸会) ― 74-5680 

ここにくらす 北金目 2-25-8 平塚市(運営:(福)浜岳福祉会) ― 73-7555 
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区  分 名   称 所在地 設 置 主 体 定 員 電 話 

ファミリー・サポート・セ

ンター 

ファミリー・サポート・センタ

ー 
追分 1-43 

平塚市(運営:(福)平塚市社会福祉協議

会) 
― 34-7844 

病児・病後児保育施設 麦・もんもん病児保育室 松風町 23-51-1 (福)徳栄会 6人 75-9677 

病後児保育施設 平塚保育園病後児保育室 

「なでしこ」 
宮の前 4-13 (福)湘南福祉センター 3人 22-0058 

助産施設 平塚市民病院 南原 1-19-1 平塚市 2人 32-0015 

特別支援学校 

平塚盲学校 追分 10-1 

神奈川県 

― 31-0948 

平塚ろう学校 大原 2-1 ― 32-0219 

平塚養護学校 寺田縄 590 ― 58-0456 

湘南養護学校 御殿 4-14-1 ― 34-7212 

福祉会館等 

平塚市福祉会館 追分 1-43 

平塚市 

― 33-2333 

南部福祉会館 袖ケ浜 20-1 ― 21-3370 

西部福祉会館 公所 868 ― 50-5525 

七国荘 土屋 4594 ― 58-1265 

余熱利用施設 大神 3344-4 ― 51-1280 

保健福祉事務所等 

平塚保健福祉事務所 豊原町 6-21 神奈川県 ― 32-0130 

平塚市保健センター 

東豊田 448-3 平塚市 ― 

55-2111 

平塚市休日・夜間急患 

診療所 

55-2145(医科) 

55-2176(歯科) 
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平塚市福祉関係団体一覧 
 

団  体  名 代表者氏名 住      所 電  話 

平塚市障がい者団体連合会 相原 貞雄 

追分１－４３（平塚市福祉会館内） ８６－６１０２ 

 

 

（平塚市障がい者団体連合会事務局） ― 

平塚市肢体障害者福祉協会 相原 貞雄 

平塚市視覚障害者協会 前田美智子 

平塚市聴覚障害者協会 石崎 武 

平塚市肢体不自由児者父母の会 竹内 順子 

平塚市手をつなぐ育成会 鈴木亜紀子 

平塚市腎友会 植田 修 

湘南あゆみ会 谷田川靖子 

平塚地区自閉症児・者親の会 

（平塚やまびこ会） 
真野 昭子 

平塚市地域作業所連絡会 赤部 勉 平塚市東中原２－１４－１９ ３４－２２５９ 

平塚市母子福祉なでしこ会 浜田恵美子 横内３７６８－４ ５４－６３７５ 

平塚市老人クラブ連合会 福岡 光夫 追分１－４３（平塚市福祉会館内） ３６－７２２７ 

※ 総会等で、団体名・代表者が変更する場合があります。 

 

 


